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平成22年３月９日（火曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成22年度宮崎県一般会計予算

○議案第７号 平成22年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計予算

○議案第８号 平成22年度宮崎県えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特

別会計予算

○議案第９号 平成22年度宮崎県営国民宿舎特

別会計予算

○議案第12号 平成22年度宮崎県公共用地取得

事業特別会計予算

○議案第13号 平成22年度宮崎県港湾整備事業

特別会計予算

○議案第21号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第23号 公の施設に関する条例の一部を

改正する条例

○議案第24号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第32号 土木事業執行に伴う市町村負担

金徴収について

○議案第33号 有料道路「一ツ葉道路」及び有

料道路「小倉ケ浜道路」の事業

変更に係る同意について

○請願第９号 「宮崎県中小企業振興基本条例

（仮称）」の制定を求める請願

○請願第19号 平成21年度宮崎地方最低賃金改

正についての請願

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・宮崎県土地開発公社の解散について

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 星 原 透

委 員 野 辺 修 光

委 員 黒 木 正 一

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 渡 邊 亮 一

商工観光労働部次長 持 原 道 雄

企業立地推進局長 矢 野 好 孝

観光交流推進局長 江 上 仁 訓

部参事兼商工政策課長 古 賀 孝 士

工 業 支 援 課 長 森 幸 男

商 業 支 援 課 長 吉 田 親 志

経 営 金 融 課 長 安 田 宏 士

労 働 政 策 課 長 押 川 利 孝

地域雇用対策室長 篠 田 良 廣

企業立地推進局次長 山 口 俊 匡

観 光 推 進 課 長 後 沢 彰 宏

みやざきアピール課長 甲 斐 睦 教

工業技術センター所長 河 野 雄 三

食品開発センター所長 河 野 満 洋

県立産業技術専門校長 西 盾 夫
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労働委員会事務局

事 務 局 長 野 田 俊 雄

調 整 審 査 課 長 上玉利 正 利

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

○宮原委員長 ただいまから商工建設常任委員

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。日

程案につきましては、お手元に配付のとおりで

ありますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、当初予算関連議案の審査方法について

であります。お手元に配付している資料「委員

会審査の進め方（案）」をごらんください。商

工観光労働部と県土整備部の審査につきまして

は、長時間に及ぶことが予想されますので、数

課ごとに説明及び質疑を行いまして、最後に総

括質疑を行いたいと考えております。審査の方

法については以上でありますが、御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いをいたします。

○野田労働委員会事務局長 労働委員会事務局

でございます。議案第１号「平成22年度宮崎県

一般会計予算」につきまして、労働委員会関係

分を御説明いたします。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料をお開

きください。労働委員会のインデックスがつい

ております525ページからとなっております

が、529ページを使いまして御説明をいたしま

す。平成22年度の予算総額は１億1,664万円でご

ざいます。その内容につきまして、事項別に御

説明いたします。事項は職員費と委員会運営費

の２つでございます。

まず、（事項）職員費でございますが、7,971

万2,000円を計上しております。これは、事務局

職員９名分の人件費でございます。昨年度と比

較しますと、昨年度は8,666万5,000円となって

おりますが、695万3,000円の減額となっており

ます。これは、21年度に労働政策課に常駐して

業務を行っている労働委員会との兼務職員の人

件費を実態に合わせまして労働政策課で予算計

上することとしたこと、それから育児休業中で

ございます職員の給与等を減額しております。

また、昨年、職員手当の減額があったことなど

によります減ということになっております。

次に、（事項）委員会運営費でございます。

総額で3,692万8,000円を計上しております。そ

の内訳は、説明欄に記載しておりますように、

委員報酬といたしまして、15名分の3,0 0 8

万2,000円を計上しております。次に、２番目で

すが、労働争議の調整・不当労働行為の審査経

費として181万円を計上しておりますが、これ

は、あっせん員報酬や審問にかかわる速記料等

でございます。３番目に、その他労働委員会運



- 3 -

営費として503万6,000円を計上しております

が、これは、総会や公益委員会議及びブロック

会議にかかわる委員や職員の旅費等でございま

す。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○宮原委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。議案についての質疑はありませんか。

○太田委員 速記料ということで説明がありま

したが、速記をされる方というのは、議会だっ

たら女性の方がいらっしゃいますが、そちらの

ほうの女性はどこかの会社から来ていただくと

か、速記というのは、そういう担当の方はどう

いう方なんでしょうか。

○上玉利調整審査課長 職員以外には特にそう

いった引き受けはしておりませんけれども、給

料関係で、労働政策課の職員の分につきまして

これまで予算計上していた分を、業務実態に合

わせて労働政策課のほうで計上していただくと

いう取り扱いに今回していただきました。

○宮原委員長 課長、済みません。速記のこと

です。

○野田労働委員会事務局長 速記を担当してい

た方は、外部に委託しておりますので、その職

員の方がお見えになられます。ちなみに議会事

務局にもお見えになっている方と同じような方

と聞いております。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上をもって、労働委員会事務局を終了いたし

ます。執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時８分休憩

午前10時11分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

の説明を求めます。まず、商工観光労働部長の

概要説明をお願いいたします。

○渡邊商工観光労働部長 商工観光労働部でご

ざいます。

本日は、お配りしております商工建設常任委

員会資料の目次にありますとおり、平成22年２

月定例県議会提出議案（平成22年度当初分）に

つきまして御説明いたします。

資料の１ページをお開きいただきたいと思い

ます。今回提案しております議案につきまし

て、商工観光労働部の概要であります。まず、

議案第１号「平成22年度宮崎県一般会計予算」

でございますが、平成22年度の当初予算額は538

億1,698万8,000円となっております。また、債

務負担行為の追加につきましては、平成22年度

設備貸与機関損失補償など２件となっておりま

す。また、特別会計でございますが、議案第７

号「平成22年度宮崎県小規模企業者等設備導入

資金特別会計予算」は６億702万2,000円、議案

第８号「平成22年度宮崎県えびの高原スポーツ

レクレーション施設特別会計予算」は35 5

万2,000円、議案第９号「平成22年度宮崎県営国

民宿舎特別会計予算」は３億1,618万6,000円と

なっております。

次に、資料の２ページをごらんいただきたい

と思います。平成22年度商工観光労働部当初予

算案の概要でございます。一般会計及び特別会

計を合わせまして、部全体の予算額は54 7

億4,375万円でありまして、対前年度比121.1％

となっております。また、各課ごとの予算額は
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それぞれの表に記載しているとおりでございま

す。

次に、資料の３ページをごらんいただきたい

と思います。平成22年度の県の重点施策にかか

わる商工観光労働部の事業を整理したものでご

ざいます。まず、緊急的な課題への対応のう

ち、雇用の確保と就業支援対策についてでござ

います。大変厳しい本県の雇用情勢を踏まえま

して、例年と比べ就職内定率が低迷している新

規学卒者や非正規雇用の割合の高い若年者、さ

らには産業基盤の脆弱な中山間地域等につきま

して、常用雇用に向けた就職支援、雇用の場の

確保に取り組んでまいります。

このうち雇用の維持・確保に向けた取り組み

としまして、まず補正予算の債務負担行為関係

事業として先般御説明しました中山間地域新産

業・雇用創出緊急対策事業、新規学校卒業者等

雇用創出・人材育成事業をできるだけ早期に実

施してまいります。さらに、若年者等正規雇用

化促進特別事業を掲げておりますが、この実施

によりまして、国のトライアル雇用奨励金制度

と連動しまして、事業主に対する助成を行いま

して、若年者及び中高年齢者の正規雇用化を

図ってまいりたいと考えております。また、新

規学卒者等就職支援事業でございますが、国が

実施する基金訓練の実施機関が行う就職支援に

対しまして謝金を支給し、新規学卒者や離職者

等の就職率向上につなげてまいります。このほ

か、基金事業を活用した雇用創出に引き続き取

り組むほか、商店街等の振興や企業誘致活動の

推進などを通じまして、雇用の維持・確保を

図ってまいりたいと考えております。

次に、就業支援でございますが、事業を５つ

ほど掲げております。ＩＴ産業の人材確保やコ

ールセンターへの就職を促進するため、未就職

者等を対象とする研修を実施してまいります。

また、県内外での就職説明会の開催、あるいは

若年者の職業的自立を促進するための個別相談

等に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、中小企業者等経営支援の取り組みでご

ざいますが、セーフティネット貸し付けなど必

要な融資枠を確保するとともに、中小企業金融

挑戦・再生支援事業では、特に経営環境の厳し

い中小零細企業や県内の経済・雇用回復の牽引

役となる中小企業を金融面、経営面から総合的

に支援してまいりたいと考えております。

次に、中山間地域の活性化に向けた取り組み

でございますが、まず中山間地域の集落の活性

化を図るため、一村一祭アピール事業によりま

して、祭りなどの地域資源を活用した市町村の

取り組みを引き続き支援しますとともに、宮崎

移住！地域おこし後継者発掘事業を実施するこ

とによりまして、後継者を必要とする県内の生

産者と全国の移住希望者とのマッチングを行い

まして、本県への移住定住を促進してまいりま

す。移住対策につきましては、本県の地域振興

に実効性のある展開をすべきであるとの考えか

ら、今回、新規事業を掲げているものでござい

ます。また、中山間地域の産業の振興を図るた

めに、先ほど述べました中山間地域新産業・雇

用創出緊急対策事業を実施いたします。

次に、将来的な課題への対応についてでござ

います。まず、新たな産業の展開に取り組んで

まいります。これは、中長期的視点から本県産

業の振興を図り、雇用の確保、拡大につなげる

ものでございます。

まず、地域資源を生かした産業の展開といた

しましては、みやざき県産品東アジア販路拡大

総合推進事業を掲げております。東アジア販路

拡大戦略に基づきまして、県産品のアジアへの
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販路拡大に向けて官民が一体となった総合的な

取り組みを行ってまいります。

次に、多様な連携による産業創出の取り組み

といたしましては、４本ほど事業を掲げており

ます。産学官ネットワーク形成・共同研究推進

事業につきましては、バイオ、ＩＴなどの技術

分野ごとに産学官ネットワークを構築するほ

か、産学官グループに対する研究開発支援等を

行うことによりまして、大学などのすぐれた研

究の事業化を促進してまいります。

次に、新規で掲げておりますけれども、太陽

電池関連産業集積促進事業につきましては、昭

和シェルソーラーの今回の立地、あるいは全国

有数の太陽電池研究拠点であります宮崎大学が

あること等の利点を生かしまして、県内中小企

業の関連産業への参入促進や研究開発等を支援

してまいります。

３つ目でございますが、食品産業活性化対策

事業でございます。食品産業につきましては、

県議会の本会議、あるいは当委員会からもその

育成支援の御意見があったところでございまし

て、当部としましても、本県のこれからの産業

振興や安定的な雇用確保につながるかなめにな

るものとして力を入れて、その振興を図る必要

があると考え、この事業を新規事業として掲げ

たものでございます。本県の豊富な農産物を活

用した商品開発、市場開拓、人材育成など総合

的な支援を行いまして、本県の農産物などの高

付加価値化を図るとともに、食品産業の高度化

を図ってまいりたいと考えております。

次の東九州連携医療関連産業集積促進事業で

ございますが、これからの我が国の成長産業の

一つとして医療産業に大きな期待が寄せられて

おります。そこで、世界的な医療機器メーカー

の生産拠点となっております本県と大分県の産

学官が連携しまして、その特徴を生かした構想

を策定し、医療関係産業のさらなる集積を図っ

ていくこととしております。

次に、社会起業の促進、いわゆるソーシャル

ビジネスの振興につきましては、先ほど述べま

した中山間地域新産業・雇用創出緊急対策事業

など、民間事業者への委託事業を活用してまい

ります。

次に、世界的な課題であります低炭素社会の

実現に向けての取り組みであります。新エネル

ギー等の普及促進のため、先ほど述べました太

陽電池関連産業集積促進事業を実施してまいり

ます。

次に、４ページをお開きいただきたいと思い

ます。４ページから７ページまでは、県の新み

やざき創造計画におきます戦略別の施策体系

に、商工観光労働部の主な新規・重点事業を位

置づけたものでございます。ここでは、先ほど

説明した重点施策に該当しない事業のうち、観

光関連事業につきましてのみ御説明をいたしま

す。

５ページでございます。戦略3-2のおもてなし

日本一観光推進についてでございます。観光に

ついては、当委員会でも要望、提言などたくさ

ん御意見をいただきました。観光振興につきま

しては、要はそれぞれの観光地をいかに魅力

アップさせるか、そして周辺観光地などとの組

み合わせにより、いかに多彩な宮崎を演出する

かだろうと考えております。現在、観光地の総

点検を行っていますが、その点検結果などをも

とに、市町村、民間の方々と一緒になって下記

のような事業を進めていく考えでございます。

まず、１の観光資源の掘り起こし・磨き上げ

の推進につきましては、自然や伝統文化などの

地域資源の掘り起こしとしまして、みやざき食
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の街道・食の横丁づくり推進事業を新たに実施

します。食の魅力アップにつきましては、当委

員会でも御意見がありました。本県の食材等を

活用した食による観光誘客を図っていきたいと

考えております。また、新魅力創出！みやざき

観光地づくり支援事業は、観光地づくりの総合

的な事業としまして、市町村等の取り組みを支

援してまいります。

次に、２でございますが、国内外の旅行会社

等へのセールス強化と著名人を活用したＰＲの

実施でございます。２つ目の日本のふるさと宮

崎誘客促進事業が誘致宣伝の総合的な事業とな

ります。加えまして、みやざき恋旅ブームの創

出を目指すみやざき恋旅プロジェクトにも引き

続き取り組んでまいります。これらの誘致宣伝

事業も一過性に終わることなく、次の旅行商

品、観光地づくりに結実するような展開をして

まいりたいと考えております。また、来年春に

迫りました九州新幹線全線開通に対応しまし

て、観光ルートの開発、鹿児島県、熊本県等と

連携したＰＲを実施してまいります。

以上、観光事業について概略説明しました

が、観光につきましては、地域間競争がますま

す激しくなっておりまして、国内観光需要が伸

びない中で、限られたパイの奪い合いとなって

くると思っています。当委員会からも御意見が

ありましたように、中長期的な視点に立ちまし

て、本県の特色を際立たせながら、戦略性を

持って事業展開する必要があると考えておりま

す。したがいまして、観光地総点検などに基づ

き、今後、早急に新しい観光戦略を策定したい

と考えております。また、商工観光労働部は、

工業振興、商業振興、金融政策、観光振興、労

働政策など、多岐にわたっておりまして、我々

の役割としましては、本県の中小企業の発展・

振興、そして雇用の確保を中心の座に置きなが

ら、相互に事業連携しまして、より事業効果を

高めていく、これが我々の役割と思っていま

す。来年度は、特にその点に留意しながら、事

業展開を行ってまいりますが、加えまして、本

県における中小企業振興施策の基本計画策定に

つきましても、新しい総合計画策定と連動して

作業を進めたいと考えております。

私のほうからは以上でございます。議案の詳

細につきまして担当課長より御説明いたします

ので、よろしくお願いしたいと思います。

○宮原委員長 部長の概要説明が終了しまし

た。続いて、商工政策課、工業支援課、商業支

援課、経営金融課、企業立地推進局の審査を行

います。

商工政策課長から順次説明をお願いいたしま

すが、委員の質疑は、執行部の説明がすべて終

了した後にお願いをいたします。

○古賀商工政策課長 商工政策課の平成22年度

当初予算について御説明いたします。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料の商工

政策課のインデックスのところ、235ページをお

願いいたします。平成22年度当初予算額は10

億5,691万6,000円となっております。平成21年

度当初予算額２億3,649万4,000円と比較いたし

ますと、８億2,042万2,000円の増となっており

ます。増が大きくなりましたのは、中山間地域

新産業・雇用創出緊急対策事業費として８

億2,944万円を計上したことによるものでござい

ます。

それでは、主な事業等について御説明申し上

げます。238ページをお願いいたします。（事

項）地場企業振興対策事業費461万1,000円でご

ざいます。説明欄１の中小企業大賞事業であり

ます。これは、今年度まで頑張る企業応援事業
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として、３年間で13企業、県内のすぐれた中小

企業の表彰を行ってきたところであります。被

表彰企業からは、経営者の自信につながり、従

業員の励みになったなど、好評を得てきたとこ

ろであります。このため、本年度で事業期間が

終了いたしますが、宮崎中小企業大賞として名

称を改め、引き続き県内中小企業の表彰を行う

ものであります。次に、２の県庁楠並木通り活

用型観光・物産振興事業であります。これは、

国の緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用しま

して、ＫＯＮＮＥ市、楠並樹コリドール、朝市

など、さまざまな活用がなされている県庁楠並

木通りについて、民間の知恵や工夫で新たな活

用策を講じることにより、より魅力あるエリア

として定番・定着化を図り、県産品の販路拡大

や観光振興に資するために実施するものであり

ます。

次に、239ページをごらんいただきたいと思い

ます。（事項）新産業・雇用創出推進事業費８

億2,944万円でございます。これは、中山間地域

における地域資源を活用した新産業及び雇用の

創出に要する経費でございます。本事業につき

ましては、２月補正時に債務負担行為をお願い

する際に、事業の詳細につきまして御説明いた

しておりますので、ここでは説明を省略させて

いただきます。

商工政策課の説明は以上でございます。

○森工業支援課長 工業支援課の平成22年度当

初予算につきまして、御説明をいたします。

22年度歳出予算説明資料の241ページをお開き

いただきたいと思います。工業支援課の平成22

年度当初予算額は13億9,496万6,000円となって

おります。平成21年度当初予算と比較いたしま

すと、１億1,730万9,000円の増額、率にして9.2

％の増となっております。

それでは、新規・重点事項など主なものにつ

きまして、御説明をいたします。243ページをお

開きください。まず、（事項）新事業・新分野

進出支援事業費２億7,813万8,000円でございま

す。説明欄１の財団法人宮崎県産業支援財団創

業支援等事業１億2,438万円は、創業支援や産学

官の研究開発などを推進しております産業支援

財団の運営管理に要する経費でございます。２

の新事業創出環境整備事業3,693万8,000円は、

県内中小企業の新事業創出や新分野進出を支援

するため、産業支援財団に総合相談窓口を設置

し、コーディネーターによる新商品開発、販路

拡大等への相談対応や専門家による指導助言な

どを行うものでございます。３のみやざき農商

工連携推進事業869万9,000円は、農商工連携推

進ネットワーク会議などの開催に要する経費、

あるいは各種支援制度のＰＲなどを行うもので

ございます。４の創業・新事業挑戦支援ファン

ド事業は１億円でございますが、新商品の開発

や新サービスの提供を行うなど、今後の成長性

が見込めるベンチャー企業に対して投資による

資金面からの支援を行うものでございます。５

のみやざき新ビジネス応援プラザ運営事業487

万6,000円は、すぐれた事業計画を持つ個人事業

家やベンチャー企業等のビジネス拠点として開

設をいたしましたビジネスインキュベーション

施設の運営に要する経費でございます。６の東

京フロンティアオフィス運営事業324万5,000円

は、首都圏における販路の確保・拡大を目指す

意欲ある県内中小企業の営業活動等を支援する

ため、県有施設を活用したオフィスの低料金貸

し出しを行うものでございます。

次に、（事項）産学官共同研究推進事業

費8,974万円でございます。244ページの１の産

学官ネットワーク形成・共同研究推進事業費に
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つきましては、後ほど委員会資料で御説明をい

たします。２の産学官共同研究開発事業化展開

強化事業378万8,000円は、これまで取り組んで

きました産学官連携による研究成果を全国規模

の展示会でＰＲすることにより、新技術・新製

品の事業化や販路開拓を促進するものでござい

ます。

次に、（事項）技術振興対策費3,514万6,000

円でございます。３の知的財産活用対策事

業1,174万4,000円は、特許流通アドバイザーな

どを設置いたしまして、中小企業が有する知的

財産の活用、流通促進や、県有知的財産の活用

を図ることなどにより、県内中小企業の技術力

向上を支援するものでございます。

次に、（事項）機械技術センター運営事業

費5,286万6,000円でございます。１の管理運営

委託費5,282万3,000円は、機械技術センターの

管理運営を指定管理者に委託し、県北機械金属

工業界の技術力向上のための研修及び技術指導

を行うものでございます。

次に、（事項）下請企業振興事業費5,293

万6,000円でございます。１の取引振興事業費補

助金は、産業支援財団を通じて県内中小企業へ

受発注情報の提供や、あっせん、指導、相談等

を実施し、取引拡大を促進するものでございま

す。

次に、（事項）工業振興対策費6,182万9,000

円でございます。次の245ページをお願いいたし

ます。３のみやざき企業力向上支援事業、６の

太陽電池関連産業集積促進事業、７の食品産業

活性化対策事業及び８の東九州連携医療関連産

業集積促進事業につきましては、後ほど委員会

資料で御説明させていただきます。

次に、（事項）鉱業資源対策費2,315万2,000

円でございます。これは、県内鉱業資源の開発

及び維持管理に要する経費でございます。

次に、（事項）工業技術センター総務管理費

１億7,846万5,000円でございます。これは、工

業技術センターの管理運営に要する経費でござ

います。

次に、（事項）工業技術研究開発費4,824

万8,000円でございます。これは、工業技術セン

ターの試験研究に要する経費でございます。

次に、246ページをお願いいたします。（事

項）食品開発センター研究開発費2,096万1,000

円でございます。これは、食品開発センターの

試験研究及び依頼試験等に要する経費でござい

ます。

続きまして、主な新規・重点事業の内容につ

きまして、常任委員会資料のほうで御説明をい

たします。10ページをお願いいたします。初め

に、産学官ネットワーク形成・共同研究推進事

業でございます。１の事業目的でございます

が、この事業は、バイオやＩＴなどの技術分野

ごとに産学官のネットワークを構築し、産学官

グループに対する研究開発支援等を行うことに

よりまして、大学等のすぐれた研究シーズの事

業化及び新産業の創出を促進するものでござい

ます。２の事業概要でございますが、（１）の

実用化プロジェクト創出促進事業は、本県に優

位性があるバイオ分野などを推進する①のみや

ざき産業クラスター推進協議会や、工業技術セ

ンター等を中心とした②の新産業創出研究会を

運営するほか、今回、新たに大学教官を中心と

したミニ研究会グループの形成を支援する③の

産学連携共同研究グループ育成事業を行うもの

でございます。また、④のプロジェクト・ディ

レクターの設置によりまして、研究シーズの発

掘や国などのプロジェクトへの提案を支援する

こととしております。さらに、（２）の研究開
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発支援事業によりまして、県内産学官の研究グ

ループが行う研究開発を支援することとしてお

ります。

次に、11ページでございます。みやざき企業

力向上支援事業でございます。１の事業目的で

ございますが、宮崎県工業会を通じまして、県

内のものづくり企業を総合的に支援するもので

ございます。２の事業の概要でございますが、

（１）（２）（３）（５）は、これまでも実施

している事業でございまして、現場管理等の研

修会やテクノフェアの開催などを行うものでご

ざいます。（４）の提案力向上支援事業は新規

でございまして、新たな顧客や新分野を開拓す

るため、自社の技術をどうＰＲしていくかな

ど、ものづくり企業の提案力を強化するため、

セミナー開催などを通じまして、また地元の金

融機関とも連携して提案力の向上を行うもので

ございます。

次に、12ページの太陽電池関連産業集積促進

事業でございます。１の事業目的でございます

が、県内中小企業の太陽電池関連産業への参入

促進や研究開発等を支援することにより、太陽

電池関連産業の一層の振興を図るものでござい

ます。２の事業概要でございますが、昨年10月

に産学官の参加で設立いたしました宮崎県太陽

電池関連産業振興協議会を中心に取り組むもの

でございます。（２）の①の企業参入支援事業

では、太陽電池関連メーカーの技術者等を招聘

しての研究会、展示会への出展や、工場の訪

問、商談会等を実施することとしております。

②の研究開発支援事業では、企業や大学、試験

研究機関等が取り組む太陽電池関連技術の研究

や、太陽電池を活用した製品等の開発を促進す

ることとしております。③の人材育成支援事業

では、宮崎大学などと連携し、理工系の学生や

企業の技術者等の専門性を持った高度な人材を

育成していくこととしております。

次に、13ページの食品産業活性化対策事業で

ございます。この事業は、豊富な農林水産物を

有する本県の優位性を生かすため、県内の食品

加工業者に対する総合的な支援策を講ずること

によりまして、本県農産物の高付加価値化や、

本県の主要な産業でございます食品産業の高度

化を図るものでございます。２の事業概要でご

ざいますが、（１）の加工食品高付加価値化事

業では、食品加工業者の実態調査を行いますと

ともに、加工技術の検討会、高度な加工技術の

開発や指導等を行うこととしております。（２)

の食品産業育成強化事業では、食品業界団体に

専門のコーディネーターを設置いたしまして、

巡回指導あるいはセミナー等を行うことにより

まして、食品業界の活性化を図ることとしてお

ります。（３）の食品企業事業拡大促進事業に

おきましては、県内の事業拡大に意欲的な企業

に対しまして、従業員の技術力向上などの人材

育成や商品のマーケティング活動など、ソフト

面の取り組みを支援することといたしておりま

す。

続きまして、14ページの東九州連携医療関連

産業集積促進事業でございます。１の事業目的

でございますが、東九州地域には、旭化成クラ

レメディカルなど世界的な血液浄化・血管医療

の医療機器メーカーが集積しております。そこ

で、宮崎県と大分県が連携をいたしまして、そ

の特徴を生かした構想を策定し、医療関連産業

のさらなる集積を促進し、地域の活性化を図る

ものでございます。２の事業の概要でございま

すが、（１）の構想研究会でございます。先般

の委員会でも御説明をさせていただきました

が、２月15日に研究会を設置したところであり
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ます。研究開発、人材育成、医療拠点整備等の

可能性を研究し、本年秋をめどに構想を策定す

ることとしております。（２）の構想推進会議

でございますが、構想策定後にこの会議を設置

いたしまして、構想の実現を推進するものでご

ざいます。（３）の構想に係る講演会等は、構

想の趣旨を県民等にＰＲし、官民一体となって

構想を推進するために講演会等を開催するもの

でございます。

工業支援課の説明は以上でございます。

○吉田商業支援課課長 商業支援課の平成22年

度当初予算について御説明申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料の商業支援課のイ

ンデックスのところ、249ページをお願いしま

す。商業支援課の22年度当初予算は６億5,366

万3,000円となっておりまして、平成21年度当初

と比較しますと、2,636万9,000円の増、率にし

て4.2％の増となっております。

それでは、新規・重点事業など主なものにつ

いて御説明申し上げます。251ページをお願いし

ます。（事項）中小商業活性化事業費1,746万円

でございます。主なものとしまして、２のまち

なか商業再生支援事業、これは、商店街を再生

するため、商店街等が地元団体等と連携・協働

して取り組む地域のまちづくりを支援するもの

でございます。

次に、（事項）地場産業総合振興対策費2,775

万円でございます。これは、地場産業の総合的

な振興を図るための経費でございますが、主な

事業としましては、252ページの５の伝統的工芸

品等後継者育成支援事業でございますが、これ

は、伝統的工芸品製造事業所等の後継者育成を

支援するものでございます。６の○新 工芸品振興

コーディネーター設置事業でございます。これ

は、物産貿易振興センターに工芸品に関する専

門家―コーディネーターと私どもは呼んでお

りますが―を雇用いたしまして、県内企業の

商品開発や販売、それから物産館等に展示する

場合のレイアウト等を助言することによりまし

て、本県の素材やわざを生かした工芸品の一層

の振興を図りたいと考えているところでござい

ます。

次に、（事項）運輸事業振興助成費１億8,998

万1,000円でございます。これは、運輸事業の交

通安全対策、環境保全対策及び従業員の研修等

を推進するなど、運輸事業の振興を図るため、

宮崎県バス協会及び宮崎県トラック協会に対し

て助成を行うものでございます。

次の（事項）中小企業ＩＴ化促進支援事業

費2,484万1,000円をお願いしております。これ

は、企業が必要としますＩＴ人材の育成・確保

を図るための経費でございまして、主なものと

しましては、２の経営ＩＴ化促進事業1,407

万9,000円でございます。これは、中小企業の従

業員等を対象とし、その企業のＩＴ化の研修を

実施するものでございます。３の○改 ＩＴ技術者

養成事業893万4,000円は、未就職者にＩＴ技術

を習得させるため、職場研修を含む４カ月間の

研修を実施する事業でございます。

次に、（事項）ＩＴ関連産業振興事業費1,488

万9,000円でございます。これは、ＩＴ関連産業

の振興を図るための経費でございます。２のコ

ールセンター人材養成事業606万1,000円は、コ

ールセンターへの就職を希望する人を対象とす

る就職支援研修に係る経費でございます。３の

○改 みやざきＩＴグレードアップ事業193万4,000

円でございますが、これは、後ほど詳細につい

て委員会資料で御説明をいたしたいと思ってお

ります。

次の253ページの（目）貿易振興費（事項）貿
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易促進費9,036万4,000円でございます。主な事

業としましては、１の海外交流駐在員設置事

業4,776万円でございます。これは、ソウル、上

海、台北に駐在員を派遣し、県内企業の海外と

の経済交流を支援するとともに、県産品の輸出

振興や観光・コンベンションの誘致等を促進す

るための事業でございます。５の○改 みやざき県

産品東アジア販路拡大総合推進事業2,4 5 6

万7,000円につきましては、これも後ほど委員会

資料で御説明させていただきたいと思います。

次に、（目）物産振興費（事項）県産品販路

拡大推進事業費１億7,675万2,000円でございま

す。主な事業としまして、１の販路拡大支援プ

ロジェクト事業5,878万7,000円でございます。

これは、宮崎県物産貿易振興センターに委託を

いたしまして、商談会や物産展の開催、商品の

開発・改良支援、研修、相談、新宿みやざき館

を活用いたしました情報の受発信の事業を行う

ことによりまして、県産品のＰＲ及び販路拡大

を図ろうとするものでございます。２の県産品

振興事業費9,137万7,000円は、新宿みやざき館

「ＫＯＮＮＥ」の施設維持管理費等でございま

す。６の売れる県産品開発トータルサポート事

業281万8,000円は、県産品を製造販売する県内

企業や団体等に対しまして、商品コンサルタン

トなどの専門家が商品開発やデザインに関する

総合的なアドバイスを行うことによりまして、

売れる県産品づくりを支援するものでございま

す。

それでは、委員会資料の15ページをお願いい

たします。みやざき県産品東アジア販路拡大総

合推進事業でございます。事業目的でございま

すが、昨年度策定いたしましたみやざき県産品

東アジア販路拡大戦略に基づき、今年度行いま

した事業に加えまして、新しい事業を入れまし

て、総合的な取り組みを行い、その事業の強化

充実を図るものでございます。事業内容としま

しては、３つに分かれております。（１）が東

アジアでの県産品の定番・定着化と販路の拡大

です。今年度実施したり、また実施予定の香

港、台湾、シンガポールにおきまして、百貨

店、スーパー等でみやざきフェアを開催し、海

外の卸小売業者を本県に招聘いたしまして、商

談会を開催したいと考えております。それか

ら、将来有望な市場と見込まれます中国上海市

のスーパーに新たな常設棚を設置するものでご

ざいます。（２）が県内企業の輸出力強化と輸

出環境の整備ということで、輸出促進セミナー

を開催いたしましたり、専門家による輸出向け

製品の生産・製造、パッケージデザインの指導

等を行うこととしております。また、香港の新

栄養成分表示制度、これは８項目ほど設定され

るんですが、それに対応する県内企業の取り組

みに対しまして財政支援を行うこととしており

ます。（３）が東アジアへの輸出拡大の支援と

いうことで、今年度設置しました輸出コーディ

ネーターの配置を引き続き行いますとともに、

商業支援課に中国国際交流員を配置いたしまし

て、海外フェアの各種事業や商談会の開催など

を効果的に実施し、東アジアへの輸出拡大の支

援を図りたいと考えております。

16ページをお願いいたします。みやざきＩＴ

グレードアップ事業でございます。事業目的と

しましては、ＩＴ産業は非常に重要でございま

すので、ＩＴフェアを開催することによりまし

て、中小企業等のＩＴ化を促進するとともに、

ＩＴ産業の活性化を図るということで、県内で

ＩＴフェアをやるのは初めてということになっ

ております。事業内容としましては、関係団体

―情報産業協会や工業会を考えておりますが
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―と連携いたしまして、ＩＴフェアを２日間

開催するものでございます。２日間の予定は、

１日目の午後にセミナー、２日目の午前午後で

セミナーを２回ということで、①のＩＴセミナ

ーが３回、それからＩＴ企業が展示ブースを設

置して自分ところの企業の展示紹介を行うもの

が②でございます。③がプレゼンコーナーとい

いまして、ＩＴ企業がやっている事業をプレゼ

ンするコーナーを設置するということでござい

ます。④が商談スペースを設置するということ

で、これは２日間とも設置したいと考えており

ます。⑤ですけれども、ＩＴ化を目指す中小企

業に対して無料相談を実施したいというふうに

考えております。

商業支援課からは以上でございます。

○安田経営金融課長 経営金融課の当初予算に

ついて御説明をいたします。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料の経営

金融課のインデックスのところ、255ページをお

願いいたします。経営金融課の平成22年度当初

予算は369億9,704万2,000円となっております。

うち一般会計は363億9,002万円で、平成21年度

当初予算と比較しまして、24億9,105万2,000円

の増、率として7.3％の増となっております。ま

た、特別会計は６億702万2,000円で、平成21年

度当初予算と比較しまして、７億7,518万4,000

円の減となっております。

257ページをお開きください。一般会計の新規

・重点事業等の主なものについて御説明をいた

します。初めに、（事項）中小企業金融対策

費323億8,860万6,000円であります。説明欄１の

中小企業融資制度貸付金でありますが、これ

は、県中小企業融資制度の貸付金原資となるも

のであります。後ほど委員会資料で御説明させ

ていただきます。次に、２の中小企業金融円滑

化補助金でありますが、これは、中小企業者の

保証料負担を軽減するために、県信用保証協会

に対し保証料の補助を行うものであります。次

に、３の信用保証協会損失補償金であります

が、これは、中小企業金融の円滑化を促進する

ため、代位弁済等が生じた場合に国の信用保険

等で補てんされないものについて保証協会の損

失の一部を補償するものでございます。

次に、（事項）貸金業対策費842万円でありま

す。これは、消費者金融相談所の運営費、及び

弁護士によります多重債務等の専門相談を実施

することに要する経費であります。

次のページをお開きください。（事項）中小

企業等支援ファンド貸付事業20億円でありま

す。これは、平成15年９月に設立されました宮

崎県中小企業等支援ファンドに出資しています

宮崎県産業支援財団に対しまして、単年度貸し

付けとして出資額と同額を貸し付けているもの

であります。

次に、（事項）小規模企業者等設備導入事業

推進費6,683万円であります。これは、県が直

接、中小企業者等に融資します高度化資金貸付

事業、あるいは産業支援財団が実施しておりま

す小規模企業者等設備導入事業に要する経費で

あります。

次に、（事項）組織化指導費３億6,8 3 9

万3,000円であります。説明欄１の中小企業団体

中央会等補助金についてでありますが、中小企

業団体中央会は、中小企業者が共同で事業を行

うための組合設立あるいはその運営などを支援

いたしておりますが、この中央会の運営費を補

助するものであります。３の宮崎県火災共済協

同組合体質強化貸付金についてであります。こ

れは、宮崎県火災共済協同組合の資金運用の円

滑化を図るため、その運営資金として単年度貸
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し付けとして貸し付けをしているものでござい

ます。

次に、（事項）小規模事業対策費14億1,326

万4,000円であります。説明欄１の小規模事業経

営支援事業費補助金でありますが、これは、商

工会議所、商工会等の経営指導員等の人件費、

及び経営指導あるいは経営相談等に要する経費

の助成でございます。３の建設産業等地域力連

携強化事業につきましては、後ほど委員会資料

で御説明をいたします。次のページの５の○新

第42回商工会議所女性会連合会全国大会であり

ますが、これは、本年10月に開催が予定されて

おります商工会議所女性会連合会の全国大会の

開催に要する経費の一部を助成するものでござ

います。

次に、（事項）商工青年事業者育成事業費807

万7,000円であります。説明欄２のみやざき次世

代経営者育成支援事業でありますが、これは、

次代を担う若手経営者等を対象に、企業経営者

として必要な専門的な知識の習得を図るための

多様な講座を開設するために要する経費でござ

います。

以上が一般会計でございます。

次のページをお開きください。小規模企業者

等設備導入資金特別会計でございます。初め

に、（事項）小規模企業者等設備導入事業助成

費４億5,622万4,000円であります。説明欄１の

（１）高度化資金貸付金は、中小企業等が共同

で行う事業に対して長期低利の融資を行うもの

であります。次に、（２）小規模企業者等設備

導入資金貸付金は、宮崎県産業支援財団が行い

ます小規模企業者等への設備資金貸し付けに対

しまして、その原資を貸し付けるものでござい

ます。次に、２の一般会計への繰出金について

は、高度化資金の貸付先からの償還金のうち、

県分を一般会計に繰り出すものでございます。

次に、（事項）公債費１億5,079万8,000円に

つきましては、高度化資金の償還金のうち、中

小企業基盤整備機構分を機構に償還するもので

ございます。なお、この特別会計につきまして

は、定例県議会提出議案にもございますけれど

も、重複いたしますので、この説明でかえさせ

ていただきます。

次に、委員会資料の17ページをお願いいたし

ます。中小企業融資制度貸付金についてでござ

います。１の事業目的にございますが、中小企

業の活性化と経営の安定化を促進するため、セ

ーフティネット貸し付けなど必要な融資枠を確

保いたしますとともに、新事業挑戦あるいは再

生支援の資金の保証料の軽減等を行いまして、

中小企業金融の一層の円滑化を図るものでござ

います。２の新事業挑戦・再生支援資金の融資

対象の拡大及び保証料の軽減についてでござい

ます。県中小企業融資制度におきましては、セ

ーフティネット貸し付けや経済変動・災害対策

貸し付けなど13種類の貸し付けを行っておりま

すけれども、平成22年度は、下の表の４つの貸

し付けにつきまして、融資対象の拡大あるいは

保証料の軽減等を行うものでございます。ま

ず、新事業挑戦資金の２つの貸し付けの融資対

象につきまして、農商工等連携事業計画認定企

業、あるいは太陽光発電等を導入する企業を融

資対象に加えるとともに、保証料につきまして

も0.65％まで引き下げるものでございます。ま

た、次の再生支援資金の２つの貸し付けにつき

ましては、融資限度額の拡大や保証料の引き下

げなどを行うものでございます。３の新規融資

枠につきましては、新年度全体で451億円を確保

しているところでございます。主な貸し付けに

つきましては、ごらんのとおりでございます。
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４の事業費につきましては、制度全体を実施す

るための原資といたしまして319億8,219万1,000

円、融資枠といたしましては、３で説明いたし

ました新規融資枠451億円に今年度までに融資を

行った貸し付けの残高分617億円を加えまして、

合計で過去最高の1,068億円余の融資枠を確保し

たところでございます。

次に、18ページをお願いいたします。建設産

業等地域力連携強化事業でございます。１の事

業目的でありますが、県内14カ所の商工会議所

等に経営支援チームを設置いたしまして、中小

企業の円滑な資金確保、事業再生などのニーズ

に的確に対応するとともに、国の中小企業経営

支援体制連携強化事業も活用いたしまして、経

営力の向上や新事業展開等のニーズにつきまし

ても、ワンストップで支援できる体制を整備す

るものでございます。２の事業概要であります

が、図をごらんいただきますと、図の上段は国

が直接行います事業でありまして、県内に中小

企業応援センターを設置し、新事業展開等の先

進的な経営支援を行うこととなっております。

一方、下の段の図でありますけれども、経営支

援チームを県内すべての商工会議所あるいは商

工会の経営支援センターなど14カ所に設置いた

しまして、どちらかといいますと国の事業の対

象にならない分野、例えば苦戦する中小企業の

円滑な資金確保への支援、あるいは事業再生へ

の支援を図ることで中小企業の経営基盤の強化

を促すことといたしております。３の事業費で

ありますが、経営支援チームの運営費あるいは

専門家派遣の経費等3,468万8,000円を計上いた

しております。

主な新規・重点事業は以上でございます。

次に、同じ委員会資料の１ページをお願いい

たします。債務負担行為の追加で２件ございま

す。まず、平成22年度設備貸与機関損失補償で

ありますが、これは、産業支援財団が実施しま

す設備資金貸付事業において企業の倒産等が生

じた場合に財団が受ける損失の補償を行うもの

でございます。２番目は平成22年度中小企業融

資制度損失補償でありまして、これは、中小企

業融資制度におきまして信用保証協会が代位弁

済を行った場合に、保証協会が受ける損失の一

部を補償するものでございます。なお、期間、

限度額はそれぞれ記載のとおりであります。

経営金融課については以上でございます。

○山口企業立地推進局次長 企業立地推進局の

平成22年度当初予算について御説明をいたしま

す。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料の企業

立地推進局のインデックスのところ、269ページ

をお開きいただきたいと思います。まず、企業

立地推進局の平成22年度当初予算額は85億6,779

万6,000円となっております。平成21年度当初予

算額と比較いたしますと、30億6,109万3,000円

の増、率にいたしまして155.6％となっておりま

す。増額の主なものは、後ほど御説明をいたし

ます○新 宮崎フリーウェイ工業団地管理事業の33

億2,729万6,000円であります。

それでは、主な事業について御説明をいたし

ます。271ページをお開きください。まず、（事

項）企業立地基盤整備等対策費78億7,4 0 2

万9,000円でございます。これは、工業団地など

企業立地の促進を図るために必要な基盤の整備

等に要する経費でございます。説明欄２の広域

拠点工業団地整備促進事業32億円につきまして

は、大規模な工業団地の整備を行う市町村に対

しまして、造成費用に係る資金の貸し付けや工

業用水施設等の基盤整備事業などに対する補助

金など県が一定の支援を行いまして、大型工業
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団地の整備を促進する経費となっております。

４の宮崎フリーウェイ工業団地企業誘致促進事

業13億3,626万3,000円は、当該工業団地の分譲

価格を抑制するため、事業主体でございます宮

崎県土地開発公社に対しまして造成経費の一部

を無利子で貸し付ける経費等でございます。５

の○新 宮崎フリーウェイ工業団地管理事業につき

ましては、後ほど常任委員会資料で御説明をさ

せていただきます。

次に、（事項）企業誘致活動対策費3,439

万3,000円でございます。これは、企業立地の実

現を図るため、市町村等と連携をして実施いた

しております企業誘致活動に要する経費でござ

います。３の（２）企業誘致専門員設置事業655

万9,000円は、東京など県外に配置した５名の企

業誘致コーディネーターが専門知識や人脈を生

かしまして、重点的な企業誘致を行うものでご

ざいます。

続きまして、272ページをお開きください。

（事項）立地企業フォローアップ等対策費５

億6,846万5,000円でございます。これは、立地

企業の県内定着及び県内での事業拡大を促進す

るため、立地企業を対象に行うフォローアップ

活動等に要する経費でございます。１の立地企

業フォローアップ対策強化事業267万4,000円に

つきましては、既存立地企業の本社、親会社、

県内事業所等を訪問いたしまして、企業ニーズ

等を把握し、事業拡大の働きかけ等を行うもの

でございます。２の企業立地促進補助金５

億6,579万1,000円は、誘致を認定しました企業

を対象に、その進出に係る費用や投資の実績を

確認いたしまして、一定の補助を行うものでご

ざいます。

次に、主な新規・重点事業の内容について御

説明をいたします。○新 宮崎フリーウェイ工業団

地管理事業でございます。商工建設常任委員会

資料の23ページをお開きいただきたいと思いま

す。このページにおきまして、宮崎フリーウェ

イ工業団地に係る県と公社の関係、及びその役

割についてまとめてございますので、まずこの

資料に基づいて説明をさせていただきます。

当団地は、西諸県市町村からの要請、陳情を

受けまして、県が土地開発公社に要請をし、公

社が平成５年から取得造成事業を開始、平成11

年に完成したものでございます。事業主体及び

現在の団地の所有は土地開発公社でございま

す。事業費は約35億円であり、その経費につき

ましては、県から無利子で貸し付けを行ってお

ります。平成11年から分譲を開始しております

が、その際、県は企業誘致を行い、公社は所有

・管理と分譲手続を行うと、その役割を分担し

たところであります。

次に、この土地につきましては、公社は取得

造成経費35億円を分譲面積28.5ヘクタールで割

り戻しまして、平米当たり１万2,000円で企業に

分譲をいたしております。県から公社への貸し

付けにつきましては、一件一件分譲されるごと

に県に返済されることになっております。現在

までに約２億円が県に返済されまして、約33億

円が残額となっております。

次に、今回お願いをしております予算につい

てでございます。これまで県と一体となって分

譲等を実施してまいりました土地開発公社が平

成22年度中に解散する予定でありますことか

ら、団地の所有権を県に移転するための手続を

行うものであります。先ほど申し上げましたよ

うに、県の要請で造成した団地でありますの

で、取得造成経費の残額33億円につきまして

は、県の責任として公社にお支払いをし、県が

公社に貸し付けた額につきましては、公社から
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全額返済をしていただくこととしております。

なお、フリーウェイ工業団地が県の所有と

なった後、購入後につきましては、県の管理下

での新たなスタートということになりますの

で、改めて企業誘致の戦略等を練り直す必要が

あると考えております。その際、分譲価格の設

定を含め、企業立地をより促進するための新た

な方法について検討することとしております。

分譲価格の設定に当たりましては、判断基準の

一つとして不動産鑑定を実施いたしますととも

に、鹿児島県や熊本県などの隣県や県内の近隣

の工業団地等の取引事例、またこれまでの企業

との交渉等を総合的に勘案しながら、決定して

まいりたいと考えております。

常任委員会資料の22ページをごらんいただき

たいと思います。まず、１の事業目的について

でございます。ただいま御説明を申し上げまし

たとおり、県からの要請に基づき、公社が取得

造成を行ったものであり、県、公社、地元高原

町を初めとする西諸地域の市町村間で締結して

おります協定書の中におきましても、公社解散

時において未分譲の用地がある場合は県が所有

・管理を行うということを定めておりますこと

から、今回、県が購入するための予算を計上す

るものでございます。次に、２の事業概要でご

ざいますが、面積につきましては27万7,274.6平

方メートルで、積算単価につきましては、平米

当たり１万2,000円といたしております。次に、

３の事業費についてでございますが、積算単価

に面積を乗じまして、33億2,729万6,000円を計

上いたしております。４の事業効果でございま

すが、県が宮崎フリーウェイ工業団地を買収

し、所有することによりまして、引き続き、同

団地の適切な管理が実施できるものと考えてお

ります。なお、今後のスケジュールについてで

ございますが、６月議会におきまして、財産の

取得及び公社解散の承認につきましてお願いを

する予定といたしております。

説明は以上でございます。

○宮原委員長 執行部の説明が終了しました。

委員の皆様からの質疑はございませんか。

○野辺委員 説明の記憶に新しいところを

ちょっとお聞きしたいのでありますが、今回、

フリーウェイ工業団地を県が買い戻すわけです

が、それと同等の広域拠点工業団地整備促進事

業を一方で計画して、市町村がどこかがやると

いうことでしょうけれども、市町村からそうい

う要望が上がってきているんですか。

○山口企業立地推進局次長 この事業は今年度

から実施をしている事業でございますが、要望

が２市から出ております。日向市と都城市でご

ざいます。どちらも、造成に当たっての基盤調

査事業ということで交付決定を本年度させてい

ただいたところでございます。

○野辺委員 ということは、本年度事業で市町

村に貸し付けを実現するということですか。

○山口企業立地推進局次長 前回の委員会で補

正のところで若干御説明をさせていただきまし

た。この２市につきましては、補正予算で市の

ほうも対応させていただくということで、事業

が若干来年度に繰り越すものですから、明許繰

り越しということで御説明をさせていただいて

おります。調査事業を来年度にかけて実施する

ということでございます。

○野辺委員 わかりました。フリーウェイ工業

団地の企業誘致促進事業の13億余、これをもう

一度説明していただけませんか。

○山口企業立地推進局次長 この金額につきま

しては、大きくは土地開発公社に対する土地の

短期貸付金になっております。といいますの
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は、当初、団地を造成する際に34億7,000万ほど

貸し付けを行っておりますが、売り上げ２億円

を返済されまして、まだ貸し付けが残っており

ます。公社に対しましては、長期の貸付金とい

うことで19億5,900万円を既に貸し付けしており

ますが、毎年度、短期貸付金ということで無利

子で公社に貸し付けを行っている、その貸付金

でございます。

○野辺委員 フリーウェイ工業団地を私は見た

ことはないんですけれども、委員の皆さん半分

ぐらい見ていらっしゃらないようですが、２カ

所ほど企業が立地しているんですね。全体的な

中で、２カ所は中央部のほうに入るんですか。

○山口企業立地推進局次長 フリーウェイ工業

団地は、全体で分譲面積が28.5ヘクタールござ

います。現在、２社が進出していただいている

わけでございますが、中央部分ではございませ

んで、若干中央から離れたところの２カ所、0.2

ヘクタールと0.6ヘクタール、１カ所は食料品の

加工―カット野菜、そしてメッキ工場、この

２社が立地をしております。６区画がございま

すけれども、大きな１・２・３区画については

分譲がまだされていないという状況でございま

す。

○野辺委員 公社が今まで努力してこられたわ

けですが、県が引き取ってもやはり状況は一緒

だと思うんです。なかなか厳しいと思うんで

す。したがって、先ほど言いました広域拠点、

今後そういうのもあるわけですから、一括して

大きな企業に買っていただくという方法が一番

いいと思うんです。少しずつ売っておっては解

決にならんと思うんですが、県の今後の見通し

といいますか、特別にそういうのはありません

か。

○山口企業立地推進局次長 図面につきまして

は、今、パンフレットを回させていただいてお

りますので、またごらんいただきたいと思いま

す。大型の案件をということでございますが、

この団地につきましては、周りに農産品、畜産

品関係の生産が非常に多いということで、製造

業といたしましては、食品あるいは食品加工、

そして物流関係、そういった企業をメーンにい

ろいろ誘致活動を進めております。これまで接

触した企業につきまして考えますと、やはりそ

ういった大型の卸施設といいますか、倉庫保管

施設、そういった企業と接触を何社かしてきて

おります。食品加工関連の施設についても、あ

る程度の面積を持った企業に接触してまいりま

したが、一昨年来の経済不況等もございまし

て、まだ結果をいただいていない企業もござい

ますし、あきらめて進出しないという企業もご

ざいます。私どもも、できれば１区画、大きい

区画ごとに立地していただくのがベストだとい

うことで、誘致活動を進めてまいりました。接

触もしておるんですが、今申し上げたような状

況で、現実的には２社の誘致にとどまっている

という状況でございます。ただ、現在も接触中

の企業がございますので、一社でも早く立地し

ていただきますように努力していきたいという

ふうに考えております。以上でございます。

○野辺委員 企業立地促進補助金等を流すとい

う状況の中で、ある程度まとまった買い手を探

していただきたいと思っております。ほかにあ

りますが、後ほど。

○井上委員 先ほどから話の出ている広域拠点

工業団地整備促進事業、これをもう一度丁寧に

説明していただけますか。

○山口企業立地推進局次長 広域拠点工業団地

整備促進事業でございますが、まず事業の目的

といいますのは、現在県内には、造成も済んで
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おりまして、すぐに販売できるような団地が73

団地ほどございますが、中でも、20ヘクタール

を超えて企業を誘致できるような広さの団地と

いうのが非常に不足しております。残っている

のはフリーウェイの28.5ヘクタールぐらいのも

のでございます。今、非常に景気が厳しい状況

でございますけれども、今後、景気が回復して

くる場合に備えまして、ある程度、20ヘクター

ル以上の規模の団地を整備していきたいという

ことでございます。その際、こういった団地を

整備する意向のある市町村に対しまして、予算

的にもお金がかかるものですから、貸付金とい

たしまして、５年間無利子で30億円を貸し付け

いたしますというのが貸付金の事業でございま

す。それ以外に補助金として２億円準備してご

ざいますが、造成をする前にいろんな調査がご

ざいます。例えば、地耐力調査、地質調査など

の基盤調査、そして工業用水施設あるいは電力

施設の基盤整備を実施する、そういった事業に

対しまして２分の１の補助を市町村に対して行

うという事業でございます。こういった事業を

進めることで、団地造成を希望する市町村の早

期の団地整備が図られるのではないかというふ

うに考えております。

○井上委員 それが具体的に先ほど出た日向市

と都城市ですね。日向市と都城市についても、

宮崎のフリーウェイ工業団地もそうなんです

が、市町村からの陳情と要望でこういうふうに

やってきたというのがあるんですが、日向と都

城についても、見通しが非常にあってこういう

投資をしているということですか。

○山口企業立地推進局次長 都城市につきまし

ては、都城市の掲げていますサブシティ構想の

一環ということで都城インター工業団地という

ものを、全体面積は18.2ヘクタールになります

けれども、そこを整備したいと。中身として

は、バイオ関係あるいは電子精密関係の企業の

誘致を図りたいというふうに聞いております。

日向市につきましては、細島の工業団地がござ

いましたけれども、あそこも旭化成の未活用地

が大分ございましたが、その活用もある程度見

通しが立ってきまして、そういった団地が日向

市内にないということで、今度は内陸型の企業

等の誘致を図りたいというようなことで、改め

て西川内地区に20ヘクタールほどの団地整備を

したいということで考えているようでございま

す。

○井上委員 これは予想だけれども、フリー

ウェイ工業団地のほうはインターが近いという

こともあって、非常に効果的な工業団地になる

のではないかということで、これほどの投資が

されてきたと思うんですね。都城のサブシティ

構想も大体こういうイメージかなというのがわ

かりますね。もう一つ、日向のほうもわからな

くもないわけです。では、細島港との関係はど

うするのかというのが、総体的に物流との関

係、そういうものがきちんと頭に入って―た

だ団地を造成すればいいというだけではないと

思うんです。全体的な細島港の位置づけとそれ

がきちんとリンクしているのかどうかです。市

が要請し陳情すれば、これに対して県はただ単

にこたえるのかというのがよくわからないんで

すが、そのあたりはどうなんですか。

○山口企業立地推進局次長 細島港の整備と細

島港の活用ということでございますけれども、

御案内のとおり、昭和シェルソーラーが立地を

いたしまして、平成19年にお話が出ましたけれ

ども、中国木材の立地もこれから予定されてお

ります。そういったことで、旭化成関係の物流

もございますので、細島港は今、整備を急いで
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いるところでございますが、日向市につきまし

ては、細島港、港湾が近いということ、それと

高速道が平成28年までには北九州まで整備され

るということで、場所的には、企業が立地しま

すと細島港を十分活用されるのではないかとい

うふうに考えております。また、都城につきま

しても、近くには志布志等ございますけれど

も、業種等によっては、高速道整備が進めば細

島港も十分活用されるのではないかというふう

に考えております。

○坂口委員 当たるも八卦当たらぬも八卦じゃ

ないけれども、当時はあそこは必要だったと思

うんです。フリーウェイですけれども、地元の

熱意で同じような条件が、田野も清武も高速絡

みなら当然地元もあった。町の長期的な考え方

の中で、そういった大規模造成をやろうと判断

したか、やらないと判断したかという市町村の

判断というものがあったと思うんです。流れと

して、やはり本県も企業誘致というのは最優先

すべき課題ということで、たまたまあそこに

なって、結果としてこういうことになったとい

うのは一つあると思うんです。ただその一方で

は、キヤノンなんかに対しての働きかけにせよ

何にせよ、即行く場所があれば行くよというも

のを場所が確保できずに誘致できなかった、じ

だんだ踏んだというのも過去たくさん経験があ

る中で、今回、雇用の確保ということで37の事

業を展開しながら、トータルで100億投資してい

くわけですね。結果として成功しなければなら

ないけれども、僕は、この事業は積極的に進め

ていって―今の産業というのは合理化をして

いく、資本の統合とか合併というものを一方で

はやりながら、とにかく集団移転、あるいは新

たな産業が今後どこにシフトしていくかわから

んわけですけれども、新たな産業を興していか

ないといけないということは事実で、そういっ

たときに即立地できるような場所の確保という

のはやっぱり必要じゃないかなと思うんです。

この教訓を生かしながら、市町村の意向という

のは徹底して吸い上げていって、協力できるも

のにはやっていく。それと、今言われたよう

に、井上委員は、国の考え方での細島港の位置

づけというものとリンクされたのかもわからん

けれども、やっぱり工業港として徹底整備して

重点投資していくべき港、地域に産業を興すべ

き港で、ずっと前のいろんな構想がありました

けれども、新産業何とか指定ですか、それに始

まって、ずっとある意味では国に期待を裏切ら

れながらも夢をあそこに投資してきているわけ

です。だから、僕はこれは積極的に進めるべき

だと。たまたまあれが田野あたりだったら成功

していたかもわからないし、それは結果論だと

思うんです。では、田野で仮に成功しておれば

高原はだめだったのかということですね。で

も、やらなければどうだったのかというのが一

つ。

一方では、例えば野辺委員がおられますけれ

ども、お茶が今、大変な目に遭っていますね。

西諸地域というのは県内でも３番目ぐらいの茶

の産地なんです。ところが、西諸ではお茶畑か

らほかの作物への転換を茶関係者が考えてい

て、お茶から撤退かなというような考え方が今

の時点では一番進んでいる茶の産地でもあるん

です。あの広大な面積があいたときに、果たし

てあそこが生きてこないかというと、これもわ

からない。だから、結果に結びつけるべき努力

を徹底してやっていくということと、市町村が

ここまで、ない金を絞りながらもやっていこう

ということには、徹底して県としても連携して

支援していくべきじゃないかなと考えるんです
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けれども、部長、どうですか。今まで幾つかそ

ういう事例、残念ながら座布団がない、逃して

しまったという事例とかもあるんじゃないかな

と。誘致というものが今後どういう方向に向い

ていくのかなと、そこらはどんなぐあいに見通

しておられますか。

○渡邊商工観光労働部長 先般の委員会で徳重

委員がおっしゃったことにも通ずるわけでござ

いますけれども、フリーウェイ工業団地の状況

というのは、日向市、都城市もよくわかってい

ます。なぜ誘致が進まないのか、それは僕らも

両市との議論の中で十分やっているわけでござ

います。それともう一つは物流の有利点、特に

日向はそうですね。これは当然だれが見てもわ

かるわけでございますし、もう一つは、都城に

ついて、日本を代表する農畜産地域なわけで

す。そういう中で、星原委員からも本会議であ

りましたように、食品産業の振興というのは大

きな一つのキーワードになる。そういうものを

中心に、企業誘致、事業拡大、工業立地をした

いという都城地域の並々ならぬ熱意といいます

か、そういうものはあります。日向は日向で、

御案内のとおり、東郷メディキットとか、いろ

いろ医療産業、先ほど新規事業で説明しました

東九州のいろんな医療産業が集積しております

ので、そういうものを拡大できないかとか、い

ろんな事業展開の夢を持っています。我々とし

ては、その夢をできるだけかなえたい。それ

と、フリーウェイ工業団地の立地についても、

なぜ進まなかったのか、そのあたりを分析しな

がら、今いろんな検討もやっているというこ

と、それが一つです。

それからもう一つは、今、坂口委員がおっ

しゃいましたように、今の企業立地は非常にス

ピード感を求めています。スピード感のある立

地ですね。大手がぱっと入るときに、それがあ

ると他県との競争で非常に優位性があるという

ことです。どこでもつくるというわけにはいき

ません。やっぱり物流の立地点、あるいは従業

員の住環境から見た優位性、そういう観点から

僕らも市町村と話しながら、一番適地に立地を

進めていく。そして、企業のスピード感に対応

するようなやり方というのを今後の施策として

考えなきゃいけないと思っていまして、そうい

う意味で、この事業というのは、あくまでも市

町村に主体性を持たせながら、我々が応援して

いくという形でございます。市町村の熱意、そ

のあたりを我々は受けてやっていく必要がある

ということで、こういう事業を構築していると

いうことでございます。以上です。

○星原委員 私も、フリーウェイ工業団地の関

連でちょっと思うんですが、この分譲の経緯と

いうのを見ますと、この計画があったのは平成

３年ですか。５年から造成してこうやってきた

わけなんですが、今後もこういう団地の造成と

企業誘致の問題というのは出てくると思うんで

す。これだけの大規模なところに控えている人

的といいますか、企業を呼んでくるときに、西

諸地域の人材、働く人たちがどの世代がどれぐ

らい将来的にいるものなのか、平成３年から

約20年近くだと、ゼロ歳児が20歳ぐらいになっ

てきて、今の状況になってくるわけですね。こ

れからも企業誘致していくことになったとき

に、西諸地域の８万前後の人口の中で、ではど

れだけの人がこの企業団地で働くのか、そうい

う人的なものがどれだけあるのかというのも一

つあると思うんです。そこに素材は何があっ

て、どういったものを使った企業を誘致してく

るのかというのがあると思うんです。ただ、ど

こかがあるからつくっておくだけじゃなくて、



- 21 -

県北、県央、県南、どういう方向性で団地造成

をやっていくかということを考えていかないと

―確かに造成地がないと、ぱっと来るかもわ

からん。ぱっと来るときでも、こういう下請な

ら下請産業、工業関係がありますよとか、農業

関係がありますよ、何がありますよ、持ってい

ますよという、そういうものとマッチしない

と、ではすぐ行きましょうということにならん

のじゃないかと思うんです。そういう市町村の

熱意もわかるんですが、県としては、この地域

にはこういう企業を連れてくれば、こういう素

材がある、人材がある、いろんなものがある、

そういったものをちゃんとつかみながら準備し

ていかないといけない、それが一つと、将来ど

ういう産業が日本の中で伸びてくる、あるいは

地方に進出してくる、そういったものまで考え

てやっていかないといけないと思うんです。そ

ういう考えができるのは―市町村は担当課で

も何人かしかいないんです。そうすると、分析

とか資料収集とか、いろんなものは難しいと思

うんです。宮崎県にどういった企業を持ってく

る、あるいはどういう働き手がいるからどうし

ようかというのを県で分析したりして、市町村

から企業団地をつくりたいと来たときに、あな

たのところはこういう形でないと厳しいかもし

れませんよとか、あるいは面積的にもこれぐら

いからスタートしておかないとそれだけの人材

がおりますかとか、そういう相談に乗りなが

ら、県と共同作業の中でどうしていくかという

ことを詰めていくと。今まではこういうことで

平成11年にでき上がって、約10年以上たって２

工場しかフリーウェイはできていないわけです

から、これから10年間でどうやったらあそこを

埋められるかという、将来に向けての知恵とい

うか、考え方をどういうふうに持っていくか。

宮崎県にある素材というと、先ほど部長が言わ

れた農畜産関係だと、加工場、そういったもの

がつくれないか、やっぱりそういうことまで広

げながらいかないとなかなか厳しいのかなとい

うふうに思うんです。そうすると、人材育成の

ほうも、宮崎県には大学を卒業してどういう人

材が帰ってくるかとか、そういったものまです

べての部分で英知を絞らんと、単純に、ありま

すよだけでいくのかなというふうに思うもので

すから、要するに、今後、人的なもの、素材的

なものはどういったものがある、将来はどうい

う企業がと、そういうものを分析して、そして

団地を埋めていく方向性を見つけていくべき

じゃないかなというふうに思うんですが、どの

ように今考えておられるんですか。

○渡邊商工観光労働部長 今、星原委員がおっ

しゃったとおりでございまして、我々としても

企業立地の戦略については、つくっているんで

す。２年前につくりまして、それに基づいて今

やっています。これには地域的な特徴も出しな

がら、あるいは業種もどういう形がいいのかと

いうふうに出しているんです。そのあたりはこ

の間、12月の委員会か、９月の委員会かで御説

明したと思います。ただ、印象が余りないとい

うのは、特徴をもうちょっと際立たせた誘致戦

略といいますか、星原委員がおっしゃいまし

た、そういう形での誘致戦略というのをやっぱ

りつくらなきゃいかんと。フリーウェイ工業団

地については県の所有に移りますので、特に西

諸地域の特徴を生かした新たな企業戦略、先ほ

ど次長のほうで新たに戦略を練り直すと言いま

したけれど、知事のほうも本会議で申し上げま

した。これを早急に練り直しまして、総合的に

いろんな展開を考えていきたいと我々も思って

います。それと、おっしゃいましたように、県
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北、県南、県西、いろいろ特徴があるわけでご

ざいますので、そのあたりを生かした企業立地

戦略をもう少し明確に、外向きにもわかりやす

いように策定していくという形も今後必要だと

思っていますので、そのあたりを取り組ませて

いただきたいと思っています。

○星原委員 ぜひそういう形で進めていってい

ただきたいし、この間の補正の説明のときに、

トヨタに商談会に行かれて宮崎県内にいろんな

ものがあったということでありますから、農産

物でも、自動車関連でも、あるいは電機関係で

も、技術力の部分がどの程度まであって、将来

的に企業を誘致しようとすればどういう分野を

伸ばしていかなくちゃいけないか。学校でもそ

うだと思うんです。高校とかあるいはそういっ

たところで工業系の分野、そういうところでも

将来に向けて連携が、場合によっては、とれる

ような、何かそういう方向まで考えてやってい

かないと、10年先が今と同じことではもちろん

ないとは思うんですが、そういうことにならな

いようにぜひ努力願いたいなというふうに思い

ます。

○坂口委員 関連してですけれども、そういっ

た県、市町村の情報収集機関とか調査依頼機関

的なもので経産省の外郭なんかで幾つかあると

思うんです。商業支援課でジェトロのデスク設

置か何か、ジェトロあたりとどんな関連がある

のかなと思うんですけれども、とりわけ企業誘

致なんかに関する何とか機構、それに負担金な

んかも出していますね。今、市町村には確かに

スタッフが少ないんですけれども、そこらとの

連携で、かなりしっかりした情報なんかを町の

考え方によっては持っていると思うんです。ど

ういう事業が今、活用されているかという成果

も含めて説明していただけると……。

○矢野企業立地推進推進局長 各地域で企業立

地促進の協議会をつくっています。今、委員か

ら言われた日本立地センターから毎年、講師で

来てもらいます。私ども、コーディネーターが

おりますけれども、コーディネーター５名も一

緒に入りまして、各県外事務所も入って意見交

換をしまして、次の方針をどういうぐあいに立

てるかというようなことを考えているところで

す。そういう中で、例えば海外の企業、国内の

企業の動きがあるんですが、日本の企業はいい

技術を持っているんですが、中国とか、アジア

にもちろん出て行きます。先端技術だけは日本

でつくって、部品だけ出す―例えばサムス

ン、交流があるんですが、このあたりは日本と

１兆円ぐらいの取引額を持っていますけれど

も、６割か７割は日本からの輸入です。それを

韓国もしくは買い取ったところで製品をつくっ

て売っているというようなことをやっているん

ですが、そういうぐあいに先端企業としてマザ

ー工場を日本に置きたいという企業は国内には

あります。そういうのをねらって工業団地とか

を考えていこうということでございます。

私ども、戦略としまして、先ほどからいろい

ろお話がありますが、今、フリーウェイのほ

か、宮崎市に20ヘクタールの工業団地がことし

中にはできようとしています。それから、延岡

のクレアパーク、これが11ヘクタール、日向と

都城がそれぞれ20ヘクタール、このほかにも小

・中・高校の廃校になった跡をどう利用する

か、こういうところまで含めまして、今いろい

ろ戦略を練っているところでございます。

もとに戻りますけれども、地元の協議会等と

もそういう戦略をつくったり、話し合ったりし

ていますけれども、まず土地と水と人材確保と

いう問題に取り組むほかに、もう一つ、県北地



- 23 -

区と県南地区、ことし地元の市町村と企業を集

めていろんな形で戦略を練ろうというような準

備会をしています。特に日向につきましては、

３年前から県北物流学習会ということで、ゼロ

予算でそういう研究会をつくりまして、ことし

は、延岡、日向、各地区全部集めて、企業との

間でそういう連携会議というのをつくりまし

て、次の成長戦略を、県外から誘致する企業、

地場の産業を生かしてベンチャー企業を起こ

す、そういう戦略を練ろうというような協議会

もつくっているところです。そういうことで我

々も一つずつ現場をよく見ながら、現場の人た

ち、自治体の皆さん、企業等と話しながら、今

からの戦略を練り直すということで考えている

ところです。以上です。

○坂口委員 今、十分それをやられているとは

思うんですけれども、ああいった外郭関係とか

いろんな機関が、出資金なり出捐金なり、ある

いは負担金なりを出している通産関係の団体が

結構あったと思うんです。それをもう一回、

もっと有効な活用の方法はないか、市町村も含

めて、ぜひそこで的確な情報をいち早くつかん

で対応できるようにしていく努力がもっと促さ

れないかなと、これは要望です。

この議論のきっかけになった高原の工業団地

ですけれども、さっき言いましたように、かな

りあそこは畑あたりを今後どう活用していくか

というのがあると思うんです。その中で、労働

力も言われましたけれども、宮崎の農家の農業

所得というのがなかなか上がっていかない。農

外所得にどう頼れるかというのも、具体的な生

活レベルになると、農外所得がまた全国でも本

当に下位のほうで、ここを膨らましていって総

所得を上げていくということも現実的には必要

なわけです。そうなると、やっぱり食品加工あ

たりに、農業時間以外の時間をそこに打ち込ん

でもらえるような基盤を今後つくっていく必要

があると。また来年度、長期計画の策定のスタ

ートに入っていくんですか、そうなったとき

に、まだ農業とかいろんなものはいいですよ。

長計の中で所得の年間目標というものが記され

て、漁業なんていうのは所得目標も、今の漁業

者がどれぐらいの漁業所得を上げているか、漁

業外所得を上げているか、こんなものは全くな

いわけなんです。そういったときに、食品加工

なら加工、1.5次でも２次でもそこでやれないか

と。今度、経済連がかなりな投資をやって３カ

所ぐらい進出していきますね。経済連あたりま

で抱き込めないかとか、さっき言われたよう

に、県の所有物になっていくわけですから、今

度は県が責任持って、徹底してあれを生かして

いくということをぜひ心がけていただきたい、

これも要望にしておきます。

○宮原委員長 この点は要望ということですの

で、よろしくお願いしておきたいと思います。

○徳重委員 同じようなことを申し上げて申し

わけないんですが、フリーウェイ団地を生かす

ために皆さん真剣に考えているわけですから、

これを何とか生かすということなりますと、

やっぱり農産物、農業を中心とした企業誘致

と。企業というよりも、原材料があるわけです

から、県内の事業で何とかできないものかと思

うんです。農協が今度、県北と県南ですか、何

か大きな事業を展開する、冷凍食品の企業を展

開すると言っていらっしゃいますし、さらに高

崎には県内一の処理場があるわけです。大きな

牛や豚の本体は別として、内臓の加工その他、

あるいは２次製品がつくれるような企業はない

か、これも結局農協と一体になってやるとか、

やはり農業を中心とした関連の企業という形で
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導入できないか、そうなってくると、非常に雇

用が大きくなってくると思うんです。農産物、

畜産物、そういった生鮮品を扱うということに

なると、どうしても人手というのが、手間とい

うのが必要なんです。いろんな工業機械製品に

なりますと、かなり人間は制約されて少ない数

でということになる。しかし、今言う野菜とか

肉類とか、こういった生鮮品になりますと、ど

うしても手間というのが、人手というのが非常

に多く要るということを考えますときに、農協

さんあるいは関連の皆さん方と、今できるも

の、原材料があるんだから即企業立地につなが

ると私は思うんです。そういう話が、よそから

連れてくるというんじゃなくて、今あるものか

ら何かを生み出すというような考え方でやって

いただくと、可能性があると。決して交通アク

セスについては言うことはないわけです。都城

と高原では15分か20分で行き来できるわけで

す。人的なものだって十分やれる可能性がある

と思うんですが、いかがでしょうか。

○矢野企業立地推進局長 まさにおっしゃると

おりだと思っております。県外からの誘致も、

地場でそういう産業を興していただくというこ

とも大事だと思っております。この点につきま

しては、先ほど申し上げたように、今いろんな

市町村が取り組みを、まちおこし事業とか、主

婦の団体で取り組みとかされているんですが、

これが事業化、産業化まで結びつかないという

ところが多々あると思っております。そういう

ところをいかに事業化させていくかというとこ

ろを含めまして、これは商工ばかりではなくて

林業とか農業関係、畜産ももちろんですが、そ

ういうところと一緒になって事業化というこ

と、量的確保、調達と生産、販売、ここをしっ

かり見きわめて、一つただ事業を起こすという

だけでなくて、産業化というぐあいに、そうい

うとらえ方をして協議していきたいと考えてお

ります。以上です。

○宮原委員長 この時点で12時前になりました

ので、１時再開ということにさせていただきた

いと思います。その前に、企業立地推進局次

長。

○山口企業立地推進局次長 改めて、広域拠点

整備事業の若干御説明と修正をさせていただき

たいと思います。この事業につきましては、全

市町村にこういった事業をやりますのでという

ことで御案内を差し上げまして、５月に、希望

する市町村、７市町になりますけれども、お話

をさせていただきまして、その中で申請が上

がってきたのが日向と都城ということでござい

ます。私、日向、都城、地区名等を若干申し上

げたかと思いますが、それにつきましては、ま

だ候補地ということで最終的に決定したという

わけではございませんので、最後に申し上げて

おきます。以上でございます。

○宮原委員長 それでは、１時再開ということ

で、暫時休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後０時59分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

午前に引き続きまして、先ほどの続きで質疑

を受けたいと思います。どなたからかありませ

んか。

○星原委員 253ページの商業支援課なんです

が、ここに県産品販路拡大推進事業費というこ

とでうたわれているんですが、多分これまで

ずっと継続で来ていると思うんです。そういう

中で毎年、皆さん方商工観光労働部関係あるい

は農政水産部関係とか林務関係とか、販路開拓
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というのはいろんな形で県内のものがいっぱい

あると思うんですが、そういった中で、まず１

点目として、連携をとりながらやられているん

ですね。販路開拓とうたってありますが、その

辺はどういう形でなされているものですか。

○吉田商業支援課長 おっしゃるとおり、畜産

部門や農産部門、林産部門、県産品というのは

いろいろありますので、私どもで持っておりま

す海外とか国内の物産展、これについては経済

連とか、あういうところと連携しまして、農産

品を出したり、加工品を出したり、畜産品を出

したり、畜産加工品を出したりというような形

でやっております。

○星原委員 そこで、この予算書を見ると、21

年度、22年度、同じぐらいの予算が組まれてい

くわけですね。それぞれに組んでいるのかなと

いうふうに思うんですが、販路開拓したとこ

ろ、あるいは新たな開拓をしていくところ、ど

ういう形で毎年やられているのか。要するに、

開拓したところには通常の流れの中でいけばい

い、ことしはこういうところに販路開拓したい

という目標が多分掲げられて、その目標に向か

われていると思うんですけれども、毎年そうい

うターゲット、北海道とか、地域ごとにター

ゲットされるものなのか。今回はこういったも

のを売り込んでいきたい、あるいはこういった

ものを販売する形に乗っけていきたいとか、い

ろいろ毎年戦略があるんじゃないかなと思うん

ですが、そういう形というのはどういうふうに

されるものなんですか。

○吉田商業支援課長 私どものところでは、物

産貿易振興センターというのがありまして、こ

ちらのほうで物産フェアをやったり、商談会を

やったりということがあると思います。畜産物

なり農産物なり物産フェアに持ってきて、それ

を出すという形です。商談会につきましては、

先日もちょっとお話ししました食と農の商談会

というのをシーガイアのほうでやりましたけれ

ども、バイヤーの方がいっぱい来まして、やっ

ぱり新しい商品というか、安心・安全でおいし

いというものをバイヤーさんは探しているなと

いう感じになりまして、ことし初めてやったん

ですけれども、これから方向性としてそういう

形でやっていくのかなというふうに考えている

ところでございます。

○星原委員 今言われるいろんなことを過去経

験しながら積み上げがなされてきているだろう

というふうに思うんです。いろんな実績、どう

やり方をしたらいいと。ただ、物産振興センタ

ーあたりに任せて予算を組んで毎年やられるほ

うがいいのか。そういうところにお願いもしな

がら、宮崎県としてどういったものをことしは

そういうものに乗っけていこうと、１つでも２

つでも何か新しいものを探しながらやっていく

とか、何か考えていくという方法と、もう一つ

は誘致企業の問題が絡んでくるんですけれど

も、先ほど出た農産物なんかの加工場をつくっ

ても、販路がしっかりしたものがないと、加工

場をつくって生産してもだめだと思うんです。

販路と加工場をつくるというのも連携がとれる

ような形に一方ではならなくちゃいけない。

このページの上のほうに貿易推進費というこ

とで宮崎県産品東アジア販路拡大、結局こうい

うことにもまた事業費を使っているわけです

ね。どういったものを海外に、どの場所にはど

ういった宮崎のものを売り込んでいくんだと

か、そういう戦略があってこういう予算が立て

られているんじゃないかと思うわけです。工場

でつくるもの、できたものを売っていくもの、

そういう流れがいろいろあると思うんです。素



- 26 -

材のままで、あるいは加工して持っていくと

か、いろんなやり方があると思うんですが、海

外が求めているもの、国内の消費者が求めてい

るもの、そういうものに合わせながらやっぱり

考えていかなくちゃいけないんだろうというふ

うに思うんです。そういう場合に、商工観光労

働部だけで云々なのか、県民政策部が基本に

なっていろんな戦略を考えているのか、それに

乗っかった形でやられているのか、この販路一

つをとってもいろいろ知恵を出していかない

と、どこかに任せてこういうフェアをやりまし

た、人がいっぱい来ました、あるいはどういっ

たものを求められていますという情報が入って

くるんですけれども、それを３年後、５年後に

どういうふうな形で乗っけていくかというのが

今後問われると思うんです。国の予算がなく

なって厳しい中で県税収入を上げていくために

は、それぞれの47都道府県力というか、そこの

力が問われてくるんじゃないかなというふうに

思うんです。そういった場合に、こういうもの

がうまく絡むように考えられているのか、課ご

とでいいのか、全体としてそういうことをまと

め上げようとして、販路開拓から企業誘致から

回っていると思うんですが、情報交流や交換を

やりながら、今度は部を超えて横断的に、そこ

まで進めながらやられているものなんでしょう

か。どうなんですか。

○吉田商業支援課長 幾つか質問がありました

けれども、まずはどういうものが売れるのかと

いうことにつきましては、この中に書いており

ますアンテナショップ多店舗展開事業というこ

とで、今までは３つしかなかったんですけれど

も、今回、４月の下旬に福岡のほうでアンテナ

ショップを立ち上げると。それに先立ちまし

て、前回の委員会でも申し上げましたけれど

も、福岡のジャスコのほうで今やっているんで

すけれども、私どもが予定していたよりも非常

に売れ行きがいいという状況がございまして、

その辺でどういうものが消費者に求められてい

るのかということがリサーチできるのかなとい

うことを考えておりますので、この辺をまずつ

かんでいくということと、それから貿易のほう

でいきますと、物産フェアをやりますと、向こ

うの人たちがどういうものを求めているかとい

うのがわかります。フェアをする場合にはその

地域のバイヤーさんと連携して、持って行っ

て、そこに置くとかいうことをやるんです。そ

の辺のバイヤーさんのノウハウをいただきまし

て、どれがどういうふうに売れていくんだとい

うことを私どもでキャッチします。東アジア戦

略会議というものを持っておりますが、これは

農政も林務も入ってもらっていますので、そこ

でこういうものが売れたということとか、実際

に農政、林務のほうも一緒に行っていただくこ

ともありますので、肌で感じたものをこれから

どうやって持っていくのか、それと貿易の障壁

というか、入れてはいけないとかいいとかあり

ますので、その辺と絡ませながら、一つ一つ取

り組んでいきたいなというふうに考えていると

ころでございます。

○星原委員 もう一つは、県がそうやっていろ

んな情報を収集して、今度は農業団体、林業団

体、漁業団体と、宮崎県のものをこういう形で

売っていく、こういうふうに加工する、こうい

う条件で評判が出ましたとか、そういうことで

一緒にやられたり、そういう団体なんかに情報

を流したりとか、逆に団体あたりから、こうい

う政策、こういう形にもう少し予算をつぎ込ん

でもらうと事業が拡大するとか、そういう連携

のとり方というのはなされているんですか。
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○吉田商業支援課長 最初の説明のときにも申

し上げましたけれども、この東アジア拡大戦略

は昨年度つくりまして、今年度が１年目という

ことで、今のところ、委員がおっしゃるよう

に、情報を収集している、どういうものが売れ

筋なのかを探っているということです。今月に

なりますが、シンガポール、香港でも物産フェ

アをやろうと考えておりますので、その辺をも

う少し情報収集して、それを今度は先ほど言い

ました会議のほうで、農産部門、畜産部門、林

産部門に投げかけていって検討していきたいと

いうところでございます。

○星原委員 言われていることはある程度理解

できるんですけれども、私が言っているのは、

絡みがあると思っているわけです。企業誘致に

しても、宮崎県の物産を売っていくでも、過去

の何十年という歴史があって、過去こういった

ものはこういう売り込みをして販路拡大してき

たと。そういういろんなものがある中に新たに

今度生まれてきたものもあって、それにはこと

しは力を入れていこうとか、実績とか情報収集

とかいろいろやりながらの中で、いろんなもの

をつないで、販路先も東京や大阪、そういうと

ころもあるでしょうし、海外もあるでしょう

し、そういうことの情報収集しながら、どう

やって宮崎の素材のあるものを売っていくかと

いうことだと思うんです。通常の民間の企業の

場合だと、営業マンの能力というのがかなり問

われる場合があるんです。売り込み方で、一つ

のものを売るでも、やっぱり売り方で違ってく

るんです。人脈をつくったり、熱意が相手に伝

わったり、いろんな部分もあると思うんです。

うちの場合だと、知事の知名度とかいうものも

あるかもしれませんが、そういういろんな作戦

を立てていきながら積み上げていかないと、多

分販路は拡大していかないと思っているんで

す。その辺あたりにどういうふうに取り組まれ

て、どういう考え方で進めようとしているのか

なと。こういう予算が組まれているけれども、

この予算で足りるのか、あるいはどうなのか。

やっぱりずっと積み重ねの中でそういったもの

が生まれてきているんじゃないかなというふう

に思うんです。全国47都道府県が同じような競

争をしているわけですから、その中でどう知恵

を使って、値段もあるでしょうし、いいものを

つくらないかんでしょうし、安心・安全なもの

でもないといかんでしょうし、いろんなものが

絡みながら、こうなっていくんじゃないかなと

思うんです。真剣にこれからの宮崎県のものを

どうしていくかということを考えていかない

と、去年こういう事業をやった、それにちょっ

と乗っけていく事業でいいのか、あるいは去年

と同じ予算を組めばいいのか、そういう感覚で

ずっと来ていそうな気がするものですから、去

年よりはことし、ことしよりは来年と、うまく

いくようにいろんな知恵、行動、そういういろ

んな動きがあるものなのかなと。どこかの物産

センターに頼んでいるとかいう話だと、本当に

生きた金の使い方になっているのかなという疑

問がちょっとしたものですから、その辺を聞い

たところなんですが、どうなんですか。

○渡邊商工観光労働部長 今おっしゃった点

は、例えば物産販路拡大は、地域戦略をどうす

るのか、商品戦略をどうするのかという基本的

にはこの２つの視点だろうと。地域戦略も国内

と海外だろうと思うんです。国内については、

先ほど課長が言いましたように、福岡あたりに

アンテナショップを今度つくろうと、あるいは

中京、東北、北海道ということで今度は拡大し

ていこう、そういうことでアンテナショップ等
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の拡大、国内はそうです。海外についてはいろ

んな展開をやっているんですが、今後は中国を

一つのねらい目で拡大していこうと。ただ、海

外戦略でも、商品について、例えばカンショな

んかは非常に売れ行きがいいけれども、ほかの

はばったりだめだとか、いろんな傾向が今まで

の統計上あります。新しい商品開発を向こうの

需要に引き合わせて、どういう形で売っていく

かというのは今後の課題ですが、そのあたりは

ある程度市場調査をしないとわからないところ

があります。そういう状況を見ながら、今始

まったばかりですから、やっていく必要があり

ます。

それから、商品戦略については、例えばうち

は優良県産品の指定を昨年からやっているんで

すが、これが20数件、今度商品項目がふえまし

た。こういうものを重点的に売っていく、そう

いう戦略です。今おっしゃる形だろうと思いま

す。ただ、余り偏ると、宮崎県の産品はいろい

ろ可能性があるわけでございますので、そのあ

たりはバランスをとらなきゃいけないと思いま

すが、ちょっと特徴を出していく必要はあると

思います。したがいまして、ことしはこういう

事業を挙げていますけれども、星原委員がおっ

しゃった地域戦略と商品戦略、このあたりを際

立たせて今後やっていく必要があるのかなと。

もう少し外向きにわかりやすくやっていかない

と、なかなか御理解いただけないものですか

ら、個々の物産フェアとか、いろんな事業をや

りますが、その中で特徴を出していく必要があ

るのかなと思っています。きょうの御意見は私

もなるほどそうだというふうに思いましたの

で、そのあたり内部でも、もう少し県が主体性

を持って物産協会あたりと協議していくような

考え方、事業の進め方をやる必要があるのかな

と思っています。

○星原委員 251ページに中小商業活性化事業と

いうことで、魅力ある商店街づくりというよう

な予算で1,700万円余組まれているんですが、我

々の地域で見て、商店街はいつまでもつのかな

と、地元でいけば高城、私の住んでいる有水と

いうところはもう何軒もなくなってきつつあ

る。あと10年後どうなるのかなという問題があ

ります。どこが勝ち残っていく、生き残ってい

くかというと、やっぱりイオンみたいな全国展

開をする、洋服でも靴でも電化製品でもそうい

う形です。今まで地域を守ってきた、そういう

職種の人たちが地元で生き残れなくて、県外か

ら入ってきた資本の流れ、そういうところが中

心になって地域の中で動く形になる。そういう

中で、それぞれの商店街を活性化させるという

ことではあるんですが、やっていることは、

ちょっとしたイベントを空き店舗なんかでやっ

ていて、本当に地域の商店街を守るということ

にはなっていないような気がするんです。これ

は一つには景気が悪くなって、個人消費という

か、買う側が、女性の側ですと、車のとめやす

い場所とか、少しでも安いものとかいろんな形

になっていくと思いますので、そうなんです

が、そういう流れの中で、地域にお年寄りが

残っているわけです。車に乗れなくなった高齢

者の方々が地域で日用品なんかを買う、そうい

う流れもあるわけで、この辺の事業というの

は、言葉としてはそういう形でうたい文句には

なっているんですが、今後、地域の商店街を

守っていくというのは、どういうふうな時代の

想定をされる中で考えていこうとされているん

ですか。

○吉田商業支援課長 その問題はいっぱいある

んですけれども、基本的には、やはりその地域
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に住んでいる方、商店街の方たちがどういう力

を出していくかという形になろうかと思うんで

す。今年度、同じような事業をやっているんで

すけれども、ここでは６市町が10件ほどの事業

をやりまして、それに支援しております。一つ

の例を申し上げますと、高鍋町では観光協会と

連携したまちづくりということで、まちなか商

業活性化協議会というのを昨年10月に立ち上げ

ました。シンポジウムを２月にやったり、今、

役場のほうに観光協会はあるんですけれども、

商店街の中の空き店舗に移転させようという動

きがございます。高鍋町でいいますと、来年度

は城下町高鍋まちなか活性化事業ということ

で、まちなか商業活性化協議会には青年団なん

かも入っていますので、そういうところが一緒

になって、のれんの町とか、石灯籠の町をつく

ろうというようなことで動いているという一つ

の例がございます。自分たちで何かをしなきゃ

いけないということに対して市町村なり我々が

支援していけるのかなということで、非常に厳

しい状況ではあるんですが、こういうふうに地

味な取り組みを一つずつやっていきながら、お

客さんを引っ張り返す、そういう形なのかな

と。

それから、日南市や西都市につきましては、

空き店舗を利用しまして、お年寄りの方たちが

交流施設をつくりまして、そこでちょっとにぎ

わいができているというような例もございま

す。その地域によって抱えている問題があると

思いますので、その地域の方々がこれをすれば

こういう課題はクリアできるのかなということ

を一つ一つ地道にやっていくしかないのかなと

いうふうに考えているところでございます。

○星原委員 今やられている事業、そういう形

で進める事業というのは本当に大事だし、そう

していかないと、なおもたないというふうに思

うんです。商業支援課だけじゃなくて、人がそ

の地域に住める、あるいは住まないことには、

どうしても売り上げとかいろんなものがあって

やめざるを得なくなってくるわけです。商業支

援課としてはそういう取り組みでいいんだろう

と思うんですが、全体としてそういった地域を

守っていくためにはどれぐらいの規模がないと

だめだというものがあれば、その規模を守らせ

るには、商店街だけじゃなくて全体が絡んでく

るとは思うですけれども、どういう形でやって

いくかということまで入れてこういう問題と絡

ませないと、単純にいろんなイベントをやって

いるだけの流れの中では本当に活力ある商店街

が生まれてくるのかなと思うものですから、ど

こかと連携もまたそういう面で欲しいんじゃな

いかなと思っていますので、いろいろ検討いた

だいて、少しでも地域が元気を出すようによろ

しくお願いをいたします。

○渡邊商工観光労働部長 商店街の活性化事業

については、先ほど星原委員がおっしゃったよ

うに、いろんなことをやってきました。街路を

整備したり、街灯をつけたり、町なかのイベン

トをやったり、でも結果的はこういう形になっ

ているんです。我々が今、議論しているのは、

星原委員がおっしゃったように、商工観光労働

部、商店街事業、この狭い事業じゃなくて町全

体の構造を変えないと、はっきり言いまして再

生はないんじゃないかと。現代の都市構造とい

うのは、車社会ですから、みんな郊外に行っ

ちゃうんです。そうすると、店舗も外に行く。

当然、町の中に店は残ってこないんです。そう

いう流れがありながら、一方で商店街活性化事

業をやっている。これはある面では徒労感があ

るわけです。市町村の役場の方々もそうでござ
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います。したがって、日南市あたりも取り組ん

でいますけれども、まちづくりという形でやる

しかない。そうすると、我が部を超えて、県土

整備部と連携したり、そういう取り組みを県全

体でやっていくしかない。今度、町の構造を変

えていく。それから、商店街という概念はもう

なくなったんじゃないかと。個々の魅力あるお

店は残りますけれども、お店が連なるような街

という考え方はもうなくなったんじゃないかと

いう人もおられるんです。そういうことで我々

としましては、まちなか再生事業なんかもそう

いうねらいなんですけれども、やはりまちづく

り全体でこの問題に対処していこうという考え

でございますので、そういうことで我々も県土

整備部あたりとも一生懸命いろいろ議論しなが

ら、事業を進めていきたいと思います。

○坂口委員 この際だから関連発言させてもら

います。まちなか再生支援は、これまで手を変

え、名を変え、ソフト、ハードあわせて商店街

の活性化をやってきました。ちょっと話が飛躍

し過ぎるかなと思うんですけれども、言われた

ように、県土整備部でハードをある程度投資す

るという方法もあるかもわからないんですけれ

ども、それもまた一過性で、厳しい中でまた次

の段階を迎えると思うんです。こういうことは

どうなのかなと思うんです。やっぱり商店街は

商店街としての交流の場だったとか、情報交換

の場だったとか、あるいはいろんな意味で地域

の人たちがお互いを確認し合う場だったとか、

たくさんの機能を持っていましたね。そういう

ものが大切だとずっと言われ続けてきて、取り

戻せなかった。そこらはみんな心の中では、懐

かしさも含めて、何か思うところを持っている

と思うんです。そんな中で、一つには少子化が

進む。高齢化が進む。過疎化が進む。集落が成

り立たなくなる。いろんなマイナス要因が現象

的に既にあらわれているんです。

例えば保育所のバス、これも朝迎えに行って

終わりに送っていったら、間があいています

ね。こういうものを仮にいろんな枠が取り外せ

れば、山間地に一つには必要な品物を商店から

届けてあげる役割。そして、じいさん、ばあさ

んらが何がしかのものを生産、あるいは山菜で

もいい、それを空き店舗に持って帰って、空き

店舗を一つの加工場として、きれいに選別し

て100円なり200円の束にするなりの作業がそこ

でできないか。空き店舗が最終的には地産地消

の場で、そういうものを持ち寄って、また余っ

ている労力、パートでもいいですから、つなぎ

ででもそういったものが商えないか。でき得れ

ばまた高齢者たちを、町場に用事のある人の足

となってそこに連れてくることはできないか。

保育所のバスですから、子供たちとそこで交流

させるようなことができないか。保護者がそこ

に来ることができないか。一つの商店街機能を

有機的に、問題を抱えているものをすべて洗い

直して、何が欠けているか、プラス思考になれ

ば、欠けていて動けなかったものがこの部分だ

けならまだ動けるよというようなものを一回コ

ーディネートできないかなと。これは制度とか

縦割りの弊害、いろいろあると思うんですけれ

ども、あらゆる資源を活用しながら、そこに吸

引できないか。そして、コンパクトな昔の商店

街の機能を取り戻して、地産地消につなげてい

く、何かそんなのをやらないと、対症療法では

一つはクリアできても、必ずまた何年かすると

その次の局面を迎えそうな気がして、これは漠

然とずっと考えていたことですけれども、全国

で保育所の送迎バスを活用して地域おこしにつ

なげている町が２つぐらいたしかあったと思う
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んです。何か考えがあれば―なければ要望に

します。

○吉田商業支援課長 私どももその辺の問題意

識は非常に持っていまして、今年度は14市町を

回りまして、役場の方、商工団体の方、商店主

の方といろいろ意見交換いたしました。何かい

い方法がないかなということで、野球に例える

と悪いんですけれども、バントヒットでもフォ

アボールでも塁に出るだけでもいいじゃないか

ということなんですが、今度はそれをホームま

で返すような決定打がなかなか出てこないとい

うようなジレンマを感じているという、ちょっ

と愚痴になるかもしれませんが、そういう感じ

になっております。

○坂口委員 串間市が前、高齢者宅への配達事

業をやりましたね。そういうものとか、一つの

点として、いろんな事例が、必要性がうたわれ

てやった。１～２年は成功して重宝がられた、

でも廃っていったというのを幾つか有機的に組

み合わせると、またある程度持続性のある価値

が出てくるんじゃないかなという気がしたもの

ですから。

○吉田商業支援課長 ここでお願いしています

来年度予算の中で、美郷町なんですけれども、

中山間地域で先ほどおっしゃった移動販売や宅

配関係、こういう事業に取り組んでみたいなと

いう動きも出ておりますので、その辺に注力し

ていきたいというふうに考えています。

○坂口委員 くどくなるけれども、シャッター

がおりた裏で野菜を選別するでも何でも、あい

たスペースをそれぞれ活用できる方法とか、そ

して辛うじてスペースも持っている、いろんな

商品を陳列する棚なんかもあるという、そこを

まさに産直の場にしたり、とにかく残っている

機能を徹底して洗い直して、それを組み立てて

一つのものがこさえられると、単発だったら、

バントだけだったら次が続かなきゃ２塁に進め

ないけれども、いろんなものを組み立てていれ

ば、一つがだめになっても代打を送れとか、11

人いなくても10人でやれとか、そういうもので

何か組み立てる必要があるんじゃないか、単発

じゃだめなんじゃないかなという気がするんで

す。

○井上委員 今回、私自身が商工観光労働部で

注目している予算が県庁楠並木通り活用型観光

・物産振興事業、これは非常におもしろいとい

うか、広がりを持つことができるのではないか

と、ちょっと注目している事業なんです。実

は、今回の議会の始まりのころに北浦が来られ

て、北浦は完売して帰られたんです。持ってこ

られて完売というのはなかなかないんですけれ

ども、あの日は完売して、とても喜んで帰られ

たんです。２日間でしたが、北浦といえば、魚

がおいしい、いろんなものがおいしいというの

で、お昼の御飯のときは絶対サバずしがいいよ

ね、アジがいいよね、イワシがいいよねみたい

な話が出るぐらいです。観光にバスで来られる

方たちもここで買って帰られる。それと、地域

の方たちが知恵を出しながらつくられた商品

が、今度の優良県産品ですか、この前ちょっと

テレビで見ていましたが、豚のみそ漬けだった

ら私は都城の森さんの豚肉かなと思ったりする

んです。地域にあるそういういいものが今回の

これでリンクされて、それがもしかして、もう

一工夫二工夫要るかもしれないけれども、中山

間地域の新産業のそこまで発展するかもしれな

いというようなところまで仕上げることは可能

なのかどうか、ちょっとよくわからないんです

が、今まで随分地域の人たちがつくったものが

県庁の前で売れてきたと思うんです。それでこ
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んな新規の事業というところまで来たんだと思

うんですけれども、この事業の中身というか、

ねらいというか、それはどんなふうに発展させ

たいと思って新規になったのか、そこを教えて

ください。

○古賀商工政策課長 そこまで褒められると

ちょっと恥ずかしくなるんですけれども、我々

といたしましては、委員から御指摘ございまし

たけれども、今、ＫＯＮＮＥ市とか、また日曜

日には朝市がやられている、いい季節になりま

すとコリドールなんかやられているということ

で、これは一つの県民の財産だろうと思ってい

ます。この財産をそういった格好で活用されて

いるんですけれども、まだまだ可能性があるん

じゃなかろうかと思っております。我々が、こ

ういうような活用の仕方があるんですよという

ことでお示しする方法もあるんですけれども、

それ以外に、やはり民間の方々のお知恵もおか

りしながらやったほうがより可能性が広がるん

じゃなかろうかということで、新しい使い方と

いうのを今回いろいろ御提案いただきたいなと

思っています。そういったものも含めた上で次

の事業の展開につなげていきたいと。当然、地

産地消の拠点にもなってくるでしょうし、また

リゾートの雰囲気を味わう、県庁を訪れる方々

がより楽しんでいただけるような場所になって

いくだろうというふうに期待はいたしていると

ころです。

○井上委員 やっぱり戦略的なものはこれに

盛って、ずっと地場のものの大切さみたいなの

というのを―この前、中山間地域のお話を聞

いたときにも、県北のほうに物産館、一つの販

売所もみたいなことを言っていただいたんです

が、いろんなものが連携してつながっていく、

必ず販売する場所があるということになると、

つくるほうの楽しみというのは倍に違うと思う

んです。私はちょっと言い過ぎて余りにも夢を

描き過ぎたかもしれないんですが、これは大き

な力になる事業だと思うんです。ですから、そ

ういう視点を持って仕上げていただけたらと

思っています。

それともう一つ、東九州連携医療関連産業集

積促進事業なんですが、これはまた話を聞いて

いても大変おもしろいと私自身も思います。再

三、東郷のメディキットのお話とかが出ていま

したね。私ども民主党の会派はベトナムに行っ

てハイフォン市の東郷のメディキットの工場を

見せていただいんです。野村のところにある工

場とか見せていただいて、現実に東郷の方、工

場長でいらっしゃって、いろんなお話も聞かせ

ていただきました。ベトナムではその工場を重

視されていて、外資系に働いているということ

で、ベトナムの人たちからは本当に優良な企業

として認知されているんです。宮崎にはお帰り

になれませんねと申し上げたら、賃金の安さと

か、いろんなこともあると思うんですが、だか

らといって工場が宮崎に帰ってくるなどという

ことはないというお話を聞かせていただいたり

もしたんですが、これはどういう戦略で、どう

いうふうに仕上げていきたいのか、教えてくだ

さい。はっきり申し上げて、宮崎県と大分県と

したときには、宮崎県のほうが人がいいです。

何でもそうです。自動車産業でもそうですね。

ダイハツの本社が来ましたが、私、中津にも見

に行きましたが、ダイハツの本社が来たおかげ

でアパート群なんかも建っていったんです。何

が決め手だったのか。私のおいっ子がダイハツ

の本社の幹部にいるものですから、ちょっと聞

いたら、とんでもないような話が決め手になっ

て大分に行っているんです。こういうことをど
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うやって仕上げていくのかというきちんとした

戦略目標を決めたら、戦術は柔軟でもいいんで

すけれども、そこをきちんとしていただかない

と、ずるりといかれてしまうのがそれでいいの

かと。そして、血液浄化・血管医療に関する産

業というのは今、物すごく注目されているんで

すね。これはどうなのかを聞かせていただきた

い。

○森工業支援課長 大分県と宮崎県のほうにそ

れぞれ工場がありますけれども、工場の特徴と

いたしまして、大分県のほうは組み立て工場が

ございます。宮崎県のほうは中空糸膜を、一番

もととなる原材料をつくっているということ

で、この原材料が大分県に行って組み立てられ

て製品化して販売というふうな仕組みになって

おります。実を申しますと、製造品の出荷額

は、組み立てを大分県がやっているものですか

ら、断トツで1,100億というぐらいで非常に規模

が大きい状況になっております。こういう状況

の中でどうやって組み立て、仕上げていくかと

いうことでございますけれども、やっぱり東九

州地域という一つの大きな地域の中で連携して

やっていくべきだろうというふうに一つは思っ

ております。県北の企業が大分の企業とも連携

をしていくというふうな仕組みをまずつくって

いきたいと思っておりますし、あるいは宮崎県

内にある企業、旭化成メディカルがつくってい

る中空糸の事業と東郷メディキットの注射針の

事業、この２つがメーンでございますけれど

も、この事業はまだまだ伸びるということでご

ざいますので、この２つの会社に対しまして

は、事業拡大を通じて工場の増設というふうな

ことも期待しております。

それから、もう一つの産業の集積以外の効果

といたしまして、こういったような今後注目さ

れる医療技術でございますので、この技術を

使って活性化が図れないかということを今、研

究しております。一つは、例えば東南アジア、

中国の方は非常に日本の医療技術には注目して

おりますので、そういった方たちに東九州地域

に来ていただいて医療技術を学ぶ、そういった

トレーニングセンターのような機能ができない

か、そういったこともいろいろ検討しておりま

す。それから、まだまだいろんな製品が開発で

きる可能性がございますので、このあたりは大

分大学医学部、延岡の九州保健福祉大学、そう

いったところが連携して、いろんな新製品をつ

くる、それに県内あるいは大分県の企業が連携

して製品開発に取り組むといったようなことも

できるんではないか、そういうふうに考えてい

るところでございます。

○黒木委員 井上委員に関連してですけれど

も、楠並木は、私もこの前、北浦が出店してい

たとき昼に行ったんですけれども、ほとんど売

り切れの状況で、すごく人が多いなと思ったん

ですが、楠並樹コリドール、夜の活用をさっき

言われましたが、この目的は何なんでしょう

か。

○古賀商工政策課長 これは春と秋の年２回し

かやっていないんですけれども、軽食とコンサ

ートという組み合わせで夕方やっています。夜

の活用ということを先ほどおっしゃったので申

し上げますと、それ以外にも夏の時期は、県庁

をライトアップする時期に夜のコンサートを

やったりというような活用はなされています。

○黒木委員 去年の楠並樹コリドールに行って

みて、人が多くてびっくりしたんですけれど

も、その中でいろいろ話を聞く中で、固定客が

多くなっているんではないかとか、県庁の職員

の方が動員されているんではないかとか、それ



- 34 -

はうわさでしょうけれども、そういう話もあっ

たりして、今度はどうしたらいいかということ

でいろいろ話がありまして、宮崎の夜の街も最

近景気が悪くて非常に寂しいといううわさもあ

りますが、市町村で屋台を引っ張ってきて屋台

村にしたらどうかとか、いろんな意見がありま

して、そうすると夜も活用できて非常に活性化

につながるんじゃないかという意見がありまし

たが、どうでしょうか。

○古賀商工政策課長 そういったいろんな御提

案、我々想像しないんですけれども、黒木委員

からそういう御提案があると、なるほどと思う

わけです。私たちとすれば、先ほど申し上げま

したけれども、これこれというものを決めてや

らないで、まずはそういったいろんなアイディ

アを募集いたしまして、そしてそれを実施して

いただいて、潜在的な資源ですから、これをよ

り顕在化させることによって県内経済の活性化

につなげていきたいと思っております。

○黒木委員 話は変わりますけれども、この予

算を見ますと、当然のことではあるかもしれま

せんけれども、雇用対策に非常に力を入れてい

るというふうに思うんですけれども、今の厳し

い状況を何とかして打破しなければならないと

思うんですが、まだ予算は通っていないんです

けれども、これをいかに早く周知徹底をして、

そしていかに関係者が一体となってこの雇用対

策に取り組むかというのが非常に重要なことだ

と思いますけれども、今の体制といいますか、

今後の取り組みについてどのようにお考えで

しょうか。

○古賀商工政策課長 県庁楠並木に関しまして

は、今、募集要領を作成いたしております。新

年度になりますと、４月から募集に入りたいと

思っております。なるだけいい時期にここを活

用できるような格好に持っていきたいと思って

います。

○黒木委員 全体の雇用対策の推進体制は…

…。

○古賀商工政策課長 ２月補正で債務負担をお

願いいたしました中山間地域と新規学校卒業者

の関係でございますけれども、これにつきまし

ては、昨日、県議会において議決をいただきま

した。そこで、きょうから実は公募を始めさせ

ていただいております。来週には公募を締め切

りまして、早々に委託先を決めたいというふう

に考えております。

○黒木委員 今、厳しい状況ですので、一刻も

早く周知徹底を図って、この事業が本当に生か

されるようにしていただきたいというふうに思

います。

それから、これも重点施策として、建設業を

含めた中小企業の経営面、金融面でいろんな支

援事業が組まれておるわけですけれども、昨年

の暮れに中小企業等金融円滑化法が施行されま

したけれども、それが県の事業に及ぼす影響は

どういうものなんでしょうか。それから、宮崎

県としてはどのような利用がされているのか、

お願いします。

○安田経営金融課長 金融円滑化法は昨年12月

の４日から施行されたわけでございますけれど

も、今、中小企業の皆さんは新しい資金の需要

といいますよりも、どちらかといいますと、円

滑化法でしております例えば条件変更、毎月の

支払いの金額を抑えて期間を延ばすとか、ある

いは現在の借入額を含めて借りかえといいます

か、そういったことが大きな需要になっており

まして、金融円滑化法も、そういった中小企業

の需要を踏まえて、金融機関に積極的なそう

いった対応をするようにということが基本的な
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考え方になっております。一つは、円滑化法が

施行されまして、昨年末でしたけれども、知事

が各金融機関等をお回りしまして、この法律の

適正な執行についてお願いをいたしました。ま

た、今月の初めには、金融庁あるいは九州経済

産業局と私どもが一緒になりまして、地元の金

融機関との意見交換会等もやりまして、改めて

そのあたりの対応についてお願いをしたところ

です。それによりますと、12月以降、中小企業

者の皆さんからの、例えば借りかえとか、そう

いった相談がやはりふえているということが一

つありました。ただ一方で、新聞報道等では、

借りかえとか条件変更すると、新しい融資が受

けられないんじゃないかという中小企業の皆さ

んの心配も出ておりましたので、先ほど行いま

した意見交換の中では、そのあたりをしっかり

と地元金融機関に対応いただくように改めてお

願いをしたところであります。

○黒木委員 宮崎県内では、それによってどう

いう効果があるのか、そこはわかっている状況

ではないわけですか。

○安田経営金融課長 全体のデータとしてはな

いんですが、地元の地銀の方に伺いますと、例

えば昨年12月から１月末までに600件弱ぐらいの

そういった条件変更等の申し出がなされたと。

また、別の金融機関では、従来から比べると、

２割、３割、そういった申し出がふえています

と。それについては基本的にはすべてきちんと

対応させていただいていますということで、中

小企業のいわゆる資金繰りにはかなり効果が出

てきているんじゃないかなと考えております。

○徳重委員 先ほど井上委員からも出た話なん

ですけれども、楠並木が非常に活性化されてい

るということなんですが、ここで完売する品物

もたくさんあるようですし、またすごいなと。

宮崎県内の食べ物、食材というか、製品がすぐ

売れる、おいしい、これだったらだれが食べて

もどこに出しても売れるというようなことにな

ると、これはすごい話だなと思うんです。一つ

の例ですが、都城の丸岡ギョーザ、どこでもで

きるギョーザ、それが全国に販売網が敷かれて

しまっている現状です。焼酎だってしかりだと

思いますが、このいいものを、これならいける

というようなものを毎年１つか２つぐらいは、

皆さん方でこれはいいぞと、これは何とかして

事業化して、よりたくさんの人に、まず県内

に、そしてまた九州管内というような形で販売

網をつくっていくというのは大事なことじゃな

いかと。イベントをする、あるいはそういう

いったことで人気が出てくれば、それを広げて

いくということは非常に大事なことじゃないか

と。食べるということ、おいしいということ

は、人間だれもが一遍感じたらもう一遍食べて

みたくなるんです。必ずリピーターがふえてい

くと考えますときに、せっかくこういったイベ

ントでいいものがあるということになれば、こ

れを少しでも早く、よりたくさんの人に知らし

めるということは大事じゃないかなと。もしそ

ういったものが現実にあるならば、道の駅でも

何でも宮崎県内にたくさんございますが、そう

いったところに、これはおいしいんですよとい

うような形で宣伝網を敷いてしまう。まずは、

そこで売ってもらう。そしてまた、それをさら

に広げていくという段階的に考えていかなけれ

ば、ただイベントをして、ああよかったな、そ

れで終わりでは、せっかく税金を使っていろん

なことをやった結果が出てこないんじゃないか

と。ならば、１年に１つか２つか、これを大量

生産に持っていくぞというような姿勢が必要

じゃないかなと思うんです。どこだったか忘れ
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ましたが、一遍、視察に行ったことがあるんで

すが、サバずしでしたか、大工場で生産されて

おりました。全国に行っているというような話

でしたけれども、サバずしの大工場があったん

です。それを見に行ったことがあるんですが、

食材というのは今、冷凍技術なり輸送技術なり

整備されているので、どこにでも運べると思い

ますときに、せっかくのイベントをされて、こ

ういったいいものができたんだったら、それを

販売するというような考え方は持っていらっ

しゃらないものか、ちょっと聞いてみたい。

○吉田商業支援課長 委員がおっしゃった、い

いものということで、前回の委員会でも申し上

げましたけれども、昨年度から優良県産品の推

奨制度ということでやっておりまして、味がい

い、パッケージがいい、そういうものを38品目

指定しまして、これをアンテナショップ、物産

館などに置きまして、まずヒット商品にしたい

ということで取り組んでいる部分はございま

す。

○徳重委員 やはりそこに資本が要るんです。

今、そういった形で売っているのは、個人経

営、恐らく個人だと思うんです。それを大きく

するためには投資が必要なんです。そういった

支援を積極的にやらないと、広がっていかない

と思うんです。いいですよと、ちょっと売れた

なという程度の話ではもう進まないと思うんで

す。よりたくさんの人に、おいしいものは10

件、100件、まずやってみて、いいぞと言われた

ら、今度おたくで10個売ってください、100個

売ってください、10カ所とったら1,000個売れる

んだ、それを生産するんだという形に持ってい

かないと、大きくなっていかないと思うんで

す。

○森工業支援課長 まず、いいものを商品化す

るということですが、これはやはり研究開発費

とか、そういった経費がかかるわけでございま

すので、私どものほうでいろんな研究開発費の

資金の助成というものをやっております。ま

た、食品開発センターがございますので、そち

らのほうで具体的な商品開発の技術的な課題の

解決であるとか、そういったことを今やってお

ります。それと、そうやって開発した商品でご

ざいますけれども、販路開拓の事業も持ってお

りますので、そういったものを利用していただ

いて、いろんな展示会等でやっていただくと。

それから、産学官で開発したものにつきまして

は、本年度から東京のほうの大きなイベントに

出展いたしまして、そこで開発したものを展示

していく、あるいは商談に結びつけていく、こ

ういった活動もしております。それから、来年

度からは、食品産業の活性化の対策事業に取り

組むわけでございますけれども、その中で、今

後求められる新商品を開発するためにはどんな

技術が必要なのか、そういったことも取り組ん

でいくことにしておりますし、また食品産業関

係に携わる人材の育成、こういったものにも来

年度から取り組んでいきたいというふうに考え

ております。

○徳重委員 東京で大手の大きな店で売ること

もいいでしょう。しかし、やっぱり身近なとこ

ろから展開していかないと、まずは量を吐かせ

ないと仕事にならないと思うんです。商売にな

らないと思うんです。身近な県内から徹底的に

販売できるような体制づくりをしてやる、支援

をしてやるという形でないと、広がっていかな

いと私は思うんです。東京、大阪で売っても、

その範囲内ですね。やっぱりまずは量を吐かせ

るためには県内でいっぱい売ってしまう、ある

いは九州管内で売ってしまうというような形に
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していくのがいいんじゃないか、そういった形

で努力していただきたいと、お願いをしておき

たいと思います。

商業支援課、教えてくださいませんか。252ペ

ージですけれども、伝統芸能後継者育成支援事

業1,424万6,000円というのは、具体的に教えて

いただくとありがたいです。

○吉田商業支援課長 これは、ふるさと雇用の

基金を使った事業でございまして、伝統的工芸

品をつくっている事業所や「みやざきの匠」と

いう表彰をいただいた事業所なんかが、なかな

か後継者の育成ができないということ、それは

経済的な面もあるということで、後継者を育成

する事業所については、その方の給料、そうい

うものは見ましょうかなということで、そうい

うことに手を挙げていただいた事業所に、その

方の雇用、技術の継承、この辺を委託するとい

う事業でございます。今年度の途中から始まっ

たんですが、現在、３事業所で３人の方が継続

雇用されておりますし、来年度はこれにまた５

人ほどそういう制度に乗る方が出てきたらいい

なということで、伝統的工芸事業所にその普及

を説明していきたいというふうに考えていると

ころです。

○徳重委員 どういう伝統的工芸品の後継者で

すか、教えてください。

○吉田商業支援課長 伝統的工芸品事業所とみ

やざきの匠というのが、木製品のろくろ工芸、

都城の弓、都城の木刀、こういうものとか、将

棋盤、碁盤、碁石、漆器、佐土原人形、高千穂

の神楽面、綾町でいいますと陶器関係、こうい

うものが該当になります。

○徳重委員 もう一つお尋ねしておきます。運

輸事業振興助成交付金なんですが、トラック協

会に１億7,574万円の財源内訳、これは一般財源

ということですが、私が聞いていた範囲内では

国庫支出金もあると理解をしていたんですが、

これはないんですか。

○吉田商業支援課長 この運輸事業振興助成交

付金は、昭和51年度に軽油引取税の税率が引き

上げられたことに伴いまして、トラック及びバ

ス協会に、輸送コストに与える影響が大きいも

のですから、それを補助しようということでで

きた制度でございまして、私どものほうで軽油

引取税、そういうものの計算をしまして、地方

交付税の算入はされているということになって

おります。

○徳重委員 この金額の中でどれぐらい算入さ

れていますか。

○吉田商業支援課長 地方交付税の全体の額

は、これは全体でやっていますので、ちょっと

わからないんですが、私どものほうに、県ト

ラック協会等が軽油をどれだけ使ったかによっ

て算出する数式がありまして、それで算出した

額が今度のこの予算に入っているということで

ございます。

○徳重委員 そうすると、毎年金額が違うんで

すか。

○吉田商業支援課長 そうです。要するに、県

内のバス事業者、トラック事業者がどれだけ軽

油を使ったかによりまして変わってくるとか、

軽油引取税がどれだけ納税されたかによって

ちょっとずつ変わってくるという形になりま

す。

○徳重委員 もちろん、事業者がこれだけの軽

油を使って事業を起こしていただいて税収が

あったりするわけですから、県税の収入に回っ

てくるんですから、当然県も何ぼか出すべきだ

と思うんですけれども、県費の割合、基準が

あってしかるべきだと思うんだけれども、ない
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んですか。

○吉田商業支援課長 先ほど言いましたよう

に、軽油引取税の収入の見込み額、それから交

付先の車両登録台数等をもとに総務省が示した

算定方式によって算定するということなんで

す。わかりにくいでしょうか。地方交付税で県

に全部入ってくるんですけれども、その中でこ

れに関する地方交付税が幾ら入ってくるかとい

うのはわからないということになります。

○渡邊商工観光労働部長 徳重委員がおっ

しゃっているのは、この事業に対して県費をつ

ぎ込むかということですね。それについては全

額地方交付税でやっているわけです。その考え

方については整理して、ちょっとお時間いただ

きたいと思います。

○太田委員 何回も聞いて済みません。先ほど

の楠並木通りのことなんですが、聞くたびにわ

からなくなった点がありまして、要望を聞きな

がら決めていくという話も出たものですか

ら、400万というお金を出して、これはアイディ

アによって使い分けをしていくという意味なん

ですか。もともとこういうことに使いますとい

うのは決まっていないんですか。

○古賀商工政策課長 この事業は委託でやろう

と思っております。委託するに当たって、いろ

んな企画を募集しよう、そしてすぐれた企画の

ところにお願いしようと考えています。

○太田委員 例えば、報酬というふうになるこ

ともあるわけですか。

○古賀商工政策課長 これは、こういう関係の

基金事業を使っておりますので、少なくとも２

分の１以上は人件費に使っていただきたいとい

うことになっています。

○太田委員 わかりました。歳出予算説明資料

の245ページ、工業支援課のほうですけれども、

鉱業資源対策費の中に休廃止鉱山の鉱害対策費

というのが2,000万ほど出ておりますが、去年、

鉱毒が流れたということで追加で補正を組んだ

記憶があると思うんですが、この2,000万という

のは今後もずっと出し続けなければならない費

用というか、そういう性質のものだったんでし

たか。

○森工業支援課長 現在、土呂久、富高、速日

鉱山、この３カ所をやっております。富高は本

年度から始めた事業でございますけれども、

今、坑内の整備関係をやっておりますので、当

分はこの程度ぐらいの金額のものが必要になろ

うかと思います。ただ、全体整備が終わりまし

た後は廃水処理ということで、ランニングコス

トの費用になりますので、少しは金額が落ちる

かもしれませんけれども、継続でずっとやって

いく事業でございます。

○太田委員 わかりました。最後の項目になる

んですが、フリーウェイ工業団地、戻って申し

わけないんですが、基本的には了解をいたしま

すが、午前中の説明の中で、短期貸し付けとい

うことで13億ほど出しておるというんですが、

短期と長期というのはなぜ分けなならんかった

のか。合わせたら33億近くなるということでは

理解できるかなと思うんですが、短期、長期の

使い方の意味は何かあったんですか。

○山口企業立地推進局次長 先ほど申し上げま

したとおり、長期については19億5,500万、これ

はずっと公社のほうにお貸しして、公社は金融

機関のほうにお支払いを済ませてあるという金

額でございます。残る短期の13億1,000万につき

ましては、１年お貸しして、また翌年度返して

もらって、すぐ翌日には再度お貸しするという

ことで、１カ年度ごとに、毎年１回返してすぐ

お貸しするという形になっておりますが、一般
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財源のほうからなかなか拠出が全額はしにくい

ですとか、一回返済してまた金額が変わって、

そこから例えば２億円お返ししていただきまし

たけれども、そういったのもございまして、そ

ういった財政的な事情もございまして、分けて

あるということでございます。

○太田委員 大きなお金を一括どんと貸すこと

がなかなか難しいので、短期として、わずかな

金額を出し入れさせてもらったというような感

じでしょうか。ただ、これは歳入予算のほうで

……。

○矢野企業立地推進局長 途中で済みません。

短期と長期が設けてあるのは、長期はずっと預

けたままにしてあるんですが、短期をつくって

いるのは、売れたときに返してもらうというこ

とに、融通がきくように、１年ごとに転がして

いくというような形にしておるものです。売れ

たら売れた時点で公社から返してもらうという

ことです。そういうことで短期と長期に分けて

います。一遍に売れれば長期も必要ないんです

けれども、そういう単純な形の発想です。

○太田委員 わかりました。念のため、確認な

んですが、本年度歳入予算の資料の63ページに

フリーウェイの貸付金の収入というのがありま

すね。短期の場合、翌年度返すということだか

ら、年度が違うのかなとは思いましたが、金額

に誤差がありますね。33億についても、63ペー

ジに書いてあるのは32億になっていますね。こ

の誤差というのは何かあるんですか。短期の場

合は翌年度に戻すというふうに今聞いたから、

多少違いがあるんだろうなと思いましたけれど

も、33億2,700万というのがここでは32億8,000

万という数字になっているんです。

○山口企業立地推進局次長 32億8,600万、これ

は短期貸し付けと長期貸し付けに分かれており

ます。今回収入で見ておりますのは32億8,686

万4,000円ということでございます。後で改めて

説明させていただきます。

○吉田商業支援課長 先ほどの徳重委員の御質

問ですけれども、この１億8,998万1,000円、す

べて地方交付税に入っております。

○宮原委員長 ちゃんと整理をしてもらってか

ら後から出してもらうということでよろしいで

すか。総括の段階で一番最初に出してくださ

い。済みませんが、よろしくお願いをします。

○野辺委員 産学官ネットワーク形成共同研究

推進事業ですが、共同研究のテーマといいます

か、どういう取り組みがなされているのかとい

うことと、工業技術センターの試験研究に対す

る経費ですが、資源環境研究費等はどういう研

究が今なされているのか、同じく食品開発研究

費でありますが、どのような重立った研究がな

されているのか、わかればお示しいただきたい

と思います。

○森工業支援課長 まず初めは、産学官ネット

ワーク形成共同研究推進事業でございますけれ

ども、こちらのほうでやっております研究内容

は、例えば農産廃棄物を用いた家畜飼料の原料

であるとか、あるいは工業技術センターが持っ

ておりますナノバブルの製造装置関係の共同研

究、こういった内容になっております。この

ネットワーク形成事業は、一つはみやざき産業

クラスター推進協議会という組織をつくりまし

て、こちらのほうでＩＴとかバイオ関係の研究

をやっております。２つ目が新産業創出研究会

というのをつくりまして、こちらのほうで環境

資源であるとか、材料関係、生産計測、エネル

ギー、デザイン、食品、こういったような研究

をやっております。それから、今回新しくお願

いしております産学連携共同研究グループのほ
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うでは、宮崎大学が持っておりますレーザー

光、植物工場、バイオマスエネルギーあるいは

２次電池、こういった宮崎大学の得意とする研

究分野について共同研究をやっていこうという

ことでございます。

○河野工業技術センター所長 資源環境関係の

研究の内容でございますが、平成22年度につき

ましては、よく言われております、いろんな廃

棄物からのレアメタルの回収に関する研究が一

つでございます。それから、いろんな事業所、

食堂やレストランあたりから出てまいります油

のまざった廃棄物、これが結構コストがかかり

ますし、また垂れ流しにされているというよう

状況もありますので、この廃油を何とか微生物

によって分解できないかということで、今年度

から来年度、再来年度にかけて廃油コンポスト

処理に関する研究をやっております。また、資

源環境の関係でもう一つ、いろんな工場から排

水が出てまいりますけれども、色がついていて

困るとか、有害物質などが入っている場合もご

ざいます。こういったものを何とか処理してい

くというようなことを、私どもの技術でいいま

すと、ナノバブルを使った難分解物質の分解、

こういったことの研究を22年度から開始するこ

とで計画しております。

以上でございます。食品開発センターにつき

ましては、所長のほうから申し上げます。

○河野食品開発センター所長 食品開発センタ

ーのほうでは、食品開発部と応用微生物部と２

部あるですけれども、食品開発部のほうが５テ

ーマ、応用微生物部のほうが５テーマで22年

度、研究したいというふうに考えております。

まず、食品開発部ですけれども、農林畜水産

物を用いる食品開発に関する研究ということ

で、22年度から干したくあんの機能性と品質向

上に関する研究、県産米粉の加工適性向上に関

する研究、ピーマン種子由来抗菌剤の実用化に

関する研究、ブルーベリー葉の機能性を生かし

た食品開発等、もう一点は九州の公設試全体で

食品の機能性について情報を収集するというこ

とで研究会をやることになっております。それ

から、応用微生物につきましては、焼酎に関す

る研究、乳酸菌を使った発酵食品の開発、食品

工場廃棄物のリサイクル技術に関する研究、こ

ういったものをやっていくことにしておりま

す。以上です。

○野辺委員 新しい研究や、継続して取り組み

をされているものもあると思うんですが、何か

問題点が解決するとか、実用化できるような見

通しのものは今のところないんでしょうか。

○河野工業技術センター所長 いろんな分野の

いろんな研究を数十件、毎年やっておりますけ

れども、基礎研究部分は各担当がそれぞれテー

マを持ちまして、研究をしてまいります。先ほ

ど資源環境の分野だけ申し上げましたが、材料

の分野、機械・電子の分野、いろいろございま

す。それぞれ芽は出つつあるもの、まだ基礎研

究段階のもの、また一つ一つ申し上げられませ

んけれども、かなり実用化に近いところでは、

企業との共同研究を数十件にわたってやってお

りまして、ただこれにつきましては、秘密保持

契約といいますか、企業の企業戦略の関係がご

ざいまして、でき上がって売る段階にならない

と申し上げられないということもございます。

ただ、最も代表的な例で申し上げますと、私ど

もの工業団地の中の千住技研、委員の方も御視

察いただいたと思いますが、これもまだ本格稼

働のところまでは行っていませんが、やがて来

年度には本格稼働が始まると思いますが、工場

も増設いたしまして、ハンダの世界の市場に向
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けた出荷が始まるというふうに思っていますの

で、ＳＰＧ技術の最大のヒット商品というふう

に思っております。

○河野食品開発センター所長 食品開発センタ

ーのほうでは、まず昨年、新しい酵母を56年ぶ

りに見つけ出しましたので、その酵母を今年

度、もう３月しかありませんけれども、３月以

降ぐらいから分譲開始することで今計画してお

ります。それから、干したくあんですけれど

も、漬物の中で干したくあんというのは、宮崎

県、鹿児島県だけしかやっていないということ

で、干したくあんにすることによってどういっ

た機能性が付加されているか、そういった研究

をやっていまして、その結果、干したくあんに

すると、アミノ酸の中のＧＡＢＡ（ギャバ）と

いう成分がふえてくるということがわかってお

りますので、そういったものを付加しながら、

商品のほうで売り出しをしていこうといったよ

うなことを現在やっております。

○野辺委員 大変頑張っていらっしゃるわけで

ありまして、頼もしく思っておりますが、いろ

んな面で実用化できると、これがまた雇用に結

びつくわけであります。さらに頑張っていただ

きたいと思いますが、最後に、依願試験という

のはふえているんでしょうか。民間からの依頼

だと思うんですが。

○河野工業技術センター所長 依頼試験につき

ましては、各企業が、製造工程で課題が発生す

るとか、いろんな問題が起こりまして、私ども

にその分析を依頼するというようなものなんで

すが、依頼試験につきましても、景気の低迷の

関係でここ１～２年落ちてきております。その

ほか、つけ加えて申し上げますと、設備利用と

いうのがあるんですが、私どもの持っておりま

す設備、中小企業全部が全部そろっておりませ

んので、いろんな最先端の設備を利用するとい

うことで提供しているわけですが、これにつき

ましても、ちょっと減少してきている状況で

す。早く回復してくれないかなというふうに

思っているところですけれども、ちなみに21年

度の現段階までの件数でいいますと、20％程度

落ちているかなという状況にあります。以上で

ございます。

○野辺委員 損失補償２億7,700万円、これも

やっぱりふえてきているんですか。

○安田経営金融課長 257ページの中小企業融資

対策費の中の３の信用保証協会の損失補償なん

ですが、保証協会で代位弁済が発生した場合に

県が補てんをするということなんですが、今

回、21年度の代位弁済について22年度で補償す

るということですが、全国的には対前年、２～

３割で代弁がふえています。ただ、本県の場合

は幸い、前年に比べると、今のところまだ２割

程度逆に落ち込んでいますので、少なくともこ

の分が21年度に比べてふえてくるということは

ないと思っております。

○野辺委員 もう一点、先ほどの東アジア販売

拡大推進事業ですが、県産品で、例えば輸出が

できない、そういうものも何かあるんですか。

香港とか何でも送り込めるんですか。

○吉田商業支援課長 上海というか、中国本土

につきましては、リンゴ、ナシ、米は輸出でき

るんですが、それ以外の農産物は今のところ輸

出できないと。食品加工品だったらできるとい

う形になっております。それから、台湾につき

ましては、牛肉、鶏肉なんかが輸出できませ

ん。シンガポールについても鶏肉が輸出できな

いという形になっております。

○野辺委員 そうすると、今後、上海が注目さ

れて、テストとしてやられるわけですが、今言
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われた３品だけということになるんですか。

○吉田商業支援課長 加工品はいいんです。リ

ンゴ、ナシ、米以外の農産物というのはだめと

いう形になります。

○野辺委員 今後は、やはり中国、上海あた

り、ぜひ成功してほしいと思います。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○坂口委員 商業支援課長のところ、さっきの

伝統的工芸品の後継者確保とか、後継者を自前

では育てきらないというのは、やっぱり経営環

境がなかなか厳しい中というのが一つあるんで

す。その中で伝統的な技術というものを継承さ

せていって、それをより高めていくというのは

絶対必要なことというのはわかるんですけれど

も、その人たちが後継者になって、今度は経営

として成り立つかどうかというところの見通し

と、そこが厳しければ、それが経営として成り

立たせるようなものがセットでないと、そこに

せっかく飛び込んできて育っていく人たちが

ちょっとかわいそうかなという気がするんで

す。一般的には、なかなか将来性が厳しいと思

うんです。全国共通のそれぞれ持っている悩み

でもあると思うんです。輪島の漆器なんか特に

その最先端でしょうけれども、国宝級の技術も

持ちながら、一方では経営がなかなか成り立た

ずにというようなことで、こういったものを総

合的に解決していかなきゃだめだと思うんです

けれども、そういったものへの取り組みあるい

は考え方というのはどんなものを持っておられ

るんですか。

○吉田商業支援課長 おっしゃるとおり、なか

なか厳しい状況ではあるんです。私どもとしま

しては、今度の予算のほうにも入っています

が、工芸品商品力育成強化事業というのをやっ

ておりまして、これも今年度から始めているん

ですが、工芸品をいろいろやっていまして、一

つの例でいきますと、木工と藍染と陶器関係が

一緒になってプロジェクトをつくろうじゃない

か、それで売れる工芸品をつくっていこうじゃ

ないかというのがありまして、これにアドバイ

ザーをお願いいたしまして、今年度から取り組

みまして、２月にギフト・ショーというのが東

京でありましたけれども、そこへ商品化したも

のを出しましたら、商談も結構ありますし、引

き合いもあるという形で、こういう事業をこれ

からどんどん続けていきたいとふうに考えてお

ります。

○坂口委員 話が飛躍し過ぎる点もあるかと思

うんですけれども、例えばさっき言われた上海

とか、日本のそういった伝統的なものにすごく

魅力を感じているマーケットが海外にありはし

ないかと思うのと、逆に竹細工なんかは東南ア

ジアが起源ですね。そこらにはまた新たな日本

の技術と融合させることで、より技術なり、そ

ういったものを高めていく、あるいは商品価値

を新たに高めていくことができる、そういった

ものを総合的にやらないと、ここで育成した若

い人たちが将来、自分が自立するときがちょっ

とかわいそうかなという気がするんです。ぜ

ひ、そんなものとセットでやっていっていただ

きたいということです。

○宮原委員長 要望ということですので、よろ

しくお願いします。

ほかにございませんか。

○西村副委員長 経営金融課の259ページ、小規

模事業対策費の中に第42回商工会議所女性会連

合会全国大会という項目があって、500万円が計

上されているんですが、この大会がいいとか悪

いとかじゃなくて、後学の意味も込めて伺いた

いんですけれども、これは賛助金とか、補助金
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とか、分類的にはどういったお金なんでしょう

か。

○安田経営金融課長 この予算そのものは補助

金で支出をいたします。この大会自体は全体と

して6,000万強の予算でやられておりまして、大

部分は参加費、それから自主財源で運営されま

すけれども、この大会につきまして、県と地元

宮崎市でそれぞれ補助しようということで、予

算をお願いしているところであります。

○西村副委員長 今の説明でよくわかったんで

すけれども、例えば県が補助するという場合の

線引きというのはどの段階で決まるのか、お伺

いをしたいんです。こういう似たような団体は

多分いっぱいあると思います。また、いろんな

団体からの要望もあると思いますし、ただの名

前貸しだけの協賛のときもあれば、こういうお

金を伴う補助の場合もあると思うので、その辺

の線引きのことをちょっと伺いたいと思いま

す。

○安田経営金融課長 一般的なコンベンション

誘致という話であれば、また別の考え方もある

と思うんですが、今回、これは商工会議所の女

性部が主催します大会で、この中でこれからの

商工会議所のあり方なり、女性部の活動を見直

すいい機会でありますし、一方で参加人員

も3,000人を超える大きな大会ということであり

ましたので、私どもとしては、この大会を宮崎

でやっていただくことに大きな意味があるとい

うことで補助させていただこうというふうに決

めたところであります。

○西村副委員長 例えば、ことし高文祭とか、

ああいうものがあって、宮崎県も協力体制をし

いてやると思うんですけれども、それの商工版

ということもあり、また同じようないろんな団

体の全国大会にもやはり同じように前向きに対

応するということでも考え方としてはいいんで

しょうか。

○渡邊商工観光労働部長 この全国大会は、商

工会が県と一緒に誘致しました。こういう大規

模大会については、特に県の所管課のほうで予

算をつけて支援するという仕組みをとっていま

す。それから、今おっしゃいました大規模なコ

ンベンションは、コンベンションビューローの

ほうに県も宮崎市も予算を流していまして、そ

こから支援していく。それについて、一定規模

の大会以上については幾らする、そういう基準

を決めておりまして、そういう支援体制になり

ます。我々としては、一定規模以上の大会につ

いてはできるだけ救ってやって、いろんな支援

をしていこうと。大会助成補助金以外に、例え

ば歓迎パーティーのための催し、そういうもの

に特別に支援したり、いろんな仕組みがありま

すが、いずれにしてもそういうところでやって

いるということでございます。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 先ほどありました商業支援課の

ほうにはトラック協会の助成金の交付の関係

と、企業立地推進局については予算書の金額の

違いの説明というのを総括質疑の冒頭にやって

いただきますので、よろしくお願いしたいと思

います。

以上で商工政策課、工業支援課、商業支援

課、経営金融課、企業立地推進局の審査を終了

いたします。

入れかえのため、暫時休憩いたします。

午後２時31分休憩

午後２時40分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。
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次に、労働政策課、観光交流推進局の観光推

進課、みやざきアピール課の審査を行います。

労働政策課長から順次説明をお願いいたしま

す。

○押川労働政策課長 労働政策課の平成22年度

当初予算について御説明をいたします。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料の労働

政策課のインデックスのところ、261ページをお

願いいたします。労働政策課の平成22年度当初

予算は46億8,760万8,000円となっておりまし

て、21年度当初予算と比較しますと、36億9,632

万5,000円の増となっております。

以下、主な事業について御説明をいたしま

す。263ページをお開きください。（事項）高年

齢者雇用対策費1,300万3,000円は、シルバー人

材センター連合会への支援など、高年齢者の雇

用促進に要する経費でございます。

264ページをお願いいたします。（事項）Ｕ・

Ｉターン対策費986万5,000円は、ふるさと就職

説明会の開催や県内企業の求人情報の提供な

ど、Ｕ・Ｉターン希望者等の県内での雇用促進

に要する経費でございます。

（事項）緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

費17億1,604万9,000円でございますが、離職を

余儀なくされた非正規労働者や中高年齢者等に

対して一時的な雇用・就業機会の創出を図ると

ともに、総合的な生活・就労相談を実施するこ

とにより、生活の安定及び再就職の促進を図る

ために緊急基金を活用した事業に要する経費で

ございます。

265ページをお願いいたします。４の○新新規学

校卒業者等雇用創出人材育成事業であります

が、これは、未就職卒業者等に対し雇用の場を

提供するとともに、職場実習や外部研修等を通

じたスキルの向上を促進し、安定的な職業への

就職を支援するために要する経費でございま

す。本事業につきましては、２月補正時に債務

負担行為をお願いする際に事業の詳細につきま

しては説明させていただいておりますので、こ

こでは説明を省略させていただきます。

次に、（事項）ふるさと雇用再生特別基金事

業費17億5,442万3,000円でございますが、地域

の実情に応じた創意工夫に基づく事業を実施す

ることにより、安定的な雇用の創出を図るとと

もに、正規雇用化へ向けた地域求職者等の就労

支援を図るためにふるさと基金を活用した事業

に要する経費でございます。

次に、（事項）若年者就労支援強化事業6,746

万2,000円でございます。これは、２の就職相談

支援センター運営事業を初め、若年者の就労支

援を推進するために要する経費でございます。

４の○新 若年者等正規雇用化促進特別事業につき

ましては、後ほど説明をいたします。

次に、266ページをお願いいたします。（事

項）労働福祉事業費2,279万1,000円は、中小企

業労働者の生活の安定と福祉の向上等を図るた

めに要する経費でございまして、教育資金や生

活資金等の貸し付けなどを行うものでございま

す。

267ページをごらんください。（事項）職業訓

練指導費3,180万2,000円は、人材育成及び職業

能力開発行政の推進を図るために要する経費で

ございます。４の○新 第９次宮崎県職業能力開発

計画策定事業は、現在の第８次計画が平成22年

度までとなっていることから、法に基づき、平

成23年度から27年度までの５カ年間における基

本計画を策定するために要する経費でございま

す。５の○新 新規学卒者等就職支援事業につきま

しては、後ほど御説明をいたします。

（事項）認定職業訓練費5,950万9,000円は、
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認定職業訓練団体が実施する職業訓練に対し助

成する経費でございます。

（事項）職業能力開発対策費8,749万9,000円

は、技能検定等を行う宮崎県職業能力開発協会

に対する補助や各種技能競技大会等への参加な

どに要する経費でございます。

（事項）技能向上対策費1,031万9,000円は、

ものづくり体験教室や技能祭り等を行い、技能

尊重機運の醸成、技能士の技能水準の向上、技

能士会の組織の活性化を図るために要する経費

でございます。

次に、268ページをお開きください。（事項）

県立産業技術専門校費５億2,459万1,000円でご

ざいますが、これは、本県の中核的技能労働者

の養成等を行っております県立産業技術専門校

の管理運営や、民間教育訓練施設における離職

者等の委託訓練などに要する経費でございま

す。

次に、主な新規・重点事業の内容について御

説明いたします。商工建設常任委員会資料の20

ページをお願いいたします。まず、○新 若年者等

正規雇用化促進特別事業でございます。１の事

業目的でありますが、この事業は、国のトライ

アル雇用奨励金制度と連動して、新規大学・高

等学校卒業者を含む若年者等及び中高年齢者の

正規雇用の促進を図るものであります。２の事

業概要ですが、県内事業所において国のトライ

アル雇用奨励金制度を活用しまして、若年者等

または中高年齢者をトライアル雇用し、トライ

アル雇用終了後に引き続き正規雇用した場合

に、事業主に１人当たり６万円の助成金を交付

することといたしております。３の事業費とし

ましては、3,061万5,000円を予定しておりま

す。

次に、21ページをお願いいたします。○新 新規

学卒者等就職支援事業であります。１の事業目

的でありますが、この事業は、国が実施します

緊急人材育成支援事業の基金訓練を活用しまし

て、新規学卒未就職者や離職者等の就職が可能

となるよう支援体制の強化を図るものでござい

ます。２の事業概要ですが、基金訓練終了後に

基金訓練修了生が県内で正規雇用または４カ月

以上雇用された場合に、就職支援を行った基金

訓練の実施機関に対しまして、１人当たり３万

円を謝金として支給することとしております。

３の事業費としましては、2,580万7,000円を予

定しております。

以上が主な新規・重点事業の内容でございま

す。

労働政策課の説明は以上であります。よろし

くお願いいたします。

○後沢観光推進課長 観光推進課の当初予算に

ついて御説明いたします。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料の青い

インデックスで観光推進課のところ、273ページ

をお開きください。観光推進課の平成22年度当

初予算は11億5,678万9,000円となっておりま

す。うち一般会計は８億3,704万9,000円で、平

成21年度当初と比較しますと、1億1,258万4,000

円の増、率にして約15.5％の増となっておりま

す。次に、えびの高原スポーツレクリエーショ

ン施設特別会計でございますが、355万2,000円

で、平成21年度当初と比較いたしますと、34

万7,000円の減、率にして約8.9％の減となって

おります。県営国民宿舎特別会計についてでご

ざいますが、３億1,618万8,000円で、平成21年

度当初と比較いたしますと、2,520万2,000円の

減、率にして約7.4％の減となっております。

それでは、一般会計の新規・重点事業など主

なものについて御説明をいたします。275ページ



- 46 -

をお開きください。まず、（事項）県営宿泊休

養施設改善対策費２億3,009万6,000円でござい

ます。これは、県営国民宿舎特別会計に対する

繰出金でございます。

次に、276ページをお開きください。（事項）

観光振興費9,305万3,000円でございます。説明

欄２の観光振興応援事業8,000万円でございます

が、これは、県内各地で商工観光関係団体等が

行う地域や観光振興に資する事業を支援すると

ともに、その推進体制や観光振興を担う人材の

充実を図るものでございます。次に、４の宮崎

おもてなし日本一実現事業でございます。568

万8,000円でございますが、これは、おもてなし

に関する研修会の開催や、おもてなしに関する

調査、表彰などを行うとともに、市町村や観光

関係者が行うおもてなし充実のための取り組み

に対し支援するものでございます。

（事項）観光コンベンション誘致促進事業費

１億2,213万7,000円でございます。説明欄２の

コンベンション誘致推進事業3,445万1,000円で

ございますが、これは、コンベンションの誘致

を促進するために、コンベンション主催者に対

する開催経費の一部補助や開催地決定権を有す

るキーパーソンの招聘などを行うものでござい

ます。

（事項）スポーツランドみやざき推進事業

費5,677万5,000円でございます。次のページの

説明欄４のスポーツランドみやざき誘致促進事

業2,087万8,000円でございますが、これは、市

町村や関係団体と連携しながら、スポーツキャ

ンプ等の誘致活動や歓迎行事を行うとともに、

プロスポーツキャンプへの誘客や情報発信事業

を行うものでございます。次に、５の○改 スポー

ツランドみやざき施設等整備促進事業2,000万円

でございます。これは、スポーツキャンプ等の

受け入れ基盤となるスポーツ施設やマリンスポ

ーツ環境の整備を促進することによりまして、

全県的なスポーツランドみやざきづくりの展開

を推進するものでございます。

次に、（事項）国内観光宣伝事業費9,148万円

でございます。説明欄２のフィルム・コミッ

ション機能充実事業500万5,000円でございま

す。これは、民間レベルでのフィルム・コミッ

ション事業に適した人材を確保するとともに、

ロケーションリサーチやロケ対応等の支援業務

を実施するサポート体制を整備することで宮崎

フィルム・コミッションの一層の機能充実を図

るものでございます。３のフィルムコミッショ

ン促進・展開事業342万9,000円でございます。

これは、映像を通じて本県の魅力の発信、観光

客の誘致のために、映画やドラマの誘致を図る

とともに、市町村単位でのフィルム・コミッ

ション組織の設立の実現などを推進するもので

ございます。次に、５の○改 日本のふるさと宮崎

誘客促進事業3,294万3,000円と、次の（事項）

国際観光宣伝事業費の説明欄２の○改 日本のふる

さと宮崎誘客促進事業3,448万3,000円につきま

しては、後ほど委員会説明資料で御説明をさせ

ていただきます。

（事項）国内観光宣伝事業費に戻っていただ

きまして、説明欄７の九州新幹線誘客対策事

業1,400万6,000円でございます。これは、平

成23年の九州新幹線全線開通に対応いたしまし

て、ターゲットとなります関西・中国地域など

からの誘客に向け、取り組むものでございま

す。次に、８のみやざき恋旅プロジェクト1,000

万円でございます。これは、本県に数多くある

恋や愛にちなんだ地名や神話にまつわる縁結び

のスポットなどの地域資源を活用いたしまし

て、カップルや女性グループを中心とした誘客
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を図り、恋旅ブームの創出を図るものでござい

ます。次に、９の九州新幹線観光バスルート実

証実験事業1,464万円でございます。これは、九

州新幹線の全線開通に対応いたしまして、熊

本、鹿児島の新幹線停車駅から宮崎への新たな

観光バスルートの開発に取り組むものでござい

ます。10の○新 みやざき食の街道・食の横丁づく

り推進事業130万円と、11の○新 南九州３県デス

ティネーションキャンペーン事業800万円につき

ましては、後ほど委員会説明資料で説明をさせ

ていただきます。

次に、（事項）共同観光宣伝事業費3,747

万9,000円でございます。これは、広域的な連携

により観光客の誘致促進を図るために、九州観

光推進機構や国際観光振興機構などに負担金を

拠出するものでございます。

以上が一般会計でございます。

次に、278ページをお開きください。えびの高

原スポーツレクリエーション施設特別会計でご

ざいます。（事項）県営えびの高原スポーツレ

クリエーション施設運営費43万円でございま

す。これは、施設の維持補修費などでございま

す。（款）公債費312万2,000円でございます

が、これは、説明欄にございますように、施設

建設の起債償還金でございます。

次に、279ページをごらんください。県営国民

宿舎特別会計でございます。（事項）国民宿舎

えびの高原荘運営費596万9,000円及び（事項）

国民宿舎高千穂荘運営費111万4,000円でござい

ますが、これは、施設の維持補修費などでござ

います。（款）公債費３億910万5,000円でござ

いますが、これは、えびの高原荘と高千穂荘の

建設起債の償還金でございます。

なお、特別会計は、別途配付してございます

平成22年２月定例県議会提出議案の議案第８号

及び議案第９号にもございますが、説明が重複

いたしますので、この説明にかえさせていただ

きたいと思います。

次に、主な新規・重点事業の内容について御

説明したいと思います。常任委員会資料の24ペ

ージをお開きいただきたいと思います。○改 日本

のふるさと宮崎誘客促進事業でございます。１

の事業目的でございますが、地域や民間の観光

振興に向けた取り組みを活発化させながら、宮

崎ならではの観光の魅力を創出するとともに、

効果的な情報発信を実施し、旅行目的地として

の知名度向上を図り、国内外の観光客の増加を

目指すものでございます。２の事業の概要でご

ざいますが、まず（１）の国内対策事業といた

しまして、意欲ある民間観光事業者による観光

素材の磨き上げや誘客に向けた仕掛けづくりを

支援いたしまして、誘客につながる取り組みを

積極的にＰＲするとともに、旅行会社に対して

旅行商品化に向けた働きかけを行うこととして

おります。次に、（２）の国外対策事業でござ

いますが、韓国、台湾、中国など東アジアを中

心とした地域におきまして、それぞれの旅行事

情に応じた宣伝誘致施策などを展開してまいり

たいと考えております。３の事業費といたしま

しては、6,742万6,000円を予定しております。

４の事業効果といたしましては、官民一体と

なった宣伝誘致活動を行うことによって国内外

の観光客を増加させ、本県観光の振興が図られ

るというふうに考えているところでございま

す。

次の25ページをごらんください。○新 みやざき

食の街道・食の横丁づくり推進事業でございま

す。まず、１の事業目的でございますが、日本

一に輝く宮崎牛に代表されるように高い評価を

受けている本県の食材などを活用いたしまし
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て、食による観光客誘致を図ってまいりたいと

考えております。２の事業概要でございます

が、本県ならではの食の素材などを活用しなが

ら、観光客を呼び込めるような料理の開発やＰ

Ｒなど、食の観光の取り組みを連携して実施す

る団体などに対して支援を行うというものでご

ざいます。３の事業費といたしまして、130万円

をお願いしたいと思っております。４の事業効

果でございますが、県内全域で食の街道・食の

横丁づくりなどが進むことで本県の新たな観光

の魅力が整備されるものと考えております。

次に、26ページをごらんください。○新 南九州

３県デスティネーションキャンペーン事業でご

ざいます。１の事業目的でございますが、九州

新幹線の全線開業を機に、熊本県、鹿児島県及

びＪＲと連携いたしまして、南九州の魅力を全

国に向けて集中的に発信するとともに、旅行会

社などの旅行商品造成への働きかけを行いまし

て、本県を初め南九州への誘客促進を図るとい

うものでございます。２の事業概要でございま

すが、ＪＲが全国規模で展開いたしますデス

ティネーションキャンペーンに、熊本県、鹿児

島県とともに参加いたしまして、平成23年秋の

キャンペーン期間に向けた誘客の取り組みを３

県共同で実施していくものでございます。３の

事業費でございますが、800万円をお願いしたい

と考えております。４の事業効果といたしまし

ては、ＪＲグループ等と共同でキャンペーンを

実施することで全国に向けた情報発信や南九州

３県への集中送客が期待できるというふうに考

えているところでございます。

観光推進課の説明は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

○甲斐みやざきアピール課長 みやざきアピー

ル課の平成22年度当初予算について御説明いた

します。

お手元の平成22年度歳出予算説明資料のみや

ざきアピール課のインデックスのところ、281ペ

ージをお開きください。当課の平成22年度当初

予算額は２億2,897万円となっております。21年

度当初予算と比較しますと、2,488万7,000円の

増額、率にして約12.2％の増となっておりま

す。

それでは、主な事業について御説明をいたし

ます。283ページをお開きください。（事項）県

外広報対策費4,618万3,000円でございます。こ

れは、本県のさまざまな魅力を県外においてア

ピールするために、全国各地で実施するトップ

セールスを初め、みやざき大使・応援隊の活用

や、広報誌等の作成等を行うものであります。

この中で一部事業の改善を図っておりますの

で、後ほど委員会資料で説明させていただきま

す。

次に、（事項）ほほえみ花の国みやざきづく

り推進事業費1,023万7,000円でございます。こ

れは、一年を通して花のあふれる、ほほえみ花

の国みやざきの創出を図るために、核となるイ

ベントでありますみやざきフラワーフェスタを

開催するとともに、県内の個人や団体等が実施

します特色ある花の取り組みを表彰し、支援を

するものであります。

次に、（事項）おもてなし日本一観光案内板

整備事業費でございます。説明欄１の○改 おもて

なし日本一観光案内板整備事業230万円でありま

すが、これは、県内外の主要な観光地や交通拠

点に観光案内板等を整備しまして、観光地や道

路等の情報提供を行うことにより、観光客の利

便性向上と県内観光地間における周遊促進を図

るものであります。

次に、（事項）観光交流基盤整備費でござい
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ます。284ページをお開きください。説明欄３の

○改 新魅力創出！みやざき観光地づくり支援事

業2,530万円につきましては、後ほど委員会資料

で説明させていただきます。

次に、（事項）一村一祭アピール事業でござ

います。説明欄１の一村一祭アピール事業1,612

万円でありますけれども、これは、各市町村一

押しの祭り、イベント、いわゆる一村一祭や、

宮崎観光遺産の魅力を県内外に広くアピールす

るとともに、それらを活用した市町村等の取り

組みを支援するものであります。

次に、（事項）地域活性化促進費でございま

す。説明欄１の○改 みやざき移住定住促進事

業1,392万3,000円でありますけれども、これ

は、あらゆる世代の都市住民等を対象にしまし

て、本県の住みよさや魅力を強力にアピールし

ますとともに、移住希望者にとりまして必要と

なっております仕事や住宅の確保、移住後の地

域住民との交流に対する支援を強化しまして、

市町村や地域住民が主体となった受け入れ体制

の充実を図るものであります。

次に、２の○新 宮崎移住！地域おこし後継者発

掘事業2,536万4,000円につきましては、後ほど

委員会資料で説明させていただきます。

歳出予算の説明は以上でございます。

次に、主な新規・重点事業の概要について説

明させていただきます。商工建設常任委員会資

料の27ページをお開きください。○改 県外みやざ

き応援団ネットワーク強化事業についてであり

ます。１の事業目的についてであります。この

事業は、本県出身の著名人等から成りますみや

ざき大使、県外から応募いただきましたみやざ

き応援隊の口コミパワーを強化しまして、さら

に情報発信力の強い大手民間企業等との連携を

進めるものでございます。次に、２の事業概要

につきましては、（１）にあります大使・みや

ざき応援隊の皆様に効果的な情報発信をしてい

ただくために、これまでのように定期的に広報

誌など本県の最新の情報をお送りするととも

に、大使・応援隊の人数の拡大に努めたいと考

えております。（２）につきましては、情報発

信力の強い大手民間企業と連携しまして、その

企業の広報媒体、イベント等を通しまして、本

県の農畜産物や特産品、観光などを効果的にア

ピールするものでございます。（３）のホーム

ページによるＰＲにつきましては、来年度にホ

ームページを新しく立ち上げまして、①にあり

ますように、県外で開催されます本県関連のイ

ベント情報、あるいは本県の特産品等に関する

最新の情報を掲載しまして、ＰＲしたいと考え

ております。また、②にありますように、全国

各地で協力をいただいております大使・応援隊

の皆様方から体験談あるいは身近な情報をお寄

せいただきまして、それを紹介しまして、情報

を共有することで皆さんの連帯意識を強めまし

て、口コミ力をさらに高めていきたいと思って

おります。３の事業費につきましては、1,036

万1,000円をお願いしております。４の事業効果

としましては、そういったことを通しまして、

宮崎の応援をいただく方々のネットワークや情

報発信力を活用しまして、国内全域でのアピー

ルが効果的に展開できるものと考えておりま

す。

次に、28ページをごらんください。○改 新魅力

創出！みやざき観光地づくり支援事業について

であります。この事業は、現在取り組んでおり

ます観光地総点検を魅力ある観光地づくりとし

てつなげるために、今年度の創造・再生！新み

やざき観光地づくり事業を改善するものでござ

います。まず、１の事業目的についてでありま
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すけれども、（１）にありますように、見る観

光から体験する観光へといった観光需要の変化

に的確に対応しまして、あるいは本県への観光

客の増加を図るために、地域住民等との協働に

よります観光地に新たな魅力づけを行う市町村

等に対し、そういった取り組みの支援をするも

のでございます。特に、（２）にありますよう

に、これまでの取り組みの成果を継承しまし

て、さらに観光地総点検と連動させることによ

りまして、体験型観光メニューの創出、県内観

光地のネットワーク化を促進したいと考えてお

ります。次に、２の事業概要についてでありま

す。まず、補助金の交付をする事業主体としま

しては、市町村、ＮＰＯ等の観光地づくり団体

としております。２の補助対象事業につきまし

ては、最長２年間で実施する①にあります観光

地づくりプラン策定事業、最長３年間で実施し

ます②のソフト・ハード事業で構成しておりま

して、それらを実施します市町村等に県が支援

するものであります。（３）の補助率は２分の

１以内としております。（４）の補助限度額に

ついてでありますけれども、プラン策定、ソフ

ト・ハード事業ごとに、資料のように、期間、

金額の上限を設けております。３の事業費につ

きましては、2,530万円を計上しております。４

の事業効果につきましては、（１）にあります

とおり、ソフト・ハード事業を地域が一体と

なって取り組むということになりまして、

（２）にありますように、その結果、地域の一

体感が醸し出されまして、持続的で自立した観

光地づくりが推進されるものと考えておりま

す。

次に、29ページをお開きください。○新 宮崎移

住！地域おこし後継者発掘事業についてであり

ます。１の事業目的についてでありますけれど

も、中山間地域等を中心に、後継者を必要とし

ている生産者と仕事と住まいを求めている全国

の移住希望者を引き合わせる場を提供しまし

て、本県への移住定住を促進することを目的と

しております。２の事業概要についてでござい

ますけれども、県内で後継者、担い手を探して

おられます農林漁業者等の方々の情報を一元化

しまして、それらの情報を移住希望者に提供し

ますとともに、後継者バンク制度の実施項目の

④にありますように、そういった方々と特に中

山間地域等でそういった仕事をする、定住する

というマッチングが成立した場合には、ふるさ

と雇用再生特別基金を活用しまして、移住希望

者を１年以上受け入れる生産者と県が事業委託

契約を締結しまして、その事業に必要な資金あ

るいは賃金等を支援するということにしたいと

考えております。３の事業費につきまして

は、2,536万4,000円を計上しております。４の

事業効果についてでございますけれども、こう

したことを通じまして移住者がふえると、それ

に伴う経済効果及び中山間地域等の活性化が図

られるものと考えております。

以上でみやざきアピール課の説明を終わりま

す。

○宮原委員長 執行部の説明が終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○井上委員 雇用については努力をされている

ということはよくわかるんですが、技術者をふ

やすということについても熱心にやられている

ということがよくわかるんですが、教えていた

だきたいのは、職業能力開発対策費の中の宮崎

県職業能力開発協会に補助金というのが出てい

るんですけれども、職業能力開発協会の役割と

いうのはどんなふうに位置づけられるんです

か。
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○押川労働政策課長 職業能力開発協会は、職

業開発促進法で設置が規定されている特殊法人

でございまして、具体的には、技能検定試験の

実施、認定職業訓練を対象とした会議、訓練指

導員に関する講習、社員研修等の開催、または

地域職業訓練センターの管理運営受託、職業能

力開発サービスセンターの運営受託等を行って

いる団体でございます。一番大きいのが技能検

定試験等の実施でございます。

○井上委員 それはそういうふうに決まってい

るんですけれども、県との役割分担といったら

おかしいけれども、技能者をふやしていった

り、技術力を上げていったり、技能力を上げて

いくということについての県の政策としてある

分と開発協会がしている分はどんな状況です

か。

○押川労働政策課長 先ほど事業内容について

申し上げましたけれども、適正な技能検定試験

の実施、そういう職業訓練の指導を行うことに

よりまして、職業能力の開発及び向上の促進に

寄与するということをやっている団体でござい

ます。

○井上委員 今度、新規で第９次の宮崎県職業

能力開発計画策定事業というのが現実にあるの

で、このあたりはどうなるのかなというのが

ちょっと疑問なんです。

○押川労働政策課長 ５年に１回、国が定めま

した計画に基づいて県計画を策定するというこ

とになっておりますが、その中で、具体的に、

県と一体となって、または実働部隊として、職

業訓練または中小企業等に実際出向いていって

の指導、そういうことを行う役割を担っている

団体でございます。

○井上委員 また別の機会でもいいから詳しく

教えてください。政策的効果がどこで何をやっ

たときに上がるのかというのがわかりづらいと

いうか、私の頭がおかしいかもしれないんです

が、理解ができませんでした。技能者に対して

はぜひ御支援等いただいて、しっかりと宮崎で

地域の中にある技術というのを守っていけるよ

うに努力をお願いしたいというふうに思いま

す。

それでは、観光のほうなんですが、今回も、

スポーツの関係でいえば、キャンプはいろんな

意味で有効だったんですけれども、今来ている

球団についての変更というのは今後ないと考え

てよろしいでしょうか。

○後沢観光推進課長 今、プロ野球について５

球団に来ていただいておりますけれども、基本

的に、宮崎でキャンプの本拠を置いていくとい

うことについては今後も変わらないというふう

に聞いております。ただ、巨人については来年

の春から、キャンプの後半というふうに聞いて

おりますけれども、沖縄でキャンプをしている

プロ野球チームと練習試合をするために、一部

が沖縄に行って練習試合をこなすというふうに

は聞いております。

○井上委員 宮崎の今回のようなキャンプの状

況から大きく変化があるというふうにお考えで

すか。

○後沢観光推進課長 どれぐらい影響があるの

かということはわからないところはあります

が、これまで巨人軍とは50年にわたるおつき合

いがありますし、キャンプ地としての宮崎は非

常に球団から高く評価していただいておりま

す。また、施設面につきましても、県の総合運

動公園で今、合宿をしておりますが、非常に高

い評価をしていただいておりますので、球団が

キャンプの本拠は宮崎に置くというふうに言っ

ておられるので、我々としては、引き続き巨人
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を盛り上げて、今までと同様、経済効果も含め

て県内に及ぶようにできるだけの努力をしてい

きたいと考えております。

○井上委員 ぜひ、気を抜かないでいただきた

いなというふうには思っております。微妙なこ

ともあるので、気を抜かないでいただきたい。

今回南郷は、菊池雄星君のおかげでシャトルバ

スが出るぐらい、以前の南郷のキャンプの状況

とは違うような状況が出ましたし、いろんな意

味で、先ほどは県産品の話が出たんですけれど

も、宮崎をアピールするのには本当に大きな力

―プロ野球の球団が来ていただいているのは

影響があるというふうに思っていますので、そ

のプレゼンの仕方も考えないといけないところ

はいっぱいあるとは思いますが、ぜひそこは気

を抜かないでいていただきたいというふうに

思っております。微妙ないろんな変化について

も情報の収集をしていただきたい。

続けてですが、私ども会派で韓国に行きまし

たときに、あっちの球団の人たちに宮崎でキャ

ンプをしませんかみたいなお話をさせていただ

いた経過もあるんですが、そういうことも含め

て、いろんな形で本当にスポーツランド―こ

れまでやっていいのかというぐらいのことを宮

崎はやってもいいというふうに私は思いますの

で、ぜひそのあたりの努力をしていただきたい

と思いますが、国外のチームについてはどんな

ふうになっていますか。

○後沢観光推進課長 現在でも韓国から、起亜

タイガース、斗山ベアーズということで野球チ

ームには来ていただいておりますし、台湾の野

球チームにつきましては、チーム数が少ないと

いうこともあるようですけれども、当然、我々

はキャンプの誘致をしていくときに、プロ野

球、それは国内外問わず、アマチュア、広くで

きる限りのことをやっていこうと思っていま

す。ただ、一つ懸念があるのは施設の整備状況

というか、受け入れキャパの問題もありますの

で、無用な受け入れをして混乱が生じるという

ことがないように、避けながら、できるだけ拡

大できるように頑張っていきたいと思っており

ます。

○井上委員 今回、ソフトバンクとの試合のと

きも、お客様の中に外国の方もたくさん来てい

ただいて盛り上がりを見せたと。私は、夫がソ

フトバンクファンだものですから、キャンプの

情報というのを一々聞くんですが、そういう状

況だったということを聞いております。また、

そのあたりも含めて、今後、私どもが東アジア

とかいろいろ、何とかというときの一つのツー

ルにもなるんではないかというふうに思います

ので、ここはぜひまた仕上げていただければと

いうふうに思っています。

続けて、九州新幹線の誘客対策事業ですが、

関西と中国地域等からの誘客に向けた取り組み

を進めるということですが、それともう一つは

これに関連して九州新幹線観光バスルートの実

証実験ですが、現実に状況としてはどういうふ

うになっているんでしょうか。

○後沢観光推進課長 新幹線の対策事業がいろ

いろあるものですから、わかりにくいかもしれ

ませんけれども、新幹線を活用した誘客を図っ

ていく上で大事なことが３つあると思っていま

す。１つは、新幹線停車駅から本県にお客さん

を運んでくる２次交通をどう充実させるか、２

つ目が、それと密接に関係しますが、その２次

アクセスを活用しながら、どうやって魅力的な

ルート設定をして旅行商品をつくっていくか、

３つ目が、それを我々が誘客対象とする主に中

国・関西方面の方々にどうＰＲしていくかとい



- 53 -

うことだと思っています。基本的に我々が使っ

ているのが九州新幹線誘客対策事業、今、委員

がおっしゃった事業でございますが、これを使

いまして、県内の観光関係者、旅館・ホテルの

関係者、レンタカー、バス、ＪＲ、エアなどの

各キャリア、あとはエージェント、関係の市町

村や県が一緒になって、今の３点について検討

するチームをつくっております。プロの専門家

の方の御意見も聞きながら、観光ルートの検討

をしているところでして、今の段階ですと、県

北―熊本から高千穂入り、県央―人吉から

宮崎入り、県南―霧島から宮崎入りの３コー

スについて、主にレンタカーを使ったコース設

定と商品造成ができないかということを検討し

ております。まだ先行きは不透明なところがあ

りますが、そういうことで取り組んでおりま

す。

別事業ではございますが、コースを検討する

だけではなくて実際にバスを走らせながら、事

業採算ベースに乗るのか、どれぐらい観光客の

皆さんに評価いただけるのかということをやろ

うということで、バスルートの実証実験をやっ

ております。

ＰＲにつきましては、今度、新規でお願いし

ている、ＪＲと組んでやるデスティネーション

キャンペーンは大きな力を発揮すると我々は

思っておりますが、現在も、県単独はもちろん

ですけれども、南九州３県で広域的な観光振興

をしようという協議会をつくっておりまして、

そことも連携しながら、広島や岡山方面でのＰ

Ｒを始めているところでございます。

○井上委員 ぜひ、これは今後の大きなあれに

なると思うので、ここには力を入れていただき

たいと思うんです。

これに関連してなんですけれども、みやざき

食の街道・食の横丁づくりですが、結局、来て

いただいたら今度は何でつかむかといったら胃

袋をつかむみたいな感じなんですけれども、胃

袋づかみのところなんですけれども、宮崎は食

材も含めてすごくいいものがいっぱいある。問

題は、そのプレゼン、食べさせ方だと思うんで

す。今回、私は議場で聞いていて非常に気に

なったのが、宮崎のカツオは本当においしいん

ですけれども、宮崎県民は意外にカツオを食べ

ないんですね。余り食べていないんです。先

日、女性の人ばかり集まっていただいたとき

に、カツオはどうですかという話をしたら、カ

ツオは新しいときにお刺身で少し食べるけれど

も、それ以上じゃないと。好きな方もいらっ

しゃるんですが、せっかくいいカツオがあっ

て、高知の皿鉢料理とはまた違う意味合いで宮

崎のカツオを食べさせる何かができないもの

か。例えば、北浦のアジやサバはおいしいとい

うふうに頭の中にインプットされるぐらい、そ

ういうものがありますが、カツオについては、

宮崎県民というのはよほど好きな方以外はなじ

みがない。煮魚にしておいしいかと言われる

と、そうでもないんです。昔の角煮みたいなも

のなら、結構力入れてつくればおいしいかなと

いうようなのがあると思うんです。だから、宮

崎県の食材の食べさせ方、そこの開発も含めて

ですけれども、プレゼンの仕方が宮崎の観光地

としてのありようを象徴しているような気がす

るんです。何でもなく豆乳と豆腐が出るけれど

も、黒川で食べるとやけにおいしいとか、アユ

も背開きされて別の形で出てくるとおいしいと

か、その工夫はどうなのかというのがちょっと

気になるんですが、そこはどうなんですか。

○後沢観光推進課長 食を観光の重要な素材と

して売り出すときに、これはおいしいですよと
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単品で紹介するということもあるのかもしれま

せんけれども、抽象的な言い方かもしれません

が、ストーリーとかテーマをつけて売り出して

いくと、一つおもしろい素材に仕立て上がるん

じゃないかということで、この事業を発想した

したところです。例えが適切かどうかわかりま

せんけれども、私なんかは宮崎に来て、意外と

釜揚げうどんがおいしいなと思うんですけれど

も、それが束になって威力を発揮していないと

いう感じもあるので、こういうのは言った者勝

ちだと思うので、ニシタチのあのエリアは釜揚

げうどん横丁ですとか、そういう言い方をし

て、テーマとかストーリーをつけて売り出して

いくということをやっていきたいなと。そうい

う取り組みを、例えば伊勢海老街道とか飫肥の

食べ歩きとか、県内でもそういう動きはありま

すので、行政として民間のそういう自発的な動

きを一生懸命応援してあげるというスタンス

で、食をテーマとした観光資源づくりというの

を育てていきたいというふうに考えておりま

す。

○渡邊商工観光労働部長 観光推進課長がるる

述べましたけれども、要は、この問題はずっと

あるわけです。それをどうするかということで

すけれども、個々の観光地の料理を出すところ

を、旅行商品を造成する専門家に評価してもら

う、これが一番早いんです。何が足りないの

か、そういう試みをやらないとだめですね。今

回の事業というのはそういうことを個々にやっ

ていく。いろいろ高邁なやり方はありますけれ

ども、例えば井上議員がおっしゃいましたが、

えびのの京町温泉で出す料理があるんだろうと

思います。その料理は何が足りないのか、どう

いう工夫をしているのか、それを個々に評価す

るしかない。それは旅行商品をつくる旅行代理

店とか、そういう専門家の目を通して指摘して

もらって、その上で工夫する、そういう取り組

みだろうと思います。そういう取り組み、地道

なやり方ですけれども、そういうことを一つ一

つやっていくしかないということだろうと思い

ます。

○井上委員 宮崎の海岸線を縦に行く七福神め

ぐり、あれはすごくいいと思うんです。これは

おもしろいというか、神社の妙な宮司さんが出

てきていろんな話をされるんですけれども、そ

の人たちのお一人お一人がまた全然違うんで

す。そして、食事はどこでするかというのが伊

勢海老街道ですね。あの七福神は物すごく宮崎

としては売りになる観光の一つだと思うんで

す。私は北からおりてきたんですけれども、青

島を最後にしたいから、上からおりたんです

が、下から行く人もいると思うんです。南から

北に行く人、北から南におりる人というのがい

る。延岡の一つ一つのお寺さんや神社さん、こ

れがまたすごくいいんです。ああいうのがあっ

て、食が横に広がったりとかいうと、これは物

すごく大きな―熊本と鹿児島にないとした

ら、ああいうものは全くないと思うんです。本

当に七福神そろうんですから。そのときにはお

土産はいただけるわ、お話は聞けるわ、最高の

ことがいっぱいあるわけです。ですから、先ほ

ど課長が言われたように、テーマが一つ宮崎に

背骨みたいなのがあったら、鹿児島と熊本には

負けないだろうなと。向こうのほうが仕掛けが

大きいというのがちょっとあるんですけれど

も、そういう意味でいうと、宮崎は負けないん

じゃないかなと。問題は、何度も言うようです

が、プレゼンの仕方ですね。そこからプラスし

てどこかに行っていただく、横に広がっていく

というものをもうちょっと工夫していただける
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と、磨き上げの中には最高のものがいっぱいあ

るというふうに思うんです。そこはぜひやって

いただければというふうに思うんですが、どう

でしょうか。

○後沢観光推進課長 今、委員御指摘のあった

七福神ですけれども、通称旅連という旅館を

やっている皆さんの集まりですけれども、そこ

が自分たちで旅行商品としてのコースを組んで

商品化して売り始めております。ただ、おっ

しゃったとおり、知名度向上のため、これから

努力しないといけませんが、そのためには、七

福神を回るというだけではなくて、例えば今御

提案があったような食と組み合わせるとか、い

ろんな素材と組み合わせて魅力アップしていく

という取り組みが必要だと思いますので、そう

いう旅連を初めとする観光関係者とよく意見交

換しながら、工夫していきたいというふうに

思っています。

○井上委員 漁連が今、港の駅をつくっていま

すが、あれも素材は物すごくいいんだけれど

も、ぜひ気をつけていただいて、気を抜かない

ようにしていただきたいと。向こうが透けて見

えるようなお刺身を出されると、私たちは宮崎

県内の人間だから、それは差し引いてプラスも

してというふうなことだけれども、県外の人が

来られてあれを見られたら、漁協でこれを出す

かと言われると、ちょっとつらいものがありま

す。港の駅というのは皆さん好きで、結構あそ

こで食べるんです。ランクづけしてもらったら

わかるけれども、女の人たちに一回聞いてみて

ください。どこは１位だけれども、あそこはと

んでもないとかいうところがあるわけです。あ

れがすごく私は気になって、七福神で行ったと

きにどこで食事をするかというときには、選べ

ないところがあったり、ちょっと気をつけてい

ただけるといいのかなと。こんなことを申し上

げて恐縮ですが、気を抜かないでもらいたいと

いう一つの例としてお願いしたいと思います。

以上です。

○宮原委員長 要望ということですので、よろ

しくお願いをします。

○太田委員 資料のほうだけでいきます。20ペ

ージの○新 若年者等正規雇用化促進特別事業、こ

れは3,000万でありますが、3,000万の内訳は、

財源としては基金か何かでということでした

か。

○篠田地域雇用対策室長 これは一般県費でと

いうことで考えております。

○太田委員 これはイメージなんですが、事業

主に対して助成金を６万円支給するということ

でありますが、この６万円というのは、簡単に

言うと事業主に対する御褒美というような感じ

のものか。これは事業主がいただくということ

で、そのお金については自分の事業に再投資す

ることができるのか、自分のポケットマネーと

して受け取ることができるのか、それは事業主

の判断であって、本当に御褒美ですよというふ

うにとるのか、その辺、イメージなんですが。

○篠田地域雇用対策室長 これは正規雇用化を

図った場合、１人につき６万円支給するという

ことで、正規雇用を図った方の人件費の一部に

充ててもらうということも考えます。

○太田委員 今の説明では事業主に交付すると

いうことですが、これは縛りとして人件費に充

てなさいというのもあるんですか。

○篠田地域雇用対策室長 例えば、トライアル

雇用して正規雇用化を図りましたら、１人６万

円、事業主に助成するわけですけれども、その

６万円については、例えば会社の経営の一部で

すから、当然、正規雇用化した方の人件費に充
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てることもあるでしょうし、経営の一部に充て

ることもあるというふうに考えております。

○太田委員 一部に充てることがあるというこ

とであれば、事業主がいただくということもで

きるという意味があるんですか。それはないん

ですか。もう一回確認してください。人件費の

一部に充てる、もしくは経費に充てるというこ

とであれば、個人ということは考えられないん

です。一部に充てることもできると言うものだ

から、では残りは事業主がいただくこともあり

得るのかなというふうに感じられるから、確認

なんです。

○篠田地域雇用対策室長 ６万円ということで

すので、例えば正規雇用化したら、20万とか月

給を払っていくわけですけれども、当然、正規

雇用化した場合の人件費の一部に充てる場合も

あるでしょうし、会社であれば経営の中の一部

に充てることもあると思います。

○太田委員 使い方はその２つぐらいしかあり

得ないということですね。説明が事業主に対し

てということだから、ちょっと誤解が生じるか

なと思って、確認なんです。

○篠田地域雇用対策室長 これは正規雇用した

場合の助成金ですので、事業主が使うというこ

ともあるかもしれませんけれども、通常考えて

おりますのは、正規雇用化した人の人件費と

か、経営の一部に充てられるんじゃないかと考

えています。

○太田委員 事業主に対して助成金ということ

ですから、今のでもどうかなとちょっと思う感

じはするんです。私は、どっちでもいいんです

よ。これが出されたときに、社長としてそうい

う取り組みをしたところには少しのメリットも

ないといかんのかなという思いからつくられた

ものなのか。例えば、障がい者を雇用した場合

にいろんな助成制度がありますが、それは障が

い者雇用のための賃金等に行くというのが基本

的になっていますね。これがそういうものなの

かというところを確認したかったんです、どっ

ちでもいいんですけれども。

○篠田地域雇用対策室長 この助成金は正規雇

用化を図るための助成金という意味で、個人の

事業主のポケットに入るものではなくて、会社

なりそういうものに入るものと考えておりま

す。

○太田委員 わかりました。21ページの新規学

卒者等就職支援事業、これは基金訓練の実施機

関が行った場合の謝金というふうになっていま

すけれども、基金訓練の実施機関というと、例

えばどんなところになるんですか。

○押川労働政策課長 現在想定していますの

が21団体ございますが、職業能力開発協会あ

り、宮崎総合学院あり、日南職業訓練会あり、

認定校並びに専門校等、基金訓練の対象事業者

でございます。

○太田委員 この謝金というのは、その機関の

いろんなかかる経費に充てられるであろうとい

うふうに理解していいですか。

○押川労働政策課長 訓練をしていただいた実

施機関が引き続いて訓練修了生の就職支援を

行った、どこかに就職をさせてもらった、そう

いうような場合に１人当たり３万円支給すると

いうインセンティブです。

○太田委員 先ほどの質問とちょっと似たよう

なことで聞いているんですが、悪意ではとって

いないんですよ。インセンティブを与えないか

んということは、ある程度そういう努力をした

方には何かがあってもいいと思うんです。それ

をどの辺にウエートを置いておられるのかなと

いうことなんです。
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○渡邊商工観光労働部長 こちらのほうは謝金

という名前を使っていますけれども、いずれに

しても、先ほど課長が言いましたインセンティ

ブを与えるための謝金でございまして、これは

事業主体、事業者に渡す金でございますので、

そういうふうに受け取っていただきたいと思い

ます。

○太田委員 29ページの宮崎移住！地域おこし

後継者発掘事業の中で、後継者バンク制度の実

施の①に中山間地域等を中心に後継者を必要と

している生産者を募集というふうになっていま

すが、後継者を必要としているということは、

例えば農業で考えた場合、農業に従事されてい

る方が後継者を必要とするということであれ

ば、土地はある、そこに血縁関係のないどなた

かが来てくれるといいがなという思いから呼び

込むというイメージでよろしいんでしょうか。

○甲斐みやざきアピール課長 農業の例です

と、そういうふうな状況を―例えば家も農地

も自分たちがいなくなったら手放すのかなと、

だれか来てくれれば譲るがなと、そういう人た

ちがおられれば、それと県外から農業をしたい

という方がおられて、合えば支援をさせていた

だきたいと思っております。

○野辺委員 今のに関連して、実は私の地元で

は恋ヶ浦というサーフィン場が注目されている

んですが、市内を回って空き家がいっぱいある

んですが、ずっと回る中で、結構よそから、大

阪とか鹿児島あたりから空き家に新しい人が住

みついているから、だれかなと思うと、言葉が

違うからすぐわかるんです。サーフィンをする

夫婦で空き家に住んでいる人が結構多いんで

す。その人たちはアルバイトをしたりして、何

しているのかな、この人たちはと思って、独身

の人もアルバイトを結構やっているんですが、

その人たちは住む家を借りてちゃんと持ってい

るんです。どういう形がかわりませんが、現在

ですよ。そういう人はこれに該当しますか。既

に住まいは確保している。

○甲斐みやざきアピール課長 この事業と別

に、これまでやっています移住促進をこれまで

どおりＰＲしまして、串間はそういうことで移

住に力を入れておられまして、試しに住んでみ

る家を確保して、そこに滞在してもらったり、

そういう形での別途促進策もあります。私ども

がもう一つこういった事業を起こしましたの

は、特に中山間地域ですけれども、竹細工の後

継者がいない、あるいは炭焼きの後継者がいな

いという方たちがいて、県外の移住者もそこに

住みたいと。自分の後継的な方がいない、そう

いう方を探したいという方々の情報を集めまし

て、そこに移住したいという県外からの方を引

き合わせる。サーフィンの場合には、後継者と

いうことでなじまなければ、通常の移住で対応

していただくということになろうかと思いま

す。

○野辺委員 私が言うのはそうじゃなくて、串

間も高齢化が進んで、農業もできないという人

が結構いるんです。サーフィンで一時的に住ん

でいる人も、仕事がなければ帰ってしまうんで

す。年間のうち３カ月いて、また帰るみたいな

人もいるんですが、一方では後継者を探してい

る生産者を募集しながらだと、そういう形で

マッチングさせるというのも有効だと思うんで

すが、それでもだめですか。該当しませんか。

そういう人が結構多いんです。

○渡邊商工観光労働部長 野辺委員がおっ

しゃったことはよくわかります。既に来ている

んだと。その来ている人が、例えば串間の農家

の方の要請があれば、そことマッチングして、
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それで後継者としてうまくいかないか、そうい

う事業展開はできないかという御質問ですが、

これについては、はっきり言いまして、想定し

ていません。想定していなかったんです。で

も、今、野辺委員がおっしゃったことは、確か

にそういう事例があるかもしれません。そこは

この事業でいくのか、あるいは農業関係だと農

業後継者育成事業とか農政のほうでも事業があ

ります。そういう事業を応用してやるのか、そ

のあたりは事業を詳細に今後詰めながら、農政

の事業なんかも、例えば農業後継者であれば多

分農政がありますので、それとの調整はつかな

いのか、そういう検討をしなきゃいけないと思

います。宿題として残していただきたいと思い

ます。

○野辺委員 海岸部だけじゃなくて、内陸部も

結構そういう人がいるんです。ちょっと遠いと

ころ、離れても、結構いるものですから、でき

れば前向きに検討いただきたいと思います。

もう一つ、高年齢者就職支援強化事業、263ペ

ージの250万ですが、これはどういう内容なんで

しょうか。

○篠田地域雇用対策室長 これは、シルバー人

材センターの会員が、例えば屋外で剪定作業と

かいうことが多いわけですけれども、高齢化に

伴って屋内作業も必要じゃないかということ

で、子育て支援、家事援助、そういうものの研

修を行いまして、そういう事業に従事してもら

うためのものでございます。

○野辺委員 シルバー人材センターは庭の剪定

とかが多いんです。余りやり過ぎると、今、新

規学卒者も就職がない―相反するものが出て

くるんですが、我々もですが、部長たちもやが

てそういう時代が来るわけですけれども、今の

雇用情勢がある程度よくなったときは、こうい

うものにも力をぜひ入れてもらいたいんです

が、余り行き過ぎてもいかんのかなと思って

ちょっと聞かせてもらいました。

○黒木委員 宮崎移住！地域おこし後継者発掘

事業に関連してですけれども、事業費が2,536

万4,000円となっておりますが、移住希望者を１

年以上受け入れる生産者と県が事業委託契約を

締結するとなっていますが、この事業費の中

で、１年以上受け入れる生産者にどれぐらいお

金を出しますということなんでしょうか。何人

ぐらい対象を考えられているんですか。

○甲斐みやざきアピール課長 来年度に関しま

しては、４月から即ということは、準備期間が

必要ですので、実際の雇用というのは半年分を

想定して事業を組んでおります。最初の半年で

この準備のための情報を集めたりするわけです

けれども、例えばどこかの市町村に竹かごづく

りの弟子になりたい、そんな方が来られたとき

に、今やっている方と移住したいという方の気

持ちが合えば、中山間地等であれば、その人が

雇われるということで県のほうがそういう事業

をしてくださいという契約を結びまして、それ

に基づきまして、一定の金額を払い、20万以下

ということを想定していますけれども、そして

契約を結んだ方、後継者を探している方が弟子

となられた方に賃金、あるいは必要な経費があ

ればそれを使っていただくということで、半年

後、秋ぐらいから開始するという前提で事業を

組んでおります。20名ぐらいを初年度は予定し

ております。

○宮原委員長 ここで委員の皆様にお諮りいた

します。

本日の日程は午後４時までとなっておりまし

たが、このまま継続してもよろしいでしょう

か。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、引き続き委員会を続

けます。

○黒木委員 対象となる人はどのように募集す

るのかということです。今、緑のふるさと協力

隊で１年間ボランティアで来て、私の田舎では

半分ぐらいの人たちが住みついてしまったんで

す。田舎で農業をしたいとか、そういう人が結

構ふえつつあって、新しい生き方を求めている

人が多いものですから、例えば都会の失業者を

対象にするのかとか、どこで募集するんでしょ

うか。

○甲斐みやざきアピール課長 県外の方にはホ

ームページ、移住専門の広報誌とか、あるいは

私どもが県外で宮崎セミナーをするときに紹介

するとか、そういったいろんな機会を通じて後

継者になりたい方を募集しているというふうな

形でＰＲしたいと考えております。

○黒木委員 もう一つ教えていただきたいの

は、266ページの労働福祉事業なんですけれど

も、中小企業労働者の生活の安定と福祉の向上

等を図るためですが、中小企業労働者の中で対

象になるのはどのような人で、何人が対象に

なっているのかということを教えていただきた

いと思います。

○押川労働政策課長 質問の趣旨がちょっと…

…。何人がとおっしゃるのは、もう一回質問を

お願いします。

○黒木委員 266ページの労働福祉事業ですけれ

ども、事業の対象になっている人は何人ぐらい

で、どのような人がこの事業の対象になるわけ

ですか。

○押川労働政策課長 労働者で勤労者であれば

いいということでございます。

○宮原委員長 詳しく説明いただいたほうがい

いかもしれませんね。

○押川労働政策課長 県内の事業所にお勤めの

方でございますが、データが古うございますけ

れども、平成18年の事業所企業統計調査により

ますと、事業所が５万8,000でございまして、従

業員数は48万5,338名となっています。

○渡邊商工観光労働部長 整理しまして、後で

……。

○宮原委員長 これは整理をしてください。整

理した後でわかりやすく説明をしていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。

そのほかで。

○星原委員 277ページの（事項）国内観光宣伝

事業費と国際観光宣伝事業費の中に日本のふる

さと宮崎誘客推進事業とうたわれているんで

す。その中に多分入っているとは思うんです

が、一つは、昨年11月からエバー航空が休止に

なって、ことしの１月からチャイナエアライン

が就航したわけです。去年の１月に台湾に行っ

たときに、日本の外務省ですか、交流協会とい

うところがありますが、そこでいろいろ話を聞

く中で、台湾から宮崎なら宮崎に誘客する方法

としては、宮崎の観光地なりいろんなものを、

テレビや映画でもいいんでしょうけれども、そ

ういう形でコマーシャルするのが一番早いです

よと、日本の職員の方から言われたんです。今

までに宮崎の観光地のＰＲとか、あるいは食べ

物なんかのこういったものがおいしいという形

でフィルムを流すとか、そういうことをやられ

たことはあるんですか。

○後沢観光推進課長 今おっしゃられたよう

な、台湾のメディアを通じて宮崎の魅力を発信

するというのは重要な取り組みでして、我々も

これまで取り組んできております。例えば、単

県でもやりますけれども、南九州３県で構成し
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ている観光振興協議会があるんですが、そこの

３県共同事業として、台湾の旅行番組のレポー

ターさんやスタッフをこちらにお呼びして、実

際に３県の主要観光地や魅力的なところを回り

ながら番組をつくっていただいて、台湾で流し

ていただくと。台湾は非常にチャンネル数が多

いということもありますので、何遍もヘビーロ

ーテーションで流していただくというようなこ

とで発信するといった、これは一例ですけれど

も、こういった番組で取り上げていただくとい

うことをやっておりますし、これから、確かに

我々も同様の指摘をいろんなところで受けます

ので、頑張ってやっていきたいと思っておりま

す。

○星原委員 なぜそう言うかといいますと、日

本の場合でも新製品を発売したときは、スポッ

トコマーシャルで１カ月とか１年とか流します

ね。子供でも、何とかと聞くだけで製品のイメ

ージがわいたりするわけです。毎日同じ時間帯

あるいは週１回でもいいんでしょうけれども、

何カ月かまとめて宮崎の食べ物なら食べ物のこ

ういったおいしいものがあるとか、旅行するに

はこういういい場所があるというのを、短い時

間でいいんですが、スポット的にイメージを植

えつける方法とか、やり方を変えた方法でＰＲ

していくということにして印象を植えつけてい

かないと、ただやりましたと何回か流されて

も、見ている人は少ないわけです。テレビを朝

見る人もおれば、昼見る人もおれば、夜見る人

もおるわけですから、３回に分けて１カ月でも

２カ月でもスポット的にやるとか、そういうイ

メージを植えつけるような方法で宮崎のイメー

ジアップになるものを―何でアップするか別

ですが、一方では予算をいろいろ細かく使われ

ているんですけれども、24ページに書いてある

ようなことは全国どこもやられていると思うん

です。ほかの県がやっていないような形で効果

が上がるようなものに予算をつぎ込むという知

恵、アイデア、そういうことでもやっていかな

いと、一回見ただけでは多分だめだと思うんで

す。そういうことは考えたことはないんでしょ

うか。そういう方法をとろうとはできないんで

すか。

○後沢観光推進課長 我々も、できるだけ露出

を継続的に図るような方法をとりたいと思って

はいるんですけれども、一方で悲しいかな、予

算の制約もあるものですから、なかなかお金が

かかることになるので、理想どおりには進まな

いというのが現実ではあります。ただ、御指摘

いただいたような視点というのは非常に大事だ

と思っておりますので、何か工夫できないかと

いうことは、向こうのエージェントの意見もい

ただきながら、どういうＰＲの仕方が効果的な

のかというのを、それも踏まえて考えていきた

いというふうに思っております。

○星原委員 国内の対策事業というのも、ここ

に書いてあるようなことは今までもなされてい

ることをやられているような、前年度と同じよ

うな予算を組みながらやられているような気が

するわけです。277ページを見ると、国内宣伝と

いうことで１億円ぐらい最終で使われて、こと

しは9,000万上げられている。たまには１億円ぶ

ち込むとか、5,000万ぶち込むとか、そういうこ

とで考え方を変えないと、去年もやっていた、

おととしもずっと継続していきながら、同じよ

うな事業をやらんといかんというのは、発想を

変える必要があるんじゃないかなと。予算の配

分を見ていて、今、民主党さんが事業仕分けを

やられていますけれども、そういうのと一緒

で、今までずっとやっているから、いろんな団
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体にもやっているから同じようなことじゃなく

して、１年ぐらい試しでまるきり違うことで今

までの何倍かの予算を、そのことならそのこと

で効果があるかないか別として試してみようか

と、9,000万の３分の１ぐらい、3,000万ぶち込

んでやったらどうかとか、視線というか、目線

を少し変えた取り組みをしないと、10年かかっ

て1,000万ずつ１億使うんだったら、10年分を一

気にまとめて１億円使うとか、そういうどこか

に特化した形の発想でいかないと、イメージを

植えつけられないんじゃないかなという気がす

るんですが、どんなものなんですかね。

○渡邊商工観光労働部長 今おっしゃるのはイ

メージキャンペーンなんですけれども、昔、東

京で山手線を１カ月借り切って、宮崎一色で

ずっとやったことがあります。私、担当でやっ

たわけですけれども、そのときも全く従来と違

う発想でやったわけですけれども、イメージ

キャンペーンというのは非常に難しくて、浸透

率をどう評価するかというのがあるんです。そ

れと経費が高いんです。これはいろんなやり方

があるんですが、テレビコマーシャルをスポッ

ト的に断続的にどんどん流していくというのも

あります。これも１カ月でいいのか、１年ぐら

い流さないとだめなのかとか、いろいろありま

す。我々が今やっているキャンペーンというの

は、基本的には個別戦略で、旅行代理店に旅行

商品を具体的につくっていただく活動が一つあ

ります。もう一つは、全体的ないろんなキャン

ペーンです。星原委員がおっしゃるようなイメ

ージキャンペーンとか一般大衆向けのキャンペ

ーンなんです。この２つの体系でやっているわ

けですが、旅行商品の造成に向けた一つのキャ

ンペーンなり取り組みというのは、はっきり

言って、成果がかちっと出るというのがありま

す。ところが一方、イメージキャンペーンとい

うのは、お金を幾らつぎ込めばいいのか、その

あたりで評価測定が難しいところがありまし

て、なかなか難しい側面があります。これは台

湾だけじゃなくて、韓国もそうですし、今度、

中国市場、特に上海なんかの市場をどうするか

ということで、昔は例えばシーガイアがありま

した。テーマパークが全盛期でございまして、

オーシャンドームというのは、こちらがしなく

ても向こうでやってくれた状況もありました。

したがいまして、我々としては、今はそうい

う状況じゃありませんので、おっしゃるような

形をとらなきゃいけないんですけれども、お金

をためてやるという方法もあるんですが、そう

なると、どういう形がいいのか、思い切って海

外戦略の中に、例えば５年に１回、そういうの

をどんとやるとか、そういう発想でいいのか、

そこは向こうの専門家、あるいは先ほど課長が

言いました旅行代理店とかいろんな方々の意見

を聞きながら、特に海外の観光戦略というの

は、中国市場等も今度新しく出てきますので、

新しい戦略をつくりながら誘致宣伝も対応して

いかないかんと考えておりますので、その中で

ちょっと議論していきたいと思っています。

○星原委員 そう来るんじゃないかなと思って

いたので、こういうことはできないかなと思う

んですよ。今、デパートでも店舗売りはなかな

か厳しくなっているんです。通信販売とか、イ

ンターネット販売とか、販売方法もカタログと

かいろんな形でどんどん変わってきているんで

す。台湾なら台湾でも、韓国でも、インター

ネットで宮崎の紹介欄のページをつくって流す

方法とかにすれば、そんなに金がかからないん

じゃないかと思うんです。旅行商品でも食べ物

でも宮崎はこういうものがありますよというこ
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とでも、宮崎という言葉をいろんなものでどん

どん毎日更新してもいいし、１カ月１回更新し

てもいい。そういう方法とか知恵の出し方を、

金がなきゃできない、金がないから、ではどう

したらいいんだ、次に来るものを考えていかな

いと、だめじゃないかというふうに思うんで

す。試験的なものをやってみて、どうなのか、

どれだけの人が見るかわかりませんが、国内で

も今、物を売るときにはインターネットで売っ

て流したり、あるいは有名タレントを使って食

べ物とか、有名タレントがそこの場所に行った

とかテレビで流す方法とか、イメージの植えつ

け方もいろいろあると思うんです。そういう知

恵を出していかないと、前年度の予算に対して

ことしはどう組むかという形で、今はこのこと

で言っていますけれども、いろんな予算を組む

ときに、去年までの過去５年間の実績、費用対

効果、そういったものを見て、我々が望んだだ

けの効果が出ているのかというのを見て、では

この分はちょっとおかしいと思えば、そこを

カットしながら、どういうふうに次の年は予算

を組むかとか、そういう発想、考え方で予算組

みを新たな年度に向かってやると。ほかの県が

やっているんじゃなくて、宮崎バージョンのも

のをそういうところに入れることはできないか

とか、何かそういう物の考え方でいかないと、

誘客でも何でもそうなんですが、新たな開拓と

いうのができていかないような気が個人的にす

るんです。そういうもので見れないかなという

ふうに思うんですが、どんなものなんですか。

○渡邊商工観光労働部長 いろいろ創意工夫し

て今後やっていきたいと思っています。とにか

く観光というのは、おっしゃるように新しい発

想でやらなきゃいけない。我々もできるだけそ

ういうことで、若い人たちの発想とかそういう

ものをグループトーキングしながら、いろいろ

生み出していこうと。やり方はいろいろあると

思います。従来にない新しいやり方でどういう

ことができるのか、今後検討していきたいと思

います。よろしくお願いします。

○星原委員 要するに、今は観光で取り上げま

したけれども、さっき言ったように、ほかの予

算面を組むでも、常に毎年予算を計上していっ

てやっていくわけですから、そういう中にいろ

んなものを織り込みながら予算組みをされる

と、また違う形の成果も出てくる。過去と比較

もまた出てくる。そういう形をやっていく時期

かなと。あるいはやられているんでしょうけれ

ども、もうちょっとその辺がめり張りきいた形

のもので予算組みしてもらうと、また違うのか

なというふうに思いますので、ぜひお願いをし

ます。

○押川労働政策課長 先ほどの黒木委員の質問

で、労働福祉事業費のところの話でございま

す。中小企業労働者の生活の安定と福祉の向上

を図るために要する経費としまして、2,279

万1,000円を予定させていただいておりますけれ

ども、その中身は大きくは２つに分かれており

まして、中小企業ハッピーライフ貸付金と小規

模事業所退職金制度づくりサポート事業という

ものに分かれてございます。ハッピーライフの

貸付金の話でございますが、県内に居住する、

中小企業に勤める勤労者に対しまして、教育・

生活資金等の貸し付けを行うための預託金がま

ず2,000万円、もう一つの小規模事業所退職金制

度づくりサポート事業のほうは、退職金制度が

整備されていない小規模事業所等の従業員等に

対して、事業所に掛金を掛けていただいて、こ

れに対して5,000円を限度に補助する制度でござ

います。この２つをもちまして2,231万5,000円
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という予算を計上しております。

○黒木委員 融資とかではなくて加入促進事業

……。

○押川労働政策課長 私どものほうで九州労金

のほうに原資を預託しまして、労働金庫は預託

金をもとにして協調融資を行うという貸付制度

でございます。ハッピーライフのほうは、現在

は2, 0 0 0万円融資を行いまして、協調融資

で7,000万円までの融資限度額というふうな形に

なっております。

○黒木委員 対象となる条件と、人数はどのく

らいですか。

○押川労働政策課長 対象者は、県内に１年以

上居住し、県内の同一中小企業等に１年以上勤

務している者になっておりまして、融資限度額

は7,000万円の範囲内ということになっていま

す。21年度は実績がまだ最終的に出ておりませ

んが、20年度の最終的な融資件数が68件の6,870

万というふうになっております。

○黒木委員 中小企業に勤務して１年以上県内

に居住しておればだれでも融資が受けられるん

ですか。

○押川労働政策課長 そういう形になっており

ます。

○西村副委員長 先ほどの星原委員の御忠告に

つけ加えてなんですけれども、今回も観光予算

は対外アピールに関してかなり予算を、それは

当然、観光客を誘致するために、また来ていた

だいた方が満足するために必要なんですけれど

も、私がこの前一般質問で言ったとおり、安易

に紙媒体、安易に印刷物をやる手法というのは

いいかげんにしなきゃいけないと。高齢者はそ

れがないと見えないところはありますけれど

も、実際、余り見ていません。我々ぐらいの世

代、少し上の方は携帯のｉモードとかいろんな

もので見たり、パソコンで既に先に調べてプリ

ントアウトして持ってきて、一日でも新しい、

しゅんの情報を持って皆さん来ていますので、

そっちを行政が主導してやらないと、市町村も

各地の観光協会もまだまだ、印刷屋に投げて、

いいものをつくってこいよで終わっているんで

す。駅に並んでいるもの、空港に並んでいるも

のを見てください。すごくいいものはあるけれ

ども、あれを生かされているかというと、私は

疑問を持ちます。特に各市町村に投げるものに

関しては、新しいものにトライしていただくよ

うなものをお願いしたいと思います。これは要

望にかえさせてもらいます。

花の国みやざきづくりの件について１点あり

ますけれども、この前、長崎で議員研修会があ

りまして、長崎の庭づくり花づくりの方、名前

を忘れたんですが、私も日記に書きましたの

で、その日のブログを見ればわかるんですけれ

ども、ガーデニングを通じたまちづくりという

ことで貴重な講演をしていただいたんです。私

も宮崎のフラワーフェスタの話も含めて話した

ときに、一年草というんですか、１年咲いて次

の年は咲かない、それに対して行政がお金をか

け過ぎていて、毎年木が成長する、花が成長し

ていく中で長年かけてつくっていく緑づくりと

いうものに対して行政が疎いという話をされて

いました。そういうことも踏まえて、単年度

じゃなくて何年もかけていく花づくり―イギ

リスあたりでは、木が茂ってきたら木の枝を切

るんじゃなくて、交通看板をずらすとか、ミラ

ーを新しく設置するとか、自然の中に溶け込む

共生というものをやっているという話を聞きま

したので、ぜひそういうことも含めて、植え

て、花を咲かせて、また新しいのを次の年は植

えるというものじゃなくて、花というものは
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せっかく宮崎のいいイメージですから、生かし

ていただきたい、これも要望にかえさせてもら

います。

○甲斐みやざきアピール課長 補足的な説明だ

けさせていただきますと、予算を1,000万組んで

いまして、そのうちフラワーフェスタは700万で

すけれども、フラワーフェスタそのものは県下

一斉に163会場で個人の方のオープンガーデンか

ら全部やるんですけれども、私どもの700万は、

どちらかというと全体の広報費―例えば近県

にキャンペーンをしたり、ポスターをつくった

り、花の女王を選んだり、基本的に各会場はそ

れぞれの会場で、市町村が主ですけれども、あ

るいは個人の方も含めまして、準備をしていた

だいて、県全体で一斉にそういった公園化しま

して、ＰＲし、県外からお客さんに来ていただ

くというふうな形でやっております。

○井上委員 関連してなんですけれども、先ほ

ど移住関係のことが出ましたけれども、東京の

ふるさと回帰支援センターを私たちの会派で見

に行って、あそこの事務長さんからお話を聞い

たりしたんですが、県によってはすごくあそこ

に力を入れて、新しい情報というのでブースを

広げられているところもあるし、従来型のもの

を持ってきてそのままで終わっているというと

ころもあるんです。菅原文太さんが理事長とい

うので物すごく注目もされているところですけ

れども、あそこの利用はどうなっているんです

か。

○甲斐みやざきアピール課長 回帰支援センタ

ーは銀座にありまして、何県かがあそこにブー

スを設けていまして、私どもも、東京における

移住のＰＲの拠点としてあそこと契約しまして

お願いしていますけれども、あそこに入ってい

る県そのものでも、より広いスペースを確保し

たり、若干の濃淡はございます。しかし、私ど

もは、その中の一つとしてあそこからいろんな

情報もいただいていますし、何らかの拠点とし

てあそこを今後も活用したい、そんなふうに考

えております。

○井上委員 他県ではシンポジウムをされた

り、いろいろされているようですので、使える

ものは全部使っていただきたいなというふうに

思っています。

先ほど出ました星原委員と同じような考え方

を私も持っているわけですが、石川県は、ジュ

ディ・オングが台湾の出身で、加賀屋さんを中

心にしたドラマをつくって、台湾というところ

は同じドラマを何回も流すものだから、加賀屋

にがつんとみんなが行くとか、加賀屋さんに先

週お電話してみましたら、「うちは韓国のお客

さんは一人も来ておりません。すべて台湾のお

客です」というふうにおっしゃっていました。

何か少し工夫が必要なのかもしれないなと。日

台議連で今度また行かせていただくので、私た

ちもやれることは一生懸命やりたいと思います

が、ちょっと工夫していただくといいかもしれ

ませんね。意見で結構です。

○宮原委員長 意見だそうですので、よろしく

お願いをします。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、以上をもちまして、

労働政策課、観光交流推進局の審査を終了いた

します。

暫時休憩いたします。

午後４時24分休憩

午後４時32分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。
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各課・局ごとの説明及び質疑がすべて終了い

たしましたので、これより総括質疑を行いま

す。商工観光労働部の当初予算関連議案全般に

ついて質疑はありませんか。

先ほど２点、宿題が残っていたと思いますの

で、説明を求めます。

○吉田商業支援課長 先ほどの運輸事業振興助

成交付金のことについてでございます。この交

付金は、国が示す基準のほか、県ごとの軽油引

取税の額、車両台数等が算定基礎となっている

ため、県ごとに交付金額の相違が出てくること

が予想されるため、県の事業となっているもの

でございまして、県といたしましても、交付対

象事業であります交通安全対策や輸送サービス

の向上等、この辺は非常に重要であると考えて

おりますので、県の事業として交付していると

ころでございます。なお、その全額については

地方交付税で措置されております。以上でござ

います。

○山口企業立地推進局次長 先ほどの太田委員

からの御質問についてお答えさせていただきま

す。

その前に、まず１点、訂正をさせていただき

ますが、私、先ほど短期貸付金につきまして、

「年度当初に貸し付け、翌年度」というふうに

申し上げましたけれども、年度当初に貸し付

け、年度末に返済をしていただくということに

なっておりますので、訂正をさせていただきま

す。

それでは、御質問ですが、歳出予算説明資料

の271ページ、（事項）企業立地基盤整備等対策

費、説明４の宮崎フリーウェイ工業団地企業誘

致促進事業13億3,626万3,000円上げておりま

す。それと、歳入予算説明資料の63ページでご

ざいます。宮崎フリーウェイ工業団地企業誘致

促進貸付金収入の前年度13億3,186万4,000円及

び今年度当初32億8,686万4,000円、この金額の

差異についてということの御質問でございまし

た。

まず、歳出予算でございますが、宮崎フリー

ウェイ工業団地企業誘致促進事業13億3,626

万3,000円計上させていただいておりますが、こ

の事業につきましては、フリーウェイ工業団地

の短期貸付金、開発公社への貸付金でございま

すが、これが13億3,186万4,000円と、この事業

の中にはフリーウェイ工業団地の維持管理とい

うことで、パトロールや草刈り等に要する経費

でございますが、この金額439万9,000円の合計

額というふうになっております。

次に、今年度当初の歳入に上げております32

億8,686万4,000円の金額につきましては、フリ

ーウェイ工業団地を購入しますと同時に、公社

から返済される予定の金額を上げております。

内訳につきましては、短期貸付金13億3,186

万4,000円、長期貸付金19億5,500万円、この合

計額を上げさせていただいております。以上で

ございます。

○宮原委員長 それぞれよろしいでしょうか。

それでは、質疑を受けたいと思います。よろ

しくお願いします。

○井上委員 今、フリーウェイ工業団地の造成

のことが出ましたが、こういう工業団地の造成

というのは政策的な意味合いが非常に強いの

で、商工観光労働部だけが企業誘致云々で右往

左往するということですべてが済むという問題

ではないと思うんです。今度、日向、都城も出

ますが、横断道路をどうするんだ、細島港をど

うするんだ、下のほうでいけば志布志港との関

係はどうしていくのか、いろいろな問題点が出

てくると思うんです。ですから、政策的議論と
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いうのを全庁的にしていく、県民政策部との議

論というのは欠かせない問題だと思うんです。

商工観光労働部だけでこの問題すべてをやって

いこうとすると、非常に窮屈というか、効果が

なかなか出てこない可能性があると思うんで

す。そういう意味でいえば、全庁的にという

か、特に県民政策部との議論というのを徹底的

にやってもらって、どこに何を配置した場合に

どういう効果が出てどんなふうな状況になって

いくというのをきちんと―これはこの時代の

ときに必要があってこうなったと思いますが、

先々の政策的効果がしっかりと出ていくように

するには、いろいろなものと密接な関係、政策

的効果がしっかりと出るような形を、部長は大

変でしょうけれども、そこあたりをきちんと押

さえ込んでいくというか、やっていただきたい

と思いますが、どうなんでしょうか。

○渡邊商工観光労働部長 井上委員がおっしゃ

るとおりでございまして、フリーウェイ工業団

地の今回の県の買い戻し、我々が引き受けると

いうことについては、商工観光労働部で所管さ

せていただきました。引き続き、新しく購入後

どういう形で企業誘致をやっていくのか、加え

まして、企業誘致以外にも地域振興的な活用の

方法もあるんではないか、これは知事も議会の

ほうで答弁させていただきましたけれども、我

々としましては、企業誘致、あるいは企業誘致

だけじゃなくて、西諸地域の地域振興という視

点からここをどう開発できるのか、そういう視

点も持たなきゃいけない。両面でやろうと考え

ております。そうしますと、井上委員がおっ

しゃいました、我々の部だけじゃなくて、県民

政策部、県全体としていろんな角度から検討す

る必要がありますし、今度の新しい総合計画の

一つの大きな役割というのは、地域構造のビ

ジョンをつくるということと私は考えていま

す。県北、県央、県西、県南、どういう形で発

展形態をつくっていくのか、そういうときにそ

れぞれ各部が持っているいろんな課題を一緒に

溶かし込んで議論する必要があると考えており

ますので、そういう視点で我々としても県民政

策部、各部と一緒に連携とりながら、いい形で

この対応をやっていこうというふうに考えてお

ります。

○井上委員 ここは最後にしたいと思います

が、商工観光労働部が県産品の開発も含めてい

ろいろやられて、観光地の磨き上げをして、い

ろいろなものをしているけれども、物をどう運

んでいくか、人もどう運ぶかということが非常

に大きな課題になってくると思うんです。個別

の出来事については、商工観光労働部がしなけ

ればいけないこと、置かれている立場というの

は非常に高いと思いますが、一方では、そうい

うつながりです。私が一番心配するのは、宮崎

の場合は物流だというふうに思いますが、物流

をどうしていくのかというのをしっかりと頭に

入れた上で、人の動き、物の動きというのを総

合的にどこかがきちんとやっていかないと、な

かなか宮崎県の政策というのは仕上がっていか

ないという思いがしてならないんですけれど

も、きょうも、せっかく台湾に飛行機が飛んだ

けれども、ではどうするのかという問題点とか

含めていろいろあると思いますので、そのあた

りについて改めて部長に聞くのも恐縮なんです

けれども、それについては……。

○渡邊商工観光労働部長 物流については、特

に本県全体の最重要課題というふうに我々は認

識していまして、県のほうでも物流対策本部と

いうのをつくりまして、私もメンバーでござい

ます。その中でいろんな議論をやっています。
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県民政策部の総合交通課が事務局でございます

けれども、全体的な物流ビジョンというのをつ

くるべきだと。もちろん、港の整備、道路、空

路、すべてを入れた物流体系をつくろうと。こ

れは観光交流という側面も非常に強いわけで、

工業を振興して物を運んでいく、それだけじゃ

ありませんで、観光交流という側面からも、物

流、人の流れ、そういう側面を検討しなきゃい

けない、我々はそういう認識でおります。した

がいまして、我々も相当、対策本部あるいは県

民政策部のほうに入り込んで、いろいろ議論を

やっております。井上委員がおっしゃった視点

を常に持ちながら、一番恩恵をこうむるのは我

が商工観光労働部でございますので、むしろ我

々が中心になってやるぐらいの気概でやってい

きたいと思っています。よろしくお願いしま

す。

○井上委員 中山間地の新産業の本当は革命み

たいなもので、発掘みたいな、これができると

全国的にも非常に注目もされるでしょうし、雇

用がそこで生み出すことができたとしたら、ま

た違ってくると思うんです。ぜひ頑張っていた

だきたい、そういう思いがしております。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○坂口委員 みやざきアピール課の最後のペー

ジの山村振興対策費の癒しと健康の森業創出促

進事業は、21年度当初から３分の１程度です

ね。今年度どういう状況だったのか、新年度ど

ういうことを想定されているのかというのと、

これは完全にこの事業になってしまったのか。

最初これは部局横断のプロジェクトだったです

ね。癒しと健康の森業というのは部局横断で、

当時の総合政策本部が持っていたものだけれど

も、単なる150万の事業になってしまってきたん

ですか。

○甲斐みやざきアピール課長 この癒しと健康

の森業は、一番のメーンは森林セラピー基地が

整備されるということで、現実には県内３カ所

でございます。最初は、環境森林部のほうの業

務からうちのほうに来ましたけれども、一番大

きな目的は森林セラピー基地の指定を受け、そ

れをきちんと軌道に乗せるということで、１市

町村150万ずつ毎年補助しています。それ以外

に、いろんな研修をしたり人材育成するための

予算を組んでいましたけれども、最初に日之影

町が指定を受けました。１年おくれで北郷町が

受けました。今度は綾町が受けました。そうい

うことで１年ずつずれていきまして、それぞれ

の市町村に150万ずつ３年間補助するということ

で、今年度ですと、３年目の北郷町と２年目の

綾町が残っていまして、300万プラス人材育成費

を組んでいたんですけれども、次年度は３年目

のところが綾町だけになりまして、ほかのとこ

ろはすべてグランドオープン、いわゆる実践に

移りつつあるということで、これからは、３年

目の綾町だけは補助金を残しておりますけれど

も、今度は市町村で、私どもが育成した案内

人、そういった方の実践も含めて、実地にいろ

いろやっていただきたいと。私どもはいろんな

ＰＲ等はできると思いますけれども、そういう

形で今後、市町村と連携を図っていきたいと。

それから、セラピー基地以外の森林の魅力を

持ったところがありますので、そういったとこ

ろもまたＰＲはしていきたいと思っておりま

す。予算的はそういう形で大分減ってまいりま

した。

○坂口委員 なかなか難しいかなと思うんです

けれども、当初の意気込みというのが、新たな

産業をそこに創出するという、かなり大上段に

構えた事業だったですね。部局横断して取り組
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んでいくんだと。セラピー基地の候補地、全国

の中から幸い本県が３件指定されたというのも

あるんですけれども、今のままでは単なる山間

部の案内に終わってしまうのかなという気がす

るのと、商工政策課の例えばこれをくっつけら

れるかどうかですけれども、新産業・雇用創

出、全くそこに新たな産業を創出していって

―なぜ本県の３つの基地が全国20何カ所の中

から選ばれたかというと、潜在的にいやしと健

康につながるものを持っているということです

ね。それはまさに、先ほど工業試験場の説明も

ありましたけれども、機能性の成分をそこがた

くさん発散しているということだと思うんで

す。何らか新たなものをそこに価値をつけられ

るような、食だったり、あるいは散策だったり

というものをここに創出できないかなと、すご

くこれには期待しているんです。健康につなが

りますよ、いやしにつながりますよ、その効果

がありますよということを、理学的だか医学的

だかわからんけれども、専門的に検証されたわ

けです。確かにほかと違うということが言われ

ているわけですから、産業に結びつけるすごく

大きな潜在的なものを全国にぬきんでて持って

いることになると思うんです。脈拍とかいろん

なものまでとって、臨床試験か何かまでやった

んだったですね。まさに中山間地の本県ならで

はの新産業とか、新たな価値をそこに見出して

もらって、それを商品として評価していただい

て、そこに入ってもらうということにつながる

ことになりそうで、これは単なる事業で、各町

がそれで指定されて取り組んでいますから、３

年目の最後の年ですよという単なる手助けじゃ

なくて、これから何か見出していくことができ

ないかなと思うんです。西ドイツあたりでは、

これは医療保険の対象になって、国として認知

して、そこに何カ月も滞在させて予防とか治療

とか医療保険の対象で、しっかり国民が評価し

て認知されているんです。そこに届くものを

持っていると思うんです。それが機能性の食品

だったり、山間地の民宿での料理につながった

り、なかなか薬効がうたえないところが難しい

とは思うんですけれども、どうですか、これは

ここでしぼんでしまうんですか。150万、最後の

年で終わってしまうんですか。

○甲斐みやざきアピール課長 まず、一つ訂正

をさせていただきます。私、先ほど森林セラピ

ーの順番を間違えまして、最後は北郷町が残っ

ています。この補助金そのものは最初から３年

という前提でしたので、こういう扱いですけれ

ども、ただ私ども、例えば創造再生の観光地づ

くりの事業を持っていますので、日之影町なん

かはさらに引き続きそれを使って支援したりし

ております。この前は、森林セラピーの勉強会

をしまして、東京のほうからセラピーの権威の

農業大学の教授の方もお招きしまして、意見交

換を３町集まってしたんですけれども、委員が

言われたように、本来の森林セラピーというの

は、ドイツの例等も含めて、治療とか、そう

いった効果がある、これを進めるに当たっても

う一度そこをはっきりと再認識しなくちゃいけ

ないと、その教授のほうから話がありました

し、やはりそれは一つの目標に持ってやってい

くべきだと思っております。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

その他で何かございませんか。

○野辺委員 その他で聞きたいんですが、その

前に、中山間地域新産業・雇用創出緊急対策事

業、これは募集期間はいつからいつと言われた
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ですか。

○古賀商工政策課長 本日から来週の17日まで

です。

○野辺委員 えらい短いですけれども、何か理

由があるんでしょうか。

○古賀商工政策課長 これにつきましては、３

月中に委託先と契約を交わして、４月１日から

できるだけ早く雇用したいということでござい

ます。

○野辺委員 ５分の３が人件費で、５分の２は

例えばどういう事業が考えられますか。

○古賀商工政策課長 国の基準では２分の１以

上が人件費ということですけれども、中山間地

域で多くの人をということで、とりあえず５分

の３以上ということで人件費の枠を上げていま

すけれども、その他につきましては、例えば建

物を借りる場合でしたら、リース料が要るで

しょうし、あと光熱水費が要ったり、原材料費

が要ったり、そういったのを事業費に充ててい

ただこうと思っております。

○野辺委員 そこで、都井岬のことで申しわけ

ないんですが、部長以下、朝早くから現場まで

行っていただいたということで大変ありがたく

思っております。そういう中で一つのネック

が、駒止の門がいろいろと問題が以前から出て

おるんですが、串間市からもいろんな要望等も

来ていると思いますし、県のほうも積極的に取

り組んでいただいているようでありますので、

ぜひひとつ早目に再開できるようにお願いした

いと。また、その後もお願いしたいのでありま

すが、都井岬の観光客が、この前の資料でも３

分の１ぐらいになっていました。ずっと以前に

比べると、５分の１ぐらいに落ち込んでいると

思います。串間市は県境にあるわけであります

が、高千穂のほうは、阿蘇が千数百万ですか、

その波及効果で高千穂は非常に注目されている

わけであります。したがって、都井岬は今回再

開して、その先ある企業が運営していっても、

また今みたいな形になってしまうんじゃないか

と心配をするわけでありまして、そこで周遊観

光ということをぜひ考えてほしいのでありま

す。都井岬はあそこから先に行くところがない

というのもありますので、今回の鹿児島新幹線

開通ということで、ＪＲとバスということが考

えられているようでありますが、ぜひ一回検討

していただきたいのは、海からは考えられない

かということであります。

私、かつて十数年前に１回提案させていただ

いたことがありますが、新幹線が鹿児島駅まで

来ると、もちろん鹿児島県全体が脚光を浴びる

わけでありますが、特に種子島、屋久島、これ

は非常に脚光を浴びるんじゃないか。種子島に

は御案内のとおり宇宙センターもありますし、

屋久島は世界遺産でもあります。そこで、屋久

島、種子島に足を運ぶ人がジェットフォイルを

通じて多くなってくると思います。かつて宮崎

港から種子島の西之表にジェットフォイルが就

航していたわけでありますが、当時の宮交の社

長さんの話も聞いたところでありますけれど

も、約２時間かかるということと、日向灘は結

構横揺れがするということもありました。そこ

で、私も提案したことがあるんですが、鹿児島

港から西之表までは結構遠いんです。錦江湾が

長いものですから、案外低速で走らなくてはな

らないということで１時間半ぐらいかかるんで

す。私は、かつて福島港からこれをつなぐ方法

はないかということを提案したことがあるんで

すが、60分で行けるんです。最短距離でありま

す。したがって、種子島に入るジェットフォイ

ルの一部を、福島港も活用方法が全くないわけ



- 70 -

でありまして、何とかならないかということを

言ってきたんですが、実は種子島、屋久島は、

選挙区でいいますと、鹿児島県でいいますと、

志布志や大隅の選挙区、３区になっているんで

す。そのつながりもあるし、願わくば、福島港

だったら60分で行けるから、考えてほしいので

ありますが、どうしてもそれが無理なら、志布

志港に着けるという方法もあると思います。そ

ういう中で、かつて宮崎県は３島ルートという

のがありましたね。青島、霧島、桜島、それに

種子島・屋久島と福島港の福島をつけて５島ル

ートということで提案したんですが、新幹線が

開通して種子島、屋久島が脚光を浴びる、その

一部を福島港か、それができなければ志布志港

に回してもらって、都井岬から日南海岸を通っ

て、青島を通って、宮崎、また霧島、その逆の

コースでもいいんですが、ぜひそういうことを

一回、部長ならできると思いますので、考えて

ほしいのでありますが、部長の考えをお聞かせ

いただきたいのであります。

○渡邊商工観光労働部長 今、都井岬について

は、先ほど申しました観光地総点検をやってい

ます。僕らも議論をやっているところでござい

まして、今おっしゃいました駒止のところ、関

料をどうするのかという話は、ここで周遊を遮

断しているんじゃないかと。そうしますと、そ

れをどうするか、牧組合がいろいろ管理をやっ

ていますけれども、彼らの収入源になっていま

すから、このあたりをどうするかという問題が

一つあります。それと、都井岬というのは、知

事も言っているんですけれども、従来の昔から

の観光スタイルというのを一回全部見直して、

さっきおっしゃいました海からのアプローチ、

こういうこともいろいろ考えたらどうかとか、

いろんなことをおっしゃっています。それか

ら、もう一つは、入りますと右手のほうに昔の

ホテルの建物が、廃墟が残っていまして、ここ

でまず都井岬のイメージを壊している。そうい

うものも解体できないのかとか、いろんな課題

がありまして、私も先週、現場を見まして、い

ろんな問題を考えておりまして、このあたり全

部整理しまして、明確に県民の皆さんあるいは

串間市、南那珂のほうの皆様方に一回そういう

課題提起しながら議論をせないかんなと。観光

地づくり総合支援事業とか、いろんな事業があ

ります。あるいは中山間地の今度の新産業・雇

用創出緊急事業なんかもあります。このあたり

をフル稼働して、できることをやっていこうと

いうふうに思っていますので、とにかく都井岬

の問題につきましては、これは宮崎県の県南の

観光の顔でございますので、どうにかうまく活

性化するような形で我々も全力をかけて持って

いきたい、串間市とも十分協議しながらやって

いきたいと思っています。

○野辺委員 ぜひひとつ前向きによろしくお願

いしておきます。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上をもって、商工観光労働部を終了いたしま

す。執行部の皆様には御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後５時０分休憩

午後５時２分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

あすの委員会は午前10時に再開し、県土整備

部の当初予算関連議案等の審査を行いたいと思

いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○宮原委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、何もないようですの

で、以上をもって、本日の委員会を終了いたし

ます。

午後５時２分散会
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平成22年３月10日（水曜日）

午前10時１分再開

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 星 原 透

委 員 野 辺 修 光

委 員 黒 木 正 一

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

県土整備部次長
岡 村 巌

（ 総 括 ）

県土整備部次長
児 玉 宏 紀

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
藤 原 憲 一

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 渡 辺 学

管 理 課 長 成 合 修

用 地 対 策 課 長 服 部 芳 邦

部参事兼技術企画課長 岡 田 健 了

部参事兼工事検査課長 冨 髙 康 夫

道 路 建 設 課 長 濱 田 良 和

道 路 保 全 課 長 大 寺 重 樹

河 川 課 長 大田原 宣 治

ダ ム 対 策 監 小 嶋 雄一郎

砂 防 課 長 平 田 一 善

港 湾 課 長 野 田 和 彦

空 港 ・ ポ ー ト
前 田 安 徳

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 黒 田 博 司

公園下水道課長 東 康 雄

建 築 住 宅 課 長 佐 藤 徳 一

営 繕 課 長 川 﨑 俊一郎

施設保全対策監 上 門 豊 生

高速道対策局次長 河 野 俊 春

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

○宮原委員長 委員会を再開します。

当委員会に付託されました当初予算関連議案

等の説明を求めます。まず、県土整備部長の概

要説明をお願いします。

○山田県土整備部長 県土整備部でございま

す。商工建設常任委員会の皆様には、日ごろよ

り県土整備行政につきまして、格別の御指導、

御助言、御協力をいただいておりますことに心

から感謝を申し上げます。

早速でありますが、今回の委員会で御審議い

ただきます当部所管の議案等につきまして、そ

の概要を御説明いたします。

お手元に商工建設常任委員会資料をお配りい

たしております。ごらんいただきたいと思いま

す。まず、目次がございますが、担当課ごとの

説明事項を記載しております。

次に、１ページでございます。新みやざき創

造計画における分野別の施策体系図に当部の新

規・重点事業を記載しております。県土整備部

といたしましては、これらの事業を積極的に推

進しまして、県民の安全で安心な暮らしを確保
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し、快適で人にやさしい生活空間、そして経済

・交流を支える基盤となる県土づくりを目指し

てまいりたいと考えております。

なお、県土整備部の主要事業につきまして

は、資料の５ページ以降にその事業概要と予算

額を載せておりますので、後ほどごらんいただ

きたいと存じます。

次に、17ページをお願いいたします。当初予

算の一覧でございます。平成22年度予算案につ

きましては、一般会計で784億3,929万5,000円、

特別会計で29億5,259万3,000円、合計で813

億9,188万8,000円、前年度比94.8％となってお

ります。

また、資料の26ページ以降には主な新規事業

等の説明資料を載せております。この詳細につ

きましては、この後、それぞれ担当課長、局長

から説明をさせますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。以上でございます。

○宮原委員長 部長の概要説明が終了しまし

た。続いて、管理課、用地対策課、技術企画

課、工事検査課、道路建設課、道路保全課の審

査を行います。管理課長から順次説明をお願い

いたします。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いをいたします。

○成合管理課長 管理課でございます。

まず、議会提出資料につきまして、御説明い

たします。各課が本日、委員会で説明に使用い

たします議会提出資料は、１つ目が平成22年２

月定例県議会提出議案（平成22年度当初分）で

ございます。２つ目が平成22年度歳出予算説明

資料でございますが、提出議案及び新規・重点

事業につきましては、県土整備部関係分だけを

お手元の商工建設常任委員会資料にまとめてお

りますので、この資料で御説明させていただき

ます。なお、当初予算の主な内容等につきまし

ては、歳出予算説明資料で御説明いたします。

よろしくお願いいたします。

最初に、委員会資料の15ページをお開きくだ

さい。初めに、政府予算における公共事業費の

概要について御説明いたします。平成22年度の

政府予算案につきましては、公共事業に係る大

きな変更点がございますので、ポイントをまず

御説明いたします。１つ目が公共事業費の削減

であります。国の平成22年度公共事業関係予算

は、「コンクリートから人へ」の理念に立ち、

真に必要なインフラ整備を戦略的に進めるとし

て、国費ベースの公共事業全体で国土交通省関

係費は対前年比15％の削減がなされているとこ

ろでございます。

次に、２つ目でございますが、国庫補助事業

の原則廃止及び社会資本整備総合交付金（仮

称）の創設でございます。公共事業に係る大き

な制度改正では、地域主権の確立に向けた予算

の抜本的見直しとして、既存の補助金制度を原

則廃止いたしまして、新たに社会資本整備総合

交付金を創設することが示されております。

16ページをごらんください。これまで既存事

業で道路、治水、海岸など事業別に決定されて

おりました関係事務を新たな交付金に一本化、

統一化し、地方公共団体にとって自由度の高い

制度に改正するとのことでございます。ただ

し、現時点ではその総合交付金の詳細が明らか

になっておりませんので、国において詳細を現

在検討中ということで聞いております。このた

め、県の当初予算議案は従来の予算区分で提案

いたしておりますので、御了承いただきたいと

存じます。制度等の詳細がわかり次第、改めて

委員会のほうには御報告させていただきたいと

考えております。
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15ページに戻っていただきまして、３つ目で

ございますが、直轄事業負担金の抜本的な見直

し等が行われております。本県を初め都道府県

では、全国知事会など関係団体とも連携いたし

まして、将来的には直轄事業負担金の廃止を求

めてきておりましたが、今回、廃止に向けた第

一歩といたしまして、直轄事業の維持管理に係

る直轄事業負担金及び事務費の地方負担を平

成22年度から原則廃止することとされておりま

す。今回の見直しは、維持管理経費は管理者が

負担すべきであるとの地方が求めておりました

主張に沿った見直しでございまして、大いに評

価できるものでございますが、この見直しに合

わせまして、国庫補助事業に係る県などの事務

費が補助対象外となることが示されたところで

もございます。

以上が政府予算における公共事業のポイント

でございます。

次に、県土整備部の当初予算の概要について

御説明いたします。

委員会資料の17ページをお開きください。こ

の表は県土整備部の当初予算の一覧表、総括表

でございます。一般会計と特別会計を合わせた

平成22年度当初予算は813億9,188万8,000円、前

年度当初比で94.8％となっております。なお、

公共事業費は対前年比93.2％となっておりま

す。

次に、公共事業関係予算の内容について御説

明いたします。18ページをごらんください。ま

ず、補助公共事業でございます。道路事業で105

億68万6,000円、河川事業で51億2,208万8,000

円、砂防事業で38億9,275万円など、合計で246

億3,724万3,000円でございます。

次に、19ページをお開きください。地域活力

基盤整備交付金事業でございます。これにつき

ましては、道路事業で94億4,850万円、街路事業

で21億7,860万円、合計で116億2,710万円でござ

います。県単公共事業でございますが、道路事

業で64億9,837万3,000円、河川事業で10億8,400

万円など、合計で86億5,827万6,000円をお願い

しております。

次に、20ページをごらんください。直轄事業

負担金でございます。道路事業で51億3,848

万1,000円、河川事業で16億5,889万5,000円、高

速道路の新直轄負担金で30億3,600万円など、合

計で107億2,742万円でございます。

次に、21ページをごらんください。災害復旧

事業でございます。災害復旧事業につきまして

は、土木災害が補助と県単を合わせまして83

億2,308万5,000円、港湾災害が補助と県単の計

で7億4,741万円でございます。合計では90

億7,049万5,000円でございます。

次に、22ページをごらんください。平成21年

度と22年度の当初予算を比較しております。前

年度の２月補正増額予算に当該年度当初予算を

足した実質的な当初予算を表にしたものでござ

います。一般会計の対前年比比較のところをご

らんください。率にいたしまして99.2％と、２

月補正の増額分と合わせますと、ほぼ前年度と

同額の事業予算を確保したところでございま

す。

次に、23ページをお開きください。次の表は

債務負担行為の追加をお願いするものでござい

ます。23ページから次のページにかけまして掲

げております事業につきましては、24ページの

計の欄にございますように、追加といたしまし

て、合計19事業52億1,229万8,000円を計上いた

しております。

次に、25ページをお開きください。議案につ

きまして御説明いたします。まず、議案第32号
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「土木事業執行に伴う市町村負担金徴収につい

て」御説明いたします。平成22年度の土木事業

に要する経費に充てますため、４事業につきま

して、記載の負担率のとおり市町村負担金を徴

収することについて、地方財政法第27条等の規

定によりまして議会の議決に付するものでござ

います。なお、関係市町村からは既に負担金徴

収についての同意を得ているところでございま

す。

県土整備部当初予算の概要及び関連議案は以

上でございます。

続きまして、管理課の予算につきまして御説

明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の359ページ、青い

インデックスの管理課のところをお開きくださ

い。当課の平成22年度当初予算額は23億9,126

万5,000円となっております。

以下、主なものを御説明いたします。361ペー

ジをお開きください。まず、（事項）建設技術

センター費9,665万8,000円について御説明いた

します。予算の内容につきましては、362ページ

をお開きください。建設技術センターに係る予

算でございますが、建設技術センターにつきま

しては、平成22年度より指定管理者制度を導入

することとしております。一部の業務につきま

しては、業務の性質上、引き続き県で実施する

こととしております。１の研修費から３の維持

管理費が、県で実施する職員の研修あるいは材

料試験に要する経費でございます。また、４の

指定管理費が、建設技術センターの運営と青年

隊の教育の業務を行う指定管理者への委託料で

ございます。

最後に、（事項）建設業指導費２億3,970

万7,000円について御説明いたします。１から３

までは建設業の許可、経営事項審査、及び建設

産業普及啓発に要する経費でございます。４の

建設産業育成総合対策事業でございますが、こ

ちらの事業内容につきましては、委員会資料に

て御説明いたします。

先ほどの委員会資料の26ページをお開きくだ

さい。○改 建設産業育成総合対策事業について御

説明いたします。本事業は、建設産業の健全な

発展を図るため、平成20年度から実施しており

ますが、建設業を取り巻く状況は依然として厳

しい状況にありますことから、今回、事業を一

部見直しまして、拡充を図ったところでござい

ます。２の事業の概要にございますように、予

算額は２億2,326万9,000円、事業期間は平成22

年度から24年度までの３年間としております。

まず、主な事業内容でございますが、アの経

営相談窓口の設置でございます。この事業は、

県内９カ所に相談窓口を設けまして、建設業者

のさまざまな相談に応じるものでございます

が、平成22年度からは、新分野に進出した企業

等が事業を定着させるためのフォローアップを

新たに実施し、事業の定着化を支援することと

しております。イの新分野進出セミナーの開催

でございます。この事業は、建設業者が新分野

への進出に関する知識あるいはノウハウを習得

するためのセミナーを開催するものでございま

す。ウの新分野進出に対する助成であります。

この事業は、建設業に軸足を置きながら新分野

に進出を図る企業の初期投資等の一部を助成す

るものでございますが、平成22年度からは、新

たに経営革新計画の承認を受けた企業に対しま

しては、補助限度額を引き上げまして、重点的

に支援を行うこととしております。エの建設事

業協同組合等への融資であります。この事業

は、建設事業協同組合等が実施いたします転貸

融資の原資につきまして貸し付けを行うもので
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ございますが、平成22年度からは、新たに共同

購入事業の原資につきましても、貸し付けを行

うこととしております。

予算関係については以上でございます。

次に、27ページをお開きください。議案の説

明をいたします。議案第21号「使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」についてで

ございます。まず、１の改正の理由でございま

すが、建設技術センターの宿泊室は、これまで

県や市町村職員の研修の際に宿泊することを想

定いたしまして、これまで使用料の免除規定を

定めておりませんでした。しかしながら、今

後、施設の利活用促進を図ることといたしまし

て、農業大学校等の他の県有施設との均衡を図

りまして、多くの県民の方が利用しやすくなる

よう免除規定を設けるものでございます。

次に、２の改正の内容でありますが、建設技

術センターの宿泊室使用料に、表の備考欄に記

載しております「学校教育法第１条に規定する

学校に在学する者は無料とする」を追加するも

のでございます。具体的には、幼稚園、小学

校、中学校、高等学校などに在学する者が宿泊

室を利用した場合に無料とするものでございま

す。

次に、３の施行期日につきましては、平成22

年４月１日から施行したいと考えております。

次に、28ページをごらんください。議案第23

号「公の施設に関する条例の一部を改正する条

例」についてでございます。建設技術センター

に関する条例の一部改正でございます。まず、

１の改正の理由でございますが、今回改正する

ものは２つ内容がございます。１つ目が（１）

の第１条の位置の改正、２つ目が（２）の第２

条の設置目的の改正でございます。位置の改正

につきましては、今月23日に予定されておりま

す宮崎市と清武町の合併に伴い、位置表示を改

正するものでございます。２つ目の設置目的の

改正でございますが、建設技術センターは、建

設技術者の育成と建設資材の品質管理試験を行

う施設となっておりますが、公の施設と位置づ

けられておりますことから、建設技術者の育成

につきまして、建設技術者として限定しており

ましたものを、より幅の広い教育を行う施設と

して、また県民の皆様も施設を利用しやすくす

るために改正するものでございます。

次に、２の改正の内容でございますが、先ほ

ど申しましたように、（１）の第１条の位置の

改正につきましては、「宮崎郡清武町大字今

泉」を「宮崎市清武町今泉」に改正するもので

ございます。次の（２）の第２条の設置目的の

改正でございますが、改正前は、①の「建設技

術者の基礎的訓練及び建設技術者等に対する知

識、技能の修得」では、産業開発青年隊で実施

しております技術者の育成に関することのみと

いうふうに規定しておりましたが、これを「優

れた建設技術者等の養成」に改正いたしまし

て、技術者の育成だけではなく、例えば将来的

には建設業に従事する経営者等の育成も行える

ような施設にしてまいりたいと考えておりま

す。②の品質管理試験につきましては、特に変

更はございません。次に、改正後の③のところ

でございますが、これは、県民の皆様に対し土

木に関する意識啓発などを行う施設として利用

できるように追加するものでございます。来年

度から建設技術センターは指定管理者による運

営を開始いたしますが、指定管理者が実施いた

します自主事業として、土木技術あるいは社会

資本整備に関係する研修、イベント等を開催

し、県民の意識啓発に資するとともに、県民サ

ービスの向上を図ってまいりたいと考えており
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ます。

３の施行期日でございますが、第１条につき

ましては、合併の３月23日、第２条の設置目的

の改正につきましては、平成22年４月１日から

の施行を考えております。

管理課につきましては、以上でございます。

○服部用地対策課長 用地対策課でございま

す。当課の平成22年度当初予算について御説明

をいたします。

お手元の歳出予算説明資料の363ページの用地

対策課をお開きください。当課の当初予算額

は、一般会計で５億9,070万8,000円、公共用地

取得事業特別会計で10億93万5,000円、合わせま

して15億9,164万3,000円をお願いしておりま

す。

以下、主なものについて御説明をいたしま

す。365ページをお開きください。まず、一般会

計でありますが、（事項）収用委員会費2,887万

円であります。これは、収用委員の報酬のほ

か、収用裁決に必要な土地や物件の鑑定料な

ど、委員会の運営に要する経費でございます。

次に、（事項）用地対策費758万8,000円であ

ります。これは、未登記処理に伴う登記事務の

委託に要する経費等であります。

次に、366ページをお開きください。（事項）

特別会計繰出金４億7,841万2,000円でありま

す。これは、次に説明をいたします公共用地取

得事業特別会計の歳入として一般会計から繰り

出すものであります。

次に、367ページをごらんください。公共用地

取得事業特別会計であります。当初予算額は10

億93万5,000円でありますが、これは、公共事業

に必要な用地を先行取得するための経費でござ

います。説明欄１の公共用地取得事業費４

億7,843万2,000円につきましては、用地の先行

取得や代替地の取得のための用地補償費及び事

務費でございます。２の一般会計への繰出金５

億2,250万3,000円につきましては、平成21年度

以前に先行取得した用地を事業課が買い戻すこ

とによる繰入金等を一般会計へ繰り出すという

ものでございます。

当初予算につきましては、以上でございま

す。

次に、常任委員会資料の29ページをお開きく

ださい。宮崎県土地開発公社の解散についてで

ございます。まず、１の解散に至った経緯であ

ります。御案内のとおり、宮崎県土地開発公社

につきましては、近年の公共事業の減少や地下

の下落等によりまして、公有地の先行取得や県

の用地取得事業を補完するという公社本来の役

割が低下してきたということから、平成16年３

月の県議会の広域行政特別委員会報告書及び宮

崎県公社等改革指針におきまして、公社改革の

方向性が示されたところでございます。これら

を受けまして検討した結果、５年後の平成22年

度末をめどに廃止することとすると方針を決定

し、平成18年６月県議会において報告を行った

ところでございます。

次に、２の解散スケジュールについてであり

ます。解散の流れ図でお示ししておりますよう

に、まず公社の理事会で解散を議決した後、平

成22年６月の定例県議会にお諮りをして議決を

得た上で、主務大臣に対して解散認可の申請を

行うことになります。解散認可後は清算手続に

入りまして、遅くとも平成22年度内には一連の

解散手続を終えたいと考えております。なお、

公社の解散に当たりまして、公社本来の事業で

あります公有地取得事業あるいはあっせん等事

業につきましては、今年度までの実施といたし

まして、平成22年度は解散事務を中心に進める
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ことといたしております。

用地対策課は以上でございます。

○岡田技術企画課長 技術企画課であります。

当課の平成22年度当初予算について御説明いた

します。

お手元の歳出予算説明資料の369ページをお開

きください。当課の平成22年度当初予算額は３

億6,089万7,000円であります。

以下、主なものを御説明いたします。371ペー

ジをお開きください。（事項）土木工事積算管

理検査対策費5,146万1,000円についてでありま

す。これは、公共工事の設計単価の調査、工事

実績管理及び施工体制の重点点検などに要する

経費であります。

次に、372ページをお開きください。（事項）

土木積算システム等Ｗｉｎｄｏｗｓ７対応事

業1,386万円についてであります。これは、パソ

コンを使うための基本ソフト、いわゆるＯＳが

今後マイクロソフト社のＷｉｎｄｏｗｓ７に切

りかえられますことから、建設工事などの予定

価格を算定する土木積算システム等についてＷ

ｉｎｄｏｗｓ７に対応するための改修に要する

経費であります。

技術企画課につきましては、以上でありま

す。

○濱田道路建設課長 道路建設課でございま

す。まず、当課の平成22年度当初予算について

御説明いたします。

歳出予算説明資料の373ページをごらんくださ

い。当課の当初予算は217億6,248万5,000円をお

願いしております。

以下、主なものを御説明いたします。375ペー

ジをごらんください。まず、（事項）直轄道路

事業負担金の51億3,848万1,000円でございます

が、これは、国道10号など国の直轄道路事業に

対する県の負担金でございます。

次に、376ページをお開きください。（事項）

公共道路新設改良事業費76億5,090万4,000円で

ございますが、この事業は、国の補助を受けま

して道路の改築事業を実施するものでございま

して、内訳としまして、国道で62億5,5 5 6

万7,000円、地方道で13億9,533万7,000円を見込

んでおります。

次の（事項）地域活力基盤創造交付金事業

費76億8,900万円でございますが、この事業は、

国からの交付金を受けまして、道路の整備を実

施するものでございまして、国道で24億8,504

万4,000円、地方道で52億395万6,000円を見込ん

でおります。

次に、（事項）県単特殊改良費9,508万5,000

円でございますが、この事業は、国の補助事業

や交付金事業での採択基準に該当しない局部的

な改修等を実施する事業でございます。

予算関係につきましては、以上でございま

す。

続きまして、委員会資料の30ページをごらん

ください。議案第33号「有料道路一ツ葉道路及

び有料道路小倉ケ浜道路の事業変更に係る同意

について」であります。まず、１の県議会の議

決を求める理由でございますけれども、宮崎県

道路公社から、有料道路一ツ葉道路及び小倉ケ

浜道路の事業内容の変更につきまして、道路整

備特別措置法第16条第１項の規定による同意を

求められたため、同条第２項の規定により県議

会の議決を求めるものでございます。

２の変更の理由でございますが、昨年12月に

身体障害者福祉法施行令等の一部を改正する政

令が公布されておりまして、本年４月１日から

身体障がいに肝臓機能障害が追加されることに

なっております。道路公社では、障害者手帳の
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交付を受けた障がい者の方がみずから運転され

る場合のほか、重度の障がい者の方が同乗し、

本人以外の方が運転される場合についても、通

行料金を半額とする優遇措置を実施しておりま

すが、この優遇措置の対象に新たに肝臓機能障

害を追加するものでございます。

３の変更の内容でございますが、障がい者本

人以外の方が自動車を運転する場合に料金の優

遇措置の対象となる重度の障がい者の範囲を定

めました別表を掲載しております。１級から４

級までの肝臓機能障害を追加するものでござい

ます。

４の実施年月日でございますが、本年４月１

日でございまして、これにつきましては、全国

の高速道路を初めとするすべての有料道路にお

いて実施されることになっております。

道路建設課は以上でございます。

○大寺道路保全課長 道路保全課であります。

当課の平成22年度当初予算について御説明いた

します。

お手元の歳出予算説明資料の379ページをお開

きください。当課の平成22年度当初予算額は138

億9,472万7,000円であります。

以下、主なものを御説明いたします。381ペー

ジをお開きください。まず、（事項）公共交通

安全施設事業費11億96万2,000円であります。こ

れは、一定の地域内における交通安全上の課題

を解消するため、自転車歩行者道の整備や段差

の改善、交差点の改良などを集中的に実施する

ために要する経費であります。

次に、382ページをお開きください。（事項）

公共道路維持事業費６億6,362万円であります。

これは、県が管理する国道において落石等の災

害が発生するおそれがある危険箇所の防災対策

や橋梁の耐震対策に要する経費であります。

次に、（事項）県単道路維持費28億５万円で

あります。これは、安全で円滑な交通を確保す

るため、排水溝やガードレール等の道路施設の

補修更新や草刈りなど、日常的な維持管理に要

する経費であります。

次に、（事項）県単舗装補修費17億4,700万円

であります。これは、車両等の安全走行を確保

するために、平たん性、いわゆる路面が平らな

ことや、強度が低下した舗装の部分的な補修工

事や全面打ちかえ工事に要する経費でありま

す。

次に、383ページをごらんください。（事項）

沿道修景美化推進対策費７億175万円でありま

す。これは、宮崎県沿道修景美化条例に基づ

き、花木の植栽等を行い、宮崎らしい潤いと安

らぎのある道路環境の創出と保全に努めるもの

であります。

次に、（事項）地域活力基盤創造交付金17

億5,950万円であります。これは、地域活力基盤

創造交付金の交付を受けて自転車歩行者道の整

備や災害防除等の道路整備を行うものでありま

す。

最後に、（事項）道路受託事業費19億300万円

であります。これは、国が実施している五ヶ瀬

川激甚対策緊急特別事業のうち、主要地方道稲

葉崎平原線の安賀多橋かけかえを受託して行う

ものであります。

予算関係については以上でありますが、

次に、委員会資料32ページをお開きくださ

い。○改 道路環境保全活動協働推進事業について

御説明いたします。この事業は、地域住民が行

う道路清掃などの道路美化活動や道路の草刈り

作業を支援することにより、県民と行政の協働

による道路環境保全活動を推進することを目的

としております。予算額は444万1,000円で、事
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業年度は平成22年度から３カ年といたしており

ます。事業内容はそこに記載しているとおりで

すが、21年度までは、ふるさとの道愛護ボラン

ティア支援事業として①の道路美化活動の支援

を行っておりましたが、今回、事業内容を見直

し、①の内容に加え、②のとおり、県民総力戦

による道路環境の維持向上を図るため、草刈り

作業を行う地域住民で構成する団体に対し謝金

を支給するものであります。

道路保全課は以上でございます。

○宮原委員長 執行部の説明が終了しました。

委員の皆様からの質疑はございませんか。

○徳重委員 道路保全課の道路環境保全活動推

進事業についてお尋ねしてみたいと思います。

河川や道路の草刈りを地域にお願いするという

ことで、これは前の年度からずっと行われてい

ると思っているんですが、ことしは予算額がふ

えたんですか。

○大寺道路保全課長 御質問の件ですが、ふる

さとの道・川・海愛護ボランティア支援活動と

いうのを18年から21年までやってまいりまし

た。その中で愛護ボランティアとしてやったも

のは道路の美化活動でありまして、具体的に言

うと、道路の清掃、植栽の管理、こういったも

のをお願いしておりまして、今度改めて改善事

業として提案しますのは、②の道路の草刈り活

動をやっていただいた団体に対して報償費を支

払いするということで、この部分が新規になり

ました。一言で言いますと、今まで草刈りして

おりませんでしたが、今後は草刈りにも積極的

に住民の方の参加を求めたいという事業であり

ます。

○徳重委員 一定以上の延長の道路の草刈りを

行う団体に謝金の支給を行うということです

が、これは面積とか、そういったものが決めら

れているんですか。

○大寺道路保全課長 道路の草刈りの場合は、

おおむね道路の肩から１メートルぐらいとい

う、道路を管理しているほうでも目安がありま

すから、延長になるわけですが、私どもで具体

的に思っておりますのは、地域住民で構成する

団体がまず500メートル以上の草刈りをやってい

ただくということでお願いしたいと思っており

ます。具体的に、謝金との関連になりますけれ

ども、500メートルから２キロまでの草刈りです

と２万5,000円の謝金、２キロ以上の草刈りにな

りますと５万円の謝金というふうに考えており

ます。以上です。

○徳重委員 最後にしたいと思うんですけれど

も、これは団体とおっしゃったんですが、どう

いう団体を想定されていますか。

○大寺道路保全課長 基本的には、今イメージ

しておりますのは、公民館単位等の集落の団体

で構成されるメンバーというふうに思っていま

す。一つのねらいの中に、中山間地対策という

のがあろうかと思います。市町村の方々は、市

町村道はみずからの手で草刈りされる例が多い

んですが、ここを一歩県道のほう、あるいは交

通量の少ない国道のほうに出ていただいて、草

刈りをやっていただいて、そこで得られた謝金

で中山間地の秋の祭りであるとか、そういった

コミュニティーの形成に寄与するような活動を

やっていただくことを願って新設したところで

あります。

○黒木委員 今の事業ですけれども、これは県

道、国道ですか。

○大寺道路保全課長 県が管理します道路とい

うことで規定しておりまして、どの道路でもい

いというと、安全性の問題とかかわりがありま

すから、交通量が少ない、安全性が確保できる
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というのを土木事務所が確認できる、そういっ

た道路については、県道、国道にかかわらず対

象としたいというふうに思っております。

○黒木委員 道路の草刈りは業者に委託して

やっておりますが、それとの関係はどうなるん

んでしょうか。

○大寺道路保全課長 現在、道路はすべて業務

委託で業者のほうに草刈りをお願いしていると

ころですけれども、この部分が成立しますと、

基本的には年に２回刈っていただくようにお願

いすることになります。これは委託の部分から

削除します。この事業の部分と委託で発注する

部分が重ならないようにするということになり

ます。したがいまして、この事業の目的は、先

ほど中山間地の話もしましたけれども、実務面

では私どもの事業予算の低減、縮小につながる

というふうな期待もしているところでありま

す。

○太田委員 資料の27ページの使用料及び手数

料徴収条例の関係なんですが、説明を受けてみ

ますと、これまで県や市町村の職員が宿泊する

ことを想定していたということでありまして、

これからすると、市町村、県の職員は有料で

あったのかなと思うんですが、この説明はそう

いうことでよかったですか。

○成合管理課長 これまで減免規定はございま

せんので、市町村職員、県職員につきましても

有料ということでございます。

○太田委員 この施設については、基本的には

今後、県民に広く利用していただきたいという

ことが28ページのところでも出ておりますか

ら、指定管理になっていろんな人に利用してい

ただくということがあって、今度は学校の子供

たちが宿泊する場合には免除してあげるべき

じゃないだろうかということであろうなと思う

んですが、その場合、広くとるわけですから、

今までは県や市町村の職員が泊まっておった

が、それを広める、そしてその広める中には免

除してあげないかん人たちが、学校の生徒さん

たちは免除すべきだということで出ていると思

うんです。ということは、広くとった中で、今

度は県民の方々が利用することも想定されてい

るということでいいですか。有料で泊まってい

ただくという意味で、広く利用する意味で、そ

ういう人も想定した上でこの免除も入っている

ということでいいですか。

○成合管理課長 まず、免除規定につきまして

は、議案第21号にありますように、学校教育法

第１条に在学する学生さんというのが対象にな

ります。２点目の県民への開放でございます

が、指定管理者を来年度から導入するわけです

けれども、その大きなねらいの一つが、青年隊

の入隊者が減少しておりまして、民間の知識、

ノウハウをもって何とか定員に達するような入

隊者の募集をしたいというのがございます。そ

れともう一つが、指定管理者ということで民間

でございますので、民間のノウハウを生かし

て、県民に対して、せっかくの施設でございま

すので、活用していただきたいと。あそこはい

ろんな教室から、体育館、プールまでございま

す。ただし、公の施設として建設技術センター

があくまでも建設技術関係の技能・知識の修得

の場となっておりますので、そういった趣旨を

絡ませて県民の方に、例えば土木関係のイベン

ト、そういったものを実施して、あそこの施設

を使っていただいて、社会資本整備について

もっと深く知っていただく、そういう取り組み

を行いたいという趣旨でございます。

○太田委員 広くとって大いに活用していただ

きたいということであろうと思います。
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歳出予算説明資料の361ページ、前回、補正の

ときにも質問をいたしましたが、管理課の職員

費のことなんですが、補正のときの説明の中

で、国の補助が２分の１ほどあるので、その分

の職員費が最終的には浮きますと。ありがたい

ことではあるんですが、予算を編成する場合

に、当初予算で20億程度の予算を組んでおりま

すが、前回も５億ほど、国の２分の１補助があ

る関係で浮いたということが言われたわけです

が、そういうことが想定されていても、当初予

算編成上そういう予算の組み方、20億ですか、

職員費を置いておりますけれども、やっぱりそ

ういうやり方が予算編成上というか、財政上そ

うしたほうがいいのか、せざるを得ないのか、

これが慣例なのか、その辺はどうなんでしょう

か。

○成合管理課長 管理課のほうで361ページに計

上しております職員費につきましては、説明の

欄にございますように241名分で、管理課と土木

事務所、建設技術センター等の純県費を使う職

員の人件費を計上しております。県土整備部全

体でいいますと、そのほかに、委員の御意見に

ありましたように、補助公共の事務費で支弁さ

れる職員、そのほか各課ごとに純県費でつけて

いる職員、それぞれ計上しているわけでござい

ますが、委員のお話にありましたように、実

は22年度からは補助事業の事務費を国のほうが

見ないということになっております。それが決

定されましたのが、昨年の12月末ぐらいに概算

要求の時点で初めて県のほうに知らされまし

て、この予算につきましては、あくまでも11月

時点で総務部のほうに予算要求しておりまし

て、中身的には、補助公共支弁の人件費分が従

来のような取り扱いではなくなるというのは現

段階でもわかっているわけですが、ただし公共

事業の事務費で見る職員につきましては、その

財源が一般財源になるのか、あるいは起債によ

る特定財源になるのか、その辺の絡みがまだ決

まっておりませんで、22年度については従来の

ような予算要求をさせていただいているという

ことでございます。

○太田委員 補正のときに５億ほど余るという

のが出たものですから、それについては、５億

というのは大きなお金だから、ほかの事業に回

せるものならという思いもあって尋ねたわけで

すが、予算を編成するに当たって、当初から明

らかに想定されるものについては予定をしなが

らほかにお金を回すということも一つの方法か

なと思いまして、お尋ねしたわけですが、今回

はそういう事情ということであるわけですね。

わかりました。

最後にしますけれども、同じ歳出予算説明資

料の365ページ、用地対策課ですが、収用委員会

費というのがありますが、収用委員会の会議と

いうのは、月１回とか定例的に決められた会議

とか、問題が起こったときに招集されて会議を

やったりとか、そういった会議の持ち方という

のはどのように決められているんでしょうか。

○服部用地対策課長 収用委員会の活動といい

ますか、運営についてのお尋ねだと思いますけ

れども、通常、月１回の定例会というのを開い

ております。定例会におきましては、裁決につ

いての方針の決定、あるいは土地や建物の損失

補償額についての検討、こういったことを中心

に行っております。そのほか裁決案件につきま

しては、現地調査というのを必ず行います。そ

れと、起業者と土地所有者双方から意見を聴取

するために審理というのを必ず行うようになっ

ております。最終的には、裁決を決定する裁決

会議というようなことになります。そういうの
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が主な運営でございます。

○星原委員 説明資料の管理課の362ページの建

設業指導費は前年度とすると大体４億円ぐらい

の増額ということで、その中でふえたのが○改 建

設産業育成総合対策事業じゃないかなというふ

うに思うところですが、主な事業内容のウの中

で、これまでより補助限度額を引き上げて重点

的にということだったんですが、以前、50万

を100万に上げて、それがプラスという部分にな

るところですか。

○成合管理課長 委員会資料の26ページの建設

産業育成総合対策事業でございますが、委員の

御質問の新分野進出に対する助成でございます

けれども、21年度がここに記載しておりません

けれども、予算額が3,000万でございますけれど

も、これを増額して3,500万としております。か

つ補助限度額の引き上げでございますが、従

来50万だったのを100万に20年度に引き上げた経

緯がございます。今回また引き上げる経緯でご

ざいますが、事業の目的に書いてございますよ

うに、建設業を取り巻く環境が一段と厳しいと

いうような状況もございまして、建設産業の健

全な発展を図るというような観点から、あくま

でも建設業に軸足を置きながら新分野進出を

図っておられる企業がたくさんございます。そ

の中で、中小企業新事業活動促進法という、こ

れは商工が所管している法律でございますけれ

ども、県のほうに経営革新計画をあらかじめ出

していただいて、承認を受けて、本腰を入れて

新分野に進出する企業に対しましては、これま

で100万円だった補助限度額を250万に引き上げ

るということにしております。そういう取り組

みによって、側面的ではございますけれども、

建設産業の支援を図りたいというものでござい

ます。

○星原委員 引き上げていただくというのは大

変ありがたいというふうに思っていますし、景

気の状況を見ていても、これからまた年末にか

けて22年度も大変厳しくなっていくだろうとい

う面と、事業量が少なくなってきますから、仕

事が少なくなってくる中でどうやって新分野に

進出するかといっても、今までの100万ぐらいで

はなかなかだったんで、要するに2.5倍という

か、250万になると、少し新たな挑戦をするん

じゃないかなというふうに思います。そういう

中で、これまでの100万、3,000万ということで

ありましたが、利用者というか、今まで活用さ

れた業者の人たちからは、こういう制度があっ

てどうだとか、そういうことあたりの聞き取り

というんですか、成果が出ているか、効果が出

ているか、あるいは250万円に引き上げられたと

いうことですので、もうちょっと引き上げても

らうと、より進出しやすいとか、いろんな意見

を聴取されながら、今回こうやって改善された

んですか。

○成合管理課長 今までこの事業、新分野進出

の助成によりまして、年間30社ほどここ２年

間、助成をしております。限度額が100万という

ことでございまして、進出する分野によっても

かなり異なっておりますけれども、場合によっ

ては初期投資が、例えば農業分野でビニールハ

ウスや温室ハウスをつくる、そういう大型の設

備投資になりますと、1,000万、2,000万クラス

になる、そういった中で限度額がちょっと小さ

いのではないかというような意見は県議会のほ

うからもいただいておりますし、また助成をし

た企業に対しましては、事後確認の意味で、

フォローアップの意味で管理課の職員が企業を

回りまして実態調査をしているところでござい

ます。ただし、あくまでも県の給付金みたいな
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形になりますので、呼び水的になるということ

は聞いておりますけれども、やはり投資額が大

きくなりますと、全体をこの補助金でカバーす

ることはできませんので、残りの投資につきま

しては、場合によっては、商工関係の融資制度

とか有利な貸付制度もございますので、そう

いったものを総合的に助言してまいりたいとふ

うに考えております。

○星原委員 私の知り合いでもこの100万の事業

を使って、カンショなんですけれども、サツマ

イモの植えつけをして、この４～５年で20町ぐ

らいにふやしたんですが、去年の11月ごろ連絡

をもらった中では、今度はふえ過ぎて、酒造会

社のほうが大きくなったサツマイモはとらな

い、半分に切らなくちゃいけない、だから返っ

てきたとかという話もありました。ですから、

進め方も、同じような業種の人たちばかりその

地域でふえていくと、通常の農家の人たちが

やっていた分野を侵したりとか、資金的な面や

いろんな面がありますから、大型化していくわ

けですね。一方では過剰になるというんです

か、そういう部分が出てきたりするんで、今後

はそういう視点―何かの分野に進出でも、全

然違う人たち、関係のないような、脅かさない

ような形の場合はいいんですが、余りにもそう

いう話に入っていくと、逆にこれまでの業種の

方々に影響を与える部分もありますので、今

後、セミナーを開かれたり、いろんなことをや

られる場合には、地域が求めているものとか、

本当に新分野でやる分にはいいんですが、既成

の分野の部分の場合は、今までやっている人を

逆に圧迫する部分もありますので、そういうと

ころあたりもどこかに意識を持ちながらやって

いただけるとありがたいかなというふうに思い

ます。

次に、375ページの道路交通情勢調査費という

のが、去年の当初ではゼロで現計で1,200万だっ

たのが今度は9,750万円計上されているんです

が、約8,500万ぐらい増額、そういう予算を組ま

れた、この交通情勢調査費というのはどういう

形のものなんですか。

○濱田道路建設課長 これは、全国一斉に５年

に１回、交通量調査というのが実施されており

まして、前回は17年だったんですけれども、来

年度、５年に１回の全国調査が行われるもので

すから、その経費としてお願いしておるという

ことでございます。

○星原委員 わかりました。次のページの地域

活力基盤創造交付金事業ということで、前年度

当初でいくと24億減、現計でいくと52億円減ぐ

らいの予算規模になって、一般国道、地方道、

これだけの予算で22年度組まれているというこ

となんですが、これから補正なり、景気対策と

いうか、そういう形でふえていく可能性もある

のかなと思うんですが、この数字と、次の県単

特殊改良費というのも現計でいっても40億ぐら

いということになると、このあたりで約100億近

い予算が減額になってきているわけですが、こ

れは公共事業の減の中で如実にあらわれた件な

んですが、やはりこの辺が建設産業の人たちあ

るいは地域経済に与える影響というのが非常に

大きくなっていきそうだなと、厳しくなりそう

だなというふうに思います。当然それぞれ想定

はされていると思うんですが、その分をどのよ

うに今後カバーしていくのかというあたりの検

討と、今後、政府に対しての予算の陳情です

か、その辺の取り組みについてどういうふうに

考えていらっしゃるんですか。

○濱田道路建設課長 まず、予算のほうでござ

いますけれども、交付金事業につきましては、
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確かに今年度当初予算と比較しまして大幅な減

となっています。これは、国の公共事業予算と

いうのが非常に厳しくなるという想定のもとで

はございますけれども、それに備えるといいま

すか、少しでも来年度の予算落ち込みを防ぐた

めに、一昨日議決をいただいておりますけれど

も、今年度の補正予算の中で交付金事業としま

して20億1,000万円をお願いしております。それ

をあわせて考えますと、ほぼ今年度当初並みの

予算は確保できるのではないかなと考えていま

す。

それから、県単特殊改良費につきましても、

同じく補正で５億5,000万お願いしておりました

ので、予算は確かに厳しい情勢ではあるんです

けれども、少しでも落ち込みをカバーできるの

ではないかなというふうに考えております。こ

れから国のほうの予算が確定した後、地方への

配分というのが決まってくるわけですけれど

も、これにつきましては、確かに状況としては

非常に厳しいんですけれども、従来から、私ど

もはおくれている地方への重点配分ということ

でお願いしてきております。国のほうも、宮崎

県というのが道路整備に対するニーズは非常に

高いというのはよく御理解いただけているので

はないかなと思っています。引き続き、全国一

律ということではなくて、少しでもおくれてい

る地方への重点配分ということをお願いしてい

きたいとふうには考えております。

○星原委員 最後のほうで言われましたおくれ

ている地域の重点配分、この辺が、本県の建設

産業の方々の部分でも、いろんな事業をやられ

てもやはり原資といいますか、もとのその数字

がふえてこないと、いろんな対策事業でわずか

ずつやってもなかなか好転していかないと思い

ますので、ぜひ重点配分ということでは力を入

れていってほしいなというふうに思います。よ

ろしくお願いします。

○野辺委員 議案第32号の市町村負担金の徴収

ですが、公共急傾斜地崩壊対策事業、普通は市

町村は10分の１だと思うんですが、20分の１と

いうのは例えばどういう事業の場合でしょう

か。

○宮原委員長 この部分は砂防課の部分になる

そうですから、次の第２グループのところでお

願いしたいと思います。

○野辺委員 土地開発公社の解散であります

が、22年３月下旬の理事会で解散を議決すると

いうことになっておりますので、抱えている案

件はすべてなしということでしょうか。先行取

得の案件はないということですか。

○服部用地対策課長 土地開発公社につきまし

て、懸案事項としてございました一番はフリー

ウェイ工業団地の処分でございますけれども、

これにつきましては、今年度の当初予算で計上

していただくということになっております。そ

のほかの大きな案件というのは特に残っており

ませんので、順調に今、進んでいるという状況

でございます。

○野辺委員 同じ用地対策課ですが、365ページ

の収用委員会が開かれる案件というのは、今の

時点でまだ残っているものもあるんでしょう

か。

○服部用地対策課長 本年度、収用委員会に上

がってきております裁決案件は２件ございま

す。

○野辺委員 収用委員会にかけられる案件の内

容、条件といいますか、どういう案件が収用委

員会にのせられるんでしょうか。

○服部用地対策課長 通常、収用委員会に上

がってまいりますのは、起業者と土地所有者と
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の間の損失補償、いわゆる補償金について折り

合いがつかないといいますか、争いがある案件

が上がってくるケースが多いというのが一つ、

それから相続関係で相続人が多数に上って、中

にいろいろ不明な方がいらっしゃる、そういう

案件の場合も上がってきております。

○野辺委員 相続人が多い場合の案件というの

は、収用委員会で何か解決できる方法があるん

ですか、そういう案件は多いんですけれども。

○服部用地対策課長 案件としては、そう多く

はございませんけれども、相続人の中で、例え

ば登記の中に住所や氏名の記載がないとか、そ

ういう場合には、裁決のやり方として不明裁決

というやり方等がございますので、そういうや

り方で解決を図っていくというようなこともご

ざいます。

○野辺委員 次に、382ページの一般国道橋梁維

持事業３億5,000万円余ですが、橋梁の耐用年数

というのはそれぞれ違うと思うんですが、ある

んですか。

○大寺道路保全課長 お尋ねの橋梁の耐用年数

というのは基本的にはないんですが、今までの

経験からいくと、おおむね60年ぐらいで力が急

に抜けていくような事例もあります。ただ、一

般的には長もちする橋梁もありますし、逆に短

命な橋梁というのもあろうかと思います、

○野辺委員 橋梁が数多くかかっていますの

で、今後、この維持というのは大変だと思うん

ですが、特別、何か耐用の方法は考えられます

か。

○大寺道路保全課長 おっしゃるとおりでし

て、1960年、1970年ぐらいから随分と橋をかけ

ております。それが、今から10年、20年後ぐら

いに60年を経過するということになりますか

ら、今から先については用意をしておかなくて

はならないということで、実は平成19年から21

年にかけてアセットマネジメントということ

で、その橋梁分を取り出して、どういうふうな

維持管理をしようかということで検討してまい

りました。おおむね今年度までで、まだ委員会

ありますけれども、内容としては、力が落ちて

大きい修理をするんではなくて、あらかじめ小

さな補修を繰り返していって劣化しないような

努力をすると、先ほど60年と申しました橋梁

も100年近くもつんではないかというような判断

も出てまいりましたから、そういうような方向

で今後の予算の縮減に努めていきたいというふ

うに思っております。

○井上委員 道路保全課に教えていただきたい

んですが、一般国道災害防除事業、今回は国

道327号（美郷町）ほか２路線となっています

が、ほかの２路線というのはどこで、そして現

状はどうなっているのかというのを教えてくだ

さい。

○大寺道路保全課長 382ページの一般国道災害

防除、公共道路維持の中ですが、国道327号と表

記してありますほかは、国道218号線、国道219

号線であります。この路線は特に緊急輸送道路

等に指定されておりまして、災害時にとまって

はならないというふうな重要な路線であります

から、努めてここに公共事業を入れているとこ

ろです。ただし、防災事業としましては、この

事業以外にも、地域活力基盤創造交付金、地域

自立活性化交付金、こういった事業の中でほか

の路線の防災対策にも努めております。防災対

策については必要なところが多いんですが、道

路として安全を確保する優先順位から、努めて

順番にやっていきたいというふうに思っており

ます。

○井上委員 確かに、地域活力基盤創造交付金
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事業の中で219号ももちろん入っていて、ほか26

路線やられているようですが、この一般国道災

害防除事業の３路線を決定するというのには何

か根拠があるんですか。

○大寺道路保全課長 基本的に、全体の枠の中

で防災事業としてはやってきたところでありま

して、緊急輸送道路で固めた中ですべてを整備

していくというのがなかなか難しいので、まず

公共の中では緊急輸送道路の大きな部分を押さ

えまして、順次ほかの事業で押さえていくとい

うことになります。事業の内容は変わらないと

いうふうには思っております。

○井上委員 重ねてですが、これはまだ何年も

かかりそうな事業なんですか。

○大寺道路保全課長 この事業は、平成８年度

に調査しました危険箇所調査をもとに実施して

きております。防災全体に関して言いますと、

平成８年の中でまだ半分ほどしか実施できてい

ないというふうに思いますから、災害防除につ

いては今後も引き続き、力を注いでいく必要が

あろうかというふうに思っております。

○星原委員 もう一点教えてください。381ペー

ジの公共交通安全施設事業費というのは、歩道

とか、そういったものをつくる事業なんです

か。どういった感じの事業費になりますか。

○大寺道路保全課長 公共交通安全施設事業

費、11億組んである分ですが、説明の中で交通

安全地区一括統合補助事業というふうに書いて

ございまして、これは、一つのくくられた地域

の中で幾つかの路線があるときに、それを総合

して問題を解消しようというところでありま

す。内容につきましては、都城の例で言います

と、都城北地区ということで１カ所やるよう

に、ここに書いてありますのは宮崎北地区です

が、このほかにも都城北地区をやりたいという

ふうに望んでいるところですが、その場合には

地域として269号の富吉、高城、山田とか、幾つ

かの路線で交通安全を進めていって、一つのエ

リアの問題が解消することに努めるという内容

になっております。

○星原委員 先ほどの説明では、自転車とか歩

行者とか言われたんですね。そのエリアの地域

の交通安全ということになると、歩道帯をつく

るのか、あるいは歩道をつくれなきゃ、サイド

にラインを引きますが、そういった感じのもの

なのか、補助事業の範囲の中身を教えてほしい

なと思います。

○大寺道路保全課長 ただいままでの一つの事

業ですと、交通安全で歩道をつくりますという

話で歩道をつくっていたというところがあると

思いますが、この一括は歩道もつくりますが、

交差点に不備があれば交差点の改良、段差解消

もしますということで、交通安全に関する幾つ

かのメニューを一体にやるということになろう

かと思います。

○星原委員 昨年の当初予算で19億円余という

のが11月現計で約16億ぐらいで、こういう事業

というのは結構地域から要望があるんじゃない

かなと思うんですが、３億ぐらい使っていない

というのと、ことしの当初では11億で、去年の

当初と比べると８億も減っているということ

で、住んでいる人たちあるいは道路を利用する

人たちの安全面を考えると、そういった予算を

組まれているんなら早急に使ったほうがいいん

じゃないかなというふうに思うんですが、使い

切らなかった理由、使っていない理由、減らし

た理由というのは何かあるんですか。

○大寺道路保全課長 公共交通安全施設事業に

ついては、表記のように減額になっております

けれども、内容的には、地域活力創造交付金
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（交通安全）とか、実は補助事業を上回る補助

率の事業費、10分の6.5の補助率という高補助率

がありましたから、そちらのほうに回させてい

ただいて、より大きな効果を得るというような

努力をしてきたところでございます。

○星原委員 その点は大変理解をいたします

が、ただ、22年度もこうやって当初で組んでい

くわけですから、地域がそういった事業を求め

られている部分というのは多くあると思うん

で、できればやっぱりそうやって地域安全の面

からぜひ有効に前向きに使っていただきたいと

いうふうに思います。

○黒木委員 社会資本整備総合交付金ですけれ

ども、これはいつ決定すると考えられますか。

○成合管理課長 先ほど御説明いたしました社

会資本整備総合交付金でございますが、資料16

ページでございまして、今のところまだ基本ス

キーム的なものしか国のほうから示されており

ませんで、近日中に要綱が示されるというよう

な情報は入っておりますけれども、遅くとも３

月中には制度設計がなされて、地方のほうに示

されるのではないかというふうに考えておりま

す。

○黒木委員 これが示された場合には予算の組

み替えも考えられるわけでしょうか。

○成合管理課長 先ほど冒頭に御説明しました

ように、国の総合交付金の詳細が決まっており

ませんので、現予算は補助公共事業、交付金事

業、それぞれの従前の予算区分で計上している

ところでございます。正式に決まった場合に

は、財政当局等とも協議しながら、補正をやる

のかどうかは今後検討していくことになると考

えております。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上で管理課、用地対策課、技術企画課、工事

検査課、道路建設課、道路保全課の審査を終了

いたします。

12時をちょっと過ぎると思いますが、入れか

えをして、説明までをお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いします。

暫時休憩いたします。

午前11時24分休憩

午前11時28分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

次に、河川課、砂防課、港湾課、都市計画課

の審査を行います。河川課長から順次説明をお

願いいたします。

○大田原河川課長 河川課であります。当課の

平成22年度当初予算について御説明いたしま

す。

歳出予算説明資料の385ページをお開きくださ

い。当課の当初予算額は182億6,736万1,000円で

あります。

以下、主なものを御説明いたします。387ペー

ジをお開きください。まず、（事項）河川管理

費１億2,327万9,000円であります。これは、河

川等の維持管理などに要する経費であります。

このうち説明欄６の○改 ふるさとの川や海を守り

隊！活性化支援事業926万2,000円であります。

これは、平成21年度まで実施しておりましたふ

るさとの道・川・海愛護ボランティア支援事業

と未来につなぐふるさとの水辺再発見事業を見

直したものです。子供たちが川で安全に遊び、

水に親しめるように行う河川学習活動に対しま

して、講師派遣の支援を行ったり、市町村と地

域住民とが一体となった草刈りなどのボラン

ティア活動に対しまして、必要な資材の貸し出
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しや支給などを行うこととしております。同じ

く説明欄７の○新 河川緊急メンテナンス年間委託

事業2,589万6,000円でありますが、この事業に

つきましては、後ほど委員会資料で御説明いた

します。

次に、388ページをお開きください。（事項）

ダム施設整備事業費５億1,450万円であります。

これは、国の補助を受けて、老朽化しているダ

ム施設の改良及び修繕等に要する経費でありま

して、年次計画に基づき、祝子ダムなどの３つ

のダム施設の機能の維持向上を図ることとして

おります。

（事項）公共河川事業費51億208万8,000円で

あります。これは、国の補助を受けて実施する

河川改修等に要する経費でありまして、広域河

川改修事業など５つの事業により、ハード及び

ソフト対策が一体となった防災対策を進めるこ

ととしております。

次に、（事項）県単河川改良費２億6,340万円

でありますが、389ページにかけてごらんくださ

い。これは、補助事業の対象とならない河川の

小規模な改修などに要する経費であります。

次に、（事項）県単河川修繕費２億300万円で

あります。これは、県が管理します河川管理施

設の維持修繕や水門の管理などに要する経費で

あります。

次に、（事項）県単自然災害防止河川改良費

２億1,000万円であります。390ページにかけて

ごらんください。これは、市町村の地域防災計

画書に掲げられております危険区域におきまし

て災害の発生や拡大を防止するため、補助事業

の対象とならない河川改修等に要する経費であ

ります。

次に、（事項）河川受託事業費６億21 5

万8,000円であります。これは、河川の改修に伴

い、橋梁のかけかえ工事や市道の改良工事など

をあわせて実施するため、市などから委託を受

けまして、一体的な整備を図る事業であります

が、平成22年度は延岡市の堤防兼用道路ほか６

カ所を予定しております。

次に、（事項）直轄河川工事負担金16億5,889

万5,000円であります。これは、国が管理します

直轄区間におきまして、通常の河川改修のほ

か、激特事業や海岸事業などを行っております

が、これに対する県の負担金であります。

次に、391ページをごらんください。（事項）

ダム管理費４億9,113万1,000円であります。こ

れは、渡川ダムなど８つの多目的ダムと日南ダ

ムなど５つの治水ダムの維持管理に要する経費

であります。

次に、392ページをお開きください。（事項）

公共土木災害復旧費82億5,100万円であります。

これは、道路や河川など被災した公共土木施設

の復旧に要する経費であります。

次に、委員会資料の33ページをお開きくださ

い。○新 河川緊急メンテナンス（ＲＥＭ）年間委

託事業について御説明いたします。まず、１の

事業の目的でありますが、近年、全国的に異常

降雨が多発し、甚大な水害が相次いでおりまし

て、堤防を含めた河川管理施設の維持管理が重

要となっております。このため、堤防や樋門な

どのパトロールや緊急時の補修修繕などを地元

の建設業者に年間委託―単価契約になります

が―しまして、応急処置が必要な箇所の早期

発見と迅速な対応を図り、被害の発生と拡大を

最小限に抑えることを目的としております。

次に、２の事業の概要についてであります。

平成22年度の予算額は2,589万6,000円、事業期

間は平成22年度から24年度までを予定しており

ます。次に、事業内容についてであります。ま
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ず、①の出水前の緊急パトロールであります

が、これは、台風など大雨が事前に予測される

場合におきまして、各土木事務所職員で対応で

きない区間を緊急的にパトロールするものであ

ります。次に、②の緊急に対応が必要な河川管

理施設の応急処置でありますが、これは、①の

パトロールで発見された異常箇所や地域住民の

方々などからの情報提供による異常箇所を応急

的に処置するものであります。次に、③の地震

発生後の河川管理施設の緊急点検であります

が、これは、地震が発生した場合に、必要に応

じまして、樋門などを中心とした河川管理施設

を緊急点検するものであります。最後に、④の

水質事故対応でありますが、これは、油流出事

故などが発生した場合に、オイルフェンスの設

置やオイルマットでの油回収業務など迅速な対

応を行うものであります。下の図をごらんくだ

さい。台風来襲や油流出など、いろいろな情報

が土木事務所に入ってきます。この対応につき

まして、土木事務所と地元の建設業者が年間委

託業務を契約することによりまして、緊急パト

ロールや河川管理施設の応急処置、オイルフェ

ンスの設置など、緊急時の対応を迅速に行うこ

とができまして、被害の発生や拡大の抑制が図

られ、維持管理費用や災害復旧費用の縮減につ

ながるものと考えております。

新規事業につきましては、以上であります。

次に、34ページをごらんください。（ゼロ予

算施策）地域住民による河川管理モニターの実

施について御説明いたします。まず、１の概要

でありますが、堤防や河川敷は日常的に地域住

民の方々が散策等で利用されております。この

利用される方々から堤防の異常などに関します

情報をインターネットなどにより収集できるよ

う、情報提供の窓口を県庁河川課ホームページ

内に設置するものであります。次に、２の効果

でありますが、より迅速な異常箇所の発見が可

能となりまして、洪水被害が軽減でき、安全・

安心の確保が図れます。また、緊急に補修や修

繕などが必要な箇所につきましては、先ほど御

説明しました新規事業で応急処置を行い、適正

な河川の維持管理につながるものと考えており

ます。

河川課からの説明は以上であります。

○平田砂防課長 砂防課であります。当課の平

成22年度当初予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料の395ページをお開きくださ

い。当課の当初予算は43億4,161万1,000円であ

ります。

以下、主なものを御説明いたします。397ペー

ジをお開きください。まず、（事項）公共砂防

事業費21億4,600万円であります。これは、土石

流などの土砂災害から人命・財産を守るため、

荒廃した渓流における砂防堰堤などの整備や地

すべり区域において実施する対策工に要する経

費であります。説明欄６の特定緊急砂防事業３

億円でありますが、平成19年度に激甚な災害が

発生した日之影町綱の瀬川において砂防堰堤新

設等の対策工を実施するものであります。

次に、（事項）公共急傾斜地崩壊対策費17

億4,675万円であります。398ページをお開きく

ださい。これは、がけ崩れから人命・財産を守

るために急傾斜地崩壊危険箇所の擁壁工やのり

面工などの整備に要する経費であります。

次に、（事項）県単砂防調査費5,660万円であ

ります。これは、補助事業の新規要望箇所や災

害関係事業等の申請に伴う測量や調査等に要す

る経費であります。

次に、（事項）県単公共砂防事業費１億90万

円であります。これは、国庫補助の対象となら
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ない小規模な砂防工事や地すべり対策工事に要

する経費でございまして、小規模な流路工、砂

防施設や地すべり防止施設の整備や修繕を行う

ものであります。

次に、（事項）県単公共急傾斜地崩壊対策事

業費9,500万円であります。399ページをごらん

ください。これは、市町村が実施する急傾斜地

崩壊対策工事に対する補助金や既存の急傾斜地

崩壊防止施設の維持補修に要する経費でござい

ます。

次に、（事項）直轄砂防工事負担金１億4,900

万円であります。これは、国が大淀川水系にお

いて実施する直轄火山砂防事業に対する県の負

担金であります。

最後に、（事項）土砂災害防止啓発推進事業

費123万円であります。これは、広く県民に防災

知識を普及啓発するため、６月の土砂災害防止

月間に実施する一般県民向けの土砂災害防止講

座や、小中学生を対象に実施する土砂災害防止

教室の開催等に要する経費であります。

砂防課は以上であります。

○野田港湾課長 港湾課であります。当課の平

成22年度当初予算について御説明をいたしま

す。

お手元の歳出予算説明資料の401ページをお開

きください。当課の当初予算額は、一般会計

で54億2,686万2,000円、港湾整備事業特別会計

で19億5,165万8,000円、一般会計と港湾整備事

業特別会計を合わせまして73億7,852万円であり

ます。

以下、主なものを御説明いたします。403ペー

ジをお開きください。まず、一般会計の当初予

算であります。（事項）空港整備直轄事業負担

金１億2,052万9,000円でありますが、これは、

宮崎空港の護岸等の改良に係る直轄事業に対す

る負担金であります。

次に、（事項）港湾事務所等維持管理費5,227

万7,000円であります。これは、港湾課所管の港

湾事務所の庁舎等の維持管理に要する経費であ

ります。

次に、404ページをお開きください。（事項）

港営費２億958万1,000円であります。これは、

ポートセールスや港湾施設の管理運営に要する

経費であります。

次に、（事項）港湾維持管理費３億7,952

万5,000円であります。これは、護岸の補修や防

護さくの設置など、港湾施設の維持補修に要す

る経費であります。

次に、405ページをごらんください。（事項）

特別会計繰出金６億6,347万6,000円でありま

す。これは、港湾整備事業特別会計の歳入不足

が生じるため、一般会計から特別会計へ繰り出

しをお願いするものであります。

次に、（事項）港湾調査費4,500万円でありま

す。これは、港湾の測量調査等に要する経費で

ありますが、○新 細島港埠頭整備促進調査事

業2,000万円につきましては、後ほど委員会資料

で御説明いたします。

次に、（事項）直轄港湾事業負担金５億7,451

万5,000円であります。これは、細島港及び宮崎

港において直轄事業により防波堤等の整備を

行っておりまして、その負担金であります。

次に、406ページをお開きください。（事項）

公共港湾建設事業費21億707万2,000円でありま

す。これは、港湾施設の機能強化、安全性等を

確保するため、国庫補助事業によりまして、県

内15港において防波堤などを整備する経費であ

ります。

次に、407ページをごらんください。（事項）

港湾災害復旧費７億4,741万円であります。これ
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は、台風等により被災した公共港湾施設を原形

復旧する経費であります。

以上が一般会計の当初予算であります。

次に、408ページをお開きください。港湾整備

事業特別会計の当初予算につきまして、主なも

のを御説明いたします。まず、（事項）細島港

管理運営費２億974万円であります。これは、細

島港の荷役機械、引船等の管理運営に要する経

費であります。

次に、（事項）宮崎港管理運営費１億2,718

万1,000円であります。これは、宮崎港のフェリ

ーターミナルビル、引船、マリーナ等の管理運

営に要する経費であります。

次に、409ページをごらんください。（事項）

油津港管理運営費4,746万2,000円であります。

これは、油津港の上屋、荷役機械等の管理運営

に要する経費であります。

次に、○新 細島港整備事業費４億円であります

が、内容につきましては、後ほど委員会資料で

御説明いたします。

次に、公債費11億6,209万8,000円でありま

す。これは、港湾整備事業特別会計で整備しま

した荷役機械や野積場などの整備費の起債償還

のための経費であります。410ページをお開きく

ださい。元金が10億2,237万7,000円、利子が１

億3,972万1,000円であります。

次に委員会資料の35ページをお開きくださ

い。新規事業の説明をさせていただきます。細

島港整備事業（コンテナターミナル整備）と細

島港埠頭整備促進調査事業について御説明をい

たします。

まず、細島港整備事業（コンテナターミナル

整備）であります。１の事業の目的でありま

す。細島港は、旭化成イーマテリアルズ、昭和

シェルソーラー等の進出に伴いまして、コンテ

ナ取扱量の飛躍的な増加が予想されておりま

す。このため、効率的で安全な荷役作業を目的

としまして、ガントリークレーン１基の増設と

コンテナヤードの拡張を行うものであります。

２の事業の概要をごらんください。事業期間は

平成22年度から24年度までの３カ年でありまし

て、平成22年度の予算額としては４億円を計上

しております。事業内容でありますが、今申し

上げましたとおり、ガントリークレーン１基の

設置とコンテナヤード約1.3ヘクタールの舗装を

行う予定です。本事業によりまして、荷役作業

の効率化あるいは安全性が向上することから、

利用企業のコストや時間短縮などのメリットが

生じますとともに、新たなコンテナ航路の誘

致、新たな企業の進出、工場の増設など、地域

の雇用や産業活動の活性化が期待できるもので

あります。

次に、36ページをごらんください。債務負担

行為の追加でございます。コンテナターミナル

整備のうち、ガントリークレーンの設置につき

ましては、工場製作から現場据え付けまで時間

を要することから、平成22年度と23年度の２カ

年工期としまして、限度額９億円を計上してお

ります。

次に、37ページをごらんください。細島港埠

頭整備促進調査事業であります。１の事業の目

的であります。細島港周辺におきましては、複

数の企業進出が見込まれておりまして、船舶の

大型化に対応した大型岸壁の整備が必要となっ

ております。岸壁の整備に当たりまして、背後

の埠頭用地を有効に活用することが必要であり

ますことから、県で行う埠頭整備の調査を実施

するものであります。２の事業の概要をごらん

ください。予算額は2,000万円をお願いしており

ます。事業内容としましては、埠頭用地の地形



- 93 -

測量、道路計画及び排水計画などを行うもので

あります。本調査によりまして、埠頭用地の利

用促進と大型岸壁の新規着手に向けて国への

メッセージにもつながるものと考えているとこ

ろであります。

港湾課は以上であります。

○黒田都市計画課長 都市計画課であります。

当課の平成22年度当初予算について御説明いた

します。

お手元の歳出予算説明資料の411ページをお開

きください。当課の当初予算額は32億1,133

万9,000円であります。

以下、主なものを御説明いたします。413ペー

ジをお開きください。まず、（事項）○新 暮らし

やすいまちづくり推進事業費683万8,000円でご

ざいますが、この事業につきましては、後ほど

委員会資料で御説明いたします。

次に、414ページをお開きください。（事項）

暮らしやすい都市圏をつくる交通推進事業費182

万4,000円でありますが、この事業につきまして

も、後ほど委員会資料で御説明いたします。

次に、（事項）公共街路事業費５億4,475万円

であります。これは、国からの補助金を受けて

都市計画道路の整備を行う事業に要する経費で

あります。

次に、415ページをごらんください。（事項）

土地区画整理事業費３億110万円であります。こ

れは、土地区画整理事業に伴う経費でありま

す。このうち説明欄１の組合区画整理事業費補

助金につきましては、当該土地区画整理事業に

より延岡西環状線の一部をなす富美山通線もそ

の一環として整備されますことから、延岡市多

々良地区の土地区画整理事業を施行する多々良

土地区画整理組合に対し補助を行うものであり

ます。

次に、（事項）地域活力基盤創造交付金事業

費21億7,860万円であります。これは、国からの

交付金を受けて都市計画道路の整備を行う事業

に要する経費であります。

次に、委員会資料の38ページをお開きくださ

い。○新 暮らしやすいまちづくり推進事業費につ

いて御説明いたします。まず、１の事業の目的

についてであります。宮崎県まちづくり基本方

針に基づき、人口減少・超高齢社会に対応する

ため、社会基盤等の既存ストックを有効に活用

しつつ、だれもが安全で快適に暮らせ、人と環

境にやさしい持続可能でコンパクトなまちづく

りを進めることとしております。

なお、宮崎県まちづくり基本方針とは、本県

に適したまちづくりを推進することを目的とし

て、県が広域的な観点から果たすべき役割につ

いて基本方針として明示したものでございま

す。ページの下をごらんください。ここに宮崎

県まちづくり基本方針の理念及び基本方針を示

しております。人口減少・超高齢社会に対応し

た都市づくりを基本理念としまして、コンパク

トな都市づくり、及び田園地域等との共存・共

生を目指した都市づくりを推進することにして

おります。

次に、２の事業の概要でございますけれど

も、（１）の予算額としまして、683万8,000円

を計上しております。（２）の事業年度は平

成22年度でございます。（３）の事業内容でご

ざいますが、①の都市機能拡散の抑制につきま

しては、都市計画区域外において、まちづくり

に大きな影響を与える大規模集客施設の立地を

規制する準都市計画区域の指定作業を行うこと

としております。②の都市計画区域マスタープ

ラン等の改定では、都市計画の目的を定めた都

市計画区域マスタープラン等を改定して、時代
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の変化に対応した都市計画の将来像を県民にわ

かりやすく示すこととしております。

次に、39ページをお開きください。暮らしや

すい都市圏をつくる交通推進事業について御説

明いたします。まず、１の事業の目的について

であります。この事業は、宮崎県都市圏総合交

通戦略で定めた自動車交通の緩和、公共交通の

利用促進及び市街地における人中心の交通環境

の形成を図るため、鉄道・バス利用促進への県

民の意識啓発や各事業の進捗管理を行うことに

より、暮らしやすい環境負荷の少ない都市圏を

つくることを目的としております。次に、２の

事業の概要についてでございますが、予算額と

しまして、182万4,000円を計上しております。

事業年度としまして、平成21年度から平成25年

度でございます。事業内容としまして、①の鉄

道・バス利用促進のための意識啓発、②の各事

業の進捗管理を行うこととしております。

予算関係につきましては、以上であります。

次に、40ページをお開きください。議案第24

号「宮崎県における事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例」について御説明いた

します。初めに、１の改正の趣旨についてであ

ります。県では、住民に身近な行政サービスは

できる限り住民に身近な市町村で提供していた

だくことを基本に、市町村の希望、選択により

ます権限移譲を推進しております。今回、被災

市街地復興特別措置法に基づく許可等の知事の

権限につきまして、住民の利便性の向上や事務

処理の効率化等の観点から、その一部取り扱い

を希望する市に移譲するため、条例の一部を改

正するものであります。次に、２の移譲事務の

内容について説明いたします。移譲いたします

のは、被災市街地復興特別措置法の第７条の規

定によります被災市街地復興推進地域内におけ

る建築行為等の許可等及び同法８条の規定にご

ざいます同推進地域内における土地の買い取り

の相手方の決定等に関する事務など、合計９事

務でございます。被災市街地復興特別措置法と

は、平成７年の阪神・淡路大震災を受けて制定

された法律でございまして、大規模な災害を受

けた市街地について、緊急かつ安全な復興を図

ることを目的としたものでございます。同法に

よります被災市街地復興推進地域に定められま

すと、一定の期間、建築行為等が厳しく制限さ

れるというものであります。３の移譲先は都城

市としておりますが、都城市は、既に都市計画

施設等の区域内における建築行為等の許可の権

限を移譲しており、十分に対応可能と考えてお

ります。４の施行期日といたしましては、平

成22年４月１日としております。なお、宮崎市

につきましては、中核市のため、これらの事務

は法令によりまして移譲済みとなっておりま

す。

次の41ページから42ページに現行と改正案の

対照表を添付しておりますが、説明は省略させ

ていただきます。

都市計画課については以上であります。

○宮原委員長 執行部の説明が終了しました。

１時に再開させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

暫時休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時１分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

質疑はございませんか。

○太田委員 資料の33ページの河川課の河川緊

急メンテナンス年間委託事業についてでありま

す。この場合、流域はいろいろあると思うんで
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すけれども、県内で何件ほど契約を結ぶ相手

方、建設業者を想定されているのか、どのくら

いで県内カバーできるのか。

○大田原河川課長 これにつきましては、県内

で2,600キロぐらいの河川延長がございます。各

土木事務所に事前に説明しまして、大きい事務

所では５～７とか、小さな事務所では２とかの

地域の分割を考えております。まだ正確ではな

いんですが、地域でいきますと、40地域ぐらい

になるんじゃないかという想定をしているとこ

ろです。これは今から事務所のほうでいろんな

精査をやっていただくことになります。

○太田委員 わかりました。次に、歳出予算説

明資料でいきますと388ページ、これも河川課に

なりますが、ダム施設整備事業費、これで今年

度は祝子ダム等３つ予定されていますが、これ

は毎年度入れられていたのか、今後の計画も含

め、説明をお願いいたします。

○小嶋ダム対策監 これにつきましては、来年

度に広渡ダムと立花ダムが新規で入ります。基

本的には15年をベースに考えてございます。15

年たびに更新していくということでございま

す。

○太田委員 私はダムのことは詳しくないんで

すが、この３つのダムを改良するということで

今年度入れたわけですね。来年度もどこかが

―１年度で終わるものなんですか。新たなほ

かのダムをせないかんという今後の計画がある

んですか。

○小嶋ダム対策監 基本的には、15年をベース

に考えてございますが、今後５カ年の中に新た

に入ってくるダムはございます。この３ダム以

外にございます。ダムがそれぞれでき上がった

時代が違いますので、でき上がってから15年を

ベースに補助事業を入れながら修繕関係をやっ

てございます。

○太田委員 わかりました。旭化成の関係も負

担するような記述が説明の中にあるようです

が、旭化成の関係はどういうようなものです

か。

○小嶋ダム対策監 旭化成につきましては、祝

子川沿いに旭化成がございまして、こちらから

取水してございます。その取水分を祝子ダムの

ほうで確保してございます。そのアロケの分を

負担していただいています。

○太田委員 わかりました。403ページ、港湾課

でありますが、気がついたものですから確認の

意味でさせていただきますが、港湾事務所の維

持管理費、昨年の予算でいくと1,100万、これが

今度5,200万ほどに上がったわけですね。これは

庁舎維持管理ということで何か改善を加える大

きな事業でもあったんでしょうか。

○野田港湾課長 4,000万ほどふえているわけで

ございますが、事務所が定期的に年度割りで補

修とか、そういうのを進めているわけですけれ

ども、増額分は、中部港湾事務所に雨漏りがあ

るものですから、その雨漏り対策が約2,000万ほ

どふえていると。それから、北部港湾事務所や

油津港湾事務所におきまして、空調やトイレの

改修などで2,000万ほどふえているという状況で

ございます。

○太田委員 わかりました。同じく港湾課にな

りますが、404ページの港営費の中にプレジャー

ボート対策事業というのがあります。調査員が

８名おられてということでありますが、県北で

も係留地の整備をしていただいたわけですが、

プレジャーボート調査員という方の任務はどう

いうことでありましたかね。

○野田港湾課長 県内のプレジャーボートは、

港湾、漁港、河川の中に、平成18年度の調査に
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よりますと、3,700隻ぐらいあるということでご

ざいます。そのうち港湾・漁港だけで3,000隻ほ

どございます。県北から県南までずっと通して

の数になるわけですが、21年度の補正によりま

して、下半期の緊急雇用対策でプレジャーボー

ト調査員を雇用していただいたわけですけれど

も、引き続き、約3,000隻の所有者の割り出し、

それから今、配置計画をつくっておりますが、

その配置計画について所有者と話し合いを進め

ていく、そういうような作業がございまして、

職員だけでは足りないということで、補助調査

員を22年度もお願いしたいということでござい

ます。

○太田委員 そのことに関連して、係留地の整

備というのは、地元の人たちと利用者との間で

のいろんな話し合いもせないかんから大変なこ

とだろうと思うんですが、今後そういう整備を

計画される予定というのはありますか。

○野田港湾課長 基本的には、新しい施設をつ

くるということではなくて、既存の施設のあい

ているところを有効活用して張りつけをしてい

きたいと考えています。

○太田委員 最後になりますが、これも港湾

課、410ページに起債償還元金、利子というふう

に書いてありますけれども、元金と利子の関係

を見たときに、利息が比率としては高いという

感じがするんですが、元金との関係でこの利息

が出ているということでしょうか。

○野田港湾課長 公債費というのは、特別会計

予算で例えば今度、クレーンをお願いしていま

すが、クレーンの建設をしていく、あるいは埠

頭の舗装をしていく、そういういろいろな整備

をするときに借金をするわけです。国の関係の

金融機関だったり、県内の市中銀行から借りて

いくと。この利息は借りた時点での利子率で償

還していくということになっています。大体15

年から20年ぐらいの償還期間をもちまして償還

していくということになっています。

○太田委員 利息としては、これを見たとき、

１割程度になるかなと思って、高いんですねと

いうことなんですが、そういうものと理解して

いいんですか。

○成合管理課長 410ページの特別会計の起債償

還元金ですけれども、22年度に返す分がそこに

書いてある元金でございまして、この利子に相

当する残高、15年償還でこれまでに借り入れた

残高が、数字はわかりませんけれども、何十億

かあるということだと存じます。

○太田委員 わかりました。

○井上委員 港湾課なんですが、宮崎港関連用

地分譲促進事業ですけれども、早期分譲を促進

するとなっていますが、現在はどんな状態なん

ですか。

○前田空港・ポートセールス監 宮崎港の分譲

地でございますけれども、もともと16万平米ほ

ど分譲用地をつくっております。現在、４

万6,273平米が分譲済みということで、28.7％と

いう状況でございます。あと11ヘクタール強、

残っております。現在の状況ですけれども、19

年、20年と分譲ができたんですけれども、残念

ながら今年度は分譲ができていない状況でござ

います。これに対しまして、いろんなセミナー

等、それから企業訪問で取り組んでいるところ

ではございますが、それに加えまして、今年度

は、もともと港湾流通関係の用地と分譲対象業

種が限られている用地だものですから、対象者

を広げるということで、業種を拡大ということ

で港湾計画等の変更をしたところでございま

す。対象となる面積は2.5ヘクタール程度という

ことで、その面積を限っているんですけれど
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も、今度は工業系の方が入れるということで、

そういう方々からの問い合わせ等もあっている

ような状況でございます。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○坂口委員 これはどこで聞こうかなと思うん

ですが、まず、財源のほうが、使用料・手数

料、諸収入、繰入金とか、あるんですけれど

も、例えば港湾課あたり、見方というか、考え

方を教えてもらえればいいんですけれども、港

湾課あたりがわかりやすいかなと思うんです

が、406ページの県単港湾建設事業、3,600万の

予算額で、特定財源で繰入金となっています

ね。繰り入れはどういうことなのかというの

と、何からの繰り入れになるのかというのを…

…。

○野田港湾課長 406ページの県単港湾建設事業

の3,600万がその他特定財源で繰入金という説明

になっているわけですが、これは、21年度に国

から地域活性化の公共投資の臨時交付金がござ

いまして、それを基金に積み立てたものを繰り

入れしていくという意味でございます。

○坂口委員 基金からですね。今度は409ページ

の油津港管理運営費の4,700万余、これがことご

とく使用料と手数料が財源になっているんで

す。この数字と年間の運営等に要する経費とい

うのが一体になって運営されていくんですか。

その年の収入で、使用料と手数料でこれはやっ

ていくという―この会計というのは、入りに

縛られた出になっていくんですか。

○野田港湾課長 これは特別会計予算ですが、

基本的には全体の特別会計予算の中で、支出に

ついてはどの港が必要なのかというところで、

まず必要性から金額を出しまして、その補てん

については全港の特別会計予算でつくった施

設、例えば上屋や荷役機械、それらを使われる

民間の方々が使用料として払われますが、その

収入を充てると。こういう単年度予算の場合の

支出と収入は独立採算的にはなっていません。

そこはうまく割り振りながら、特別会計予算の

収入と支出の割り振りをしながら配分している

ということでございます。

○坂口委員 この部分だけでのじゃなくて、全

体の会計の中から必要な額を、使用料の財源か

ら必要額を持ってくるということですが、心配

しているのは、今後投資がなされていく、当然

運営費なんかが増していくときに、一つの費目

ごとの会計でいくと、結果的に使用料を値上げ

したり、そういう窮屈なことにはならないとい

うことでいいんですか。

○野田港湾課長 支出は、必要性に駆られて支

出しなければならない場合があります。その財

源は、今説明しましたように使用料なんです

が、この使用料の金額は港湾の条例で決めてお

りまして、むやみに高く上げるということはで

きませんので、収入が不足する場合は、一般会

計から今回もお願いしておりますが、繰出金と

いう形で補てんしていく、そういう中で賄って

いくということでございます。

○坂口委員 積み上げた必要な運営費はしっか

り確保できると。確保したがために、使用料・

手数料の条例見直しまでやらずとも、柔軟な対

応は一般会計からできるということではあるわ

けですね。

もう一つ、同じページの公債費のところの財

産収入ですが、財産というのはどこになるんで

すか。

○野田港湾課長 これは、先ほど宮崎港の関連

用地の分譲の御質問がありましたが、宮崎港で

土地を分譲していきますので、その分譲した収

入を上げているということでございます。
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○徳重委員 河川課の緊急メンテナンスの委託

事業についてでありますが、大きい土木事務所

で５～７事業所程度、委託したいということの

ようでしたが、委託先の決定はどういう形でさ

れる予定ですか。

○大田原河川課長 これにつきましては、22年

度は指名競争入札を考えております。いわゆる

単価契約ということで、道路のほうが管内のパ

トロールや小規模な補修をやっているかと思う

んですが、それと同じようなやり方を今考えて

おります。

○徳重委員 これを受注された方は総合評価の

点数、そういったものにも加味されるというん

ですか、できますか。

○児玉県土整備部次長 総合評価につきまして

は、ここに担当課長が来ておりませんので、私

のほうでかわりに答えたいと思います。これ

は22年度からの事業で、22年度になって早々に

今言いましたように指名競争で業者を決めて

やっていただくんですが、初めての年度ですの

で、22年度につきましては、総合評価の評価項

目には入れないつもりでおります。23年度以降

どうするかは、22年度に実施した状況を見なが

ら、総合評価の評価項目をどうするか検討する

中でこの分も一緒に検討したいと考えていま

す。

○徳重委員 ぜひ入札でやってほしいなと思う

のは、道路パトロールのことで、最初の１年か

２年は随契みたいな形で指名されたと聞いて

おったところでありまして、これで点数が違う

ということで不満がかなり出ていたと思ってお

りますので、ひとつ公平にやっていただきたい

と思います。

○野辺委員 地元に関することで申しわけない

んですが、河川課長、串間の天神川の予算はこ

の中に入っていますか。どの分に入っているん

ですか。

○大田原河川課長 天神川につきましては、388

ページの公共河川事業費の５の総合流域防災事

業の中に含まれております。

○野辺委員 今年度予算は幾らの予定ですか。

○大田原河川課長 しばらくお待ちください。

後ほど答えさせていただきます。

○野辺委員 これも地元に関することで申しわ

けないんですが、港湾課の409ページの福島港管

理運営費18万1,000円、大変大きな予算を組んで

いただいておるんですが、実は福島港は200億ぐ

らい投資いただいたんですが、地元もそうです

けれども、県のほうでこの活用について何か

今、取り組みはなされていないでしょうか。

○野田港湾課長 まず、この予算のほとんど

は、金額が少ないんですけれども、福島港を整

備して使用料等を、そこを使う方々からお金を

取っているわけですけれども、県としては消費

税を国税のほうに納める、そういう予算を計上

してあるところでございます。

それと、福島港のポートセールスのお話だっ

たと思いますが、今、串間土木事務所と市のほ

うで利活用については調整をやっていると思っ

ておりますが、港湾全体が、福島港に限らず、

景気の低迷によりまして利用が伸び悩んでいる

という状況で、正直申しまして、かなり苦戦し

ているという状況でございます。特に福島港に

つきましては、油津港と志布志港に挟まれてお

りまして、大きな貨物はそちらのほうに回って

しまうということで、非常に厳しい状況にある

と考えています。

○野辺委員 油津の重要港湾、志布志の中核港

湾のはざまですから、なかなか難しいと思うん

ですけれども、国のほうにも話してもらって、
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志布志港の補完みたいな利用の方法とか、そう

いうのも県のほうでひとつ取り組んでいただく

とありがたいと思うんです。ぜひ、前向きに取

り組んでください。お願いします。

○坂口委員 今後の地方港湾は、経済がこんな

に冷え込んできたことで当初の見込みと違って

役割がかなり小さくなっていく港が出てくると

思うんです。一つに美々津がストップというこ

とと、もう一つには高鍋が56条港湾でずっと凍

結されたままなんです。今の福島港みたいなと

ころとか、そこを港湾として地域指定したこと

で開発行為なんかに対するさまざまな規制がか

かっていますね。特に民間の財産というのは、

その財産を活用することを規制されて、価値を

発揮できないままにそれを持ってきている。一

方では、固定資産税は払わされているというこ

とで、こういった時代の流れに沿って即そこは

見直す必要があると思うんです。56条港湾でも

あそこは可能性がないなら、それを更地にし

て、でないとあそこは公共の開発でさえ施設整

備ができないわけです。将来ここに港をつくる

かもしれんから開発しちゃだめだという規制を

かけているわけでしょう。港をつくらないとな

れば、あそこはかなり今までに行政なり民間な

りが開発して価値を上げてきていた、あそこか

ら経済効果を波及させていた可能性のある場所

なんです。美々津がそうです。利活用を今後考

えていかなきゃいかんということで、それに

伴ってかけていた規制は極力解除すべきという

のと、内海港を何度か僕は委員会で言ったと思

うんですけれども、すごく心配しているんで

す。あそこは天然の良港と言っていいぐらい維

持管理なんかの金がかからない。景観的にもす

ばらしい。一方では、プレジャーボートの調査

を今やられていますけれども、そういったすみ

分けとか、宮崎港のマリーナのしゅんせつの維

持管理の問題、そんなのを一回総合的にやられ

る必要があるんじゃないかなと。特に周辺の民

間の土地なんていうのは、そういう面で活力を

そこから発揮させるように、規制が緩和できる

ところについては緩和も含めて全体的に検討さ

れる必要があるんじゃないかということを常々

感じているんですけれども、国の難しい縛りと

かの問題もあるかもしれんけれども、ぜひこれ

については一回、地元の立場に立って検討して

もらえないかなと思います。これは要望です。

○宮原委員長 要望ということですので、よろ

しくお願いをします。

○大田原河川課長 先ほどの野辺委員の御質問

ですが、天神川につきまして、平成21年度当初

は2,400万円でございます。今、用地買収のほう

で頑張っておりまして、ちなみに、精算できま

すと若干ふえまして、2,900万程度になるという

ことです。22年度につきましても、同額ぐらい

を考えております。

○野辺委員 河川課長は串間にいらっしゃいま

したので、よくわかっていらっしゃいますが、

これはどうしてもある問題がひっかかっていて

前に進まないんです。何とか早目に―あれは

いつからいつまでの計画でしたか。

○大田原河川課長 23年度までになっておりま

す。野辺委員おっしゃいましたように、ちょう

ど国道の根元といいますか、一番起点のところ

が任意交渉では応じてもらえないところがござ

いまして、ここを粘り強く交渉を続けていると

ころです。また引き続きまして、別の方法も視

野に入れた交渉等を続けていきたいというふう

に考えております。

○野辺委員 内容についてはわかっております

ので、ぜひひとつ頑張っていただきたいと思い
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ます。

○星原委員 都市計画課、38ページの暮らしや

すいまちづくり推進事業ということで説明はい

ただいたところですが、この事業の目的、事業

の概要、事業内容等書かれているんですが、こ

れのイメージができないものですから、どうい

うふうなまちづくり―コンパクトシティとか

いろいろ書かれたりしているんですけれども、

コンパクトな都市という想定は、人口なのか、

商店街的な感じでいくのか、大型店舗を規制緩

和でつくらせてきて今寂れてきている状況で、

ある程度そういうところに集約されているよう

な形になっているので、それを少しまた枠を緩

和する形なのか、イメージがわかないんです

が、もう少し中身の説明をしていただくとあり

がたいんですが。

○黒田都市計画課長 22年度の新規で暮らしや

すいまちづくり推進事業ということを提案して

ございますけれども、いわゆるまちづくり三法

が改正されまして、それに基づきまして、宮崎

県におきましては、宮崎県のまちづくり基本方

針を定めております。これを定めた目的が、大

規模集客施設、１万平米以上の大規模店舗とい

うのが郊外に立地するようになりまして、その

ことによって中心市街地が衰退してきたという

大きな現実がございます。人口減少・超高齢社

会においては、これまで拡散してきた、大きく

なりつつあった都市が、これからは人口が少な

くなりますので、コンパクトといいますか、い

ろんな都市施設や集客施設というのが街の真ん

中にある程度まとまった形で、そういった中で

公共交通とかいろんな形で高齢対策としても住

みやすいまちづくりをしていかないかんという

ことです。その中で大規模集客施設について

は、法に基づいて商業地域とか、そういったと

ころに立地するということになったんですけれ

ども、事業内容の①に準都市計画区域というの

がございますけれども、都市計画区域内に都市

計画法でもって規制を行いまして、なるべく街

の中心地にいろんな施設を持ってこようとして

も、地域の外のほうでは、都市計画区域外では

法が及びませんので、例えば東九州自動車道が

できましたら、インターチェンジ付近にいろい

ろ立地してそちらのほうに大きな店舗が逃げて

しまって、同じように市街地のほうが寂れてし

まうということがないように、そういったとこ

ろをあらかじめ想定しまして、そこに準都市計

画区域という形で建築の規制をかけようと、そ

こで建築許可という規制をしていこうというよ

うなことでございます。これからの社会は人口

減少ということですので、そういった大きな社

会現象をとらえて国のほうで、既に拡散しつつ

あった街をこれからはコンパクトな集積した都

市づくりをしていこうということの一つのやり

方でございます。都市計画区域外においてこれ

をやっていこうということでございます。以上

でございます。

○星原委員 下のほうに、マスタープラン等の

改定ということで宮崎県まちづくり基本方針が

書いてあって、新たな時代に対応した都市づく

りに向けた６つの基本方向が書いてあります

ね。これを読んだときに、どの辺をイメージす

るのかというのが、仮に都城だとしたら、都城

の今の中央通り、あの周辺みたいな感じをイメ

ージするのか、地方の旧商店街みたいなところ

あたり、高城とか高崎とか、地域にあるんです

が、そういったところのイメージが出てくるの

か、その辺がちょっと何となく―今までに本

当はこういう時代を想定してやっておかなく

ちゃいけなかったことじゃないかなと。事業年
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度22年度と、国のほうがそういう方向にしたか

らということかもしれませんけれども、22年度

でこういうことを考えて、快適で環境にやさし

い、持続可能でコンパクトなまちづくりを進め

るとなっているんですが、今、説明を受けなが

ら、何となくまだ理解ができないところがある

ものですから。

○黒田都市計画課長 今回の新規事業というの

は、都市計画区域外においてそういった事態が

生じることを規制しようということで、まちづ

くり基本方針の中で、中心市街地の都市計画区

域内においては既に十分な措置がなされてい

る、それを補足する形のものであるというふう

に22年度の事業は考えていただければいいかと

思います。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○黒木委員 ゼロ予算施策の河川課の地域住民

による河川管理モニターの実施のところですけ

れども、いつも川を見ている人が異常箇所の情

報提供する、これは有意義なことではないかと

思うんですが、こういう情報の提供の仕方があ

るということを周知するのは、どのような人に

どういう周知をする予定でしょうか。

○大田原河川課長 こういう制度を考えている

ということについての周知につきましては、ま

ず、回覧板や市の広報を通じて住民の方に周知

をやりたいというふうに考えております。それ

と、いろんなボランティア活動を地元で、例え

ば堤防の草刈り等やっていただいている方がい

らっしゃいます。そういう方々には特にまた事

務所のほうから、新年度からこういうことをや

りますということも伝えていきたいというふう

に考えております。

○黒木委員 こういう方法でいろんな情報提供

するということも必要なことでありますが、い

ざ緊急事態というとき、数年前の台風で災害が

あったようなときは、いろんな情報が飛び交っ

て、例えば上流のダムにひびが入ったというよ

うな情報も前の台風のときは流れまして、下流

の人たちはパニック状態になって、避難した人

も相当いるんですけれども、あのとき考えたこ

とは、正しい情報を正しく伝えるかというのは

非常に難しいなというふうに感じたことがある

んですけれども、そういう異常事態のときに正

しい情報を得て正しく伝える、そういう方法と

いうものは何か考えておられますでしょうか。

○大田原河川課長 正しい情報等につきまして

は、先ほど新規で河川緊急メンテナンスの御説

明をさせていただきましたが、台風や大雨、そ

の前に、年間委託した業者さんに河川等をパト

ロールしていただきまして、事前にそういう危

ないところを発見していただく、そういう対

応、並びにいろんな河川・砂防の情報システム

をパソコン等で見られるように配信しておりま

すので、そこで水位とか、これが画像も見られ

ますので、そういうもので住民の皆さん方には

周知、いろいろ連絡を差し上げたいというふう

に考えております。

○宮原委員長 ほかにないですか。

○西村副委員長 今回、細島港に関して多くの

予算や項目がついて、非常にありがたいとは思

うんですけれども、これは今まで出おくれてき

たことの裏返しでもあると思うんです。昭和

シェルソーラーのこともありますけれども、実

態を見ると、志布志港を大分使っているという

話も聞きます。当然、今後も志布志港も使って

いかれるとは思うんですけれども、それだけ宮

崎県の港湾の整備が不便だったということの裏

返しでもありますので、この出おくれ感、そし

てまたあしたは知事も国交省に行かれるという
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新聞記事もありましたけれども、本県から重要

港湾自体がなくなってしまうかもしれないよう

な重要なことだと思いますので、ピッチを上げ

ていただくことを、これは要望で終わりたいと

思いますが、港湾課長、何かあれば。

○野田港湾課長 細島港の整備につきまして

は、３つの重要港湾の中では整備が真っ先に進

められてきた港だと思っております。港湾計画

をつくって整備を進めていくわけですけれど

も、計画はあるけれども、予算がつく場合に

は、例えば岸壁がどんな使われ方をするのかと

いうのが問われておるわけで、どういう企業が

張りついて実際にどれぐらいの貨物が使われる

かという、ある程度確実性といいますか、企業

がいつごろ来て、それでどれぐらいの貨物量が

発生してという確実性等が問われて、それをも

とに予算が初めてついていくという、国の審査

の中でそういう状況がございますので、おくれ

ていると言われても、ある程度仕方がない面も

あるんですが、逆に言えば、そういう切実なと

ころがまだ出てきていなかったので、予算要求

ができなかったという面もあるかと思います。

今、一生懸命、県としても細島港については、

委員がおっしゃったように、知事初め取り組ん

でおりますので、何とか頑張っていきたいと

思っております。

○西村副委員長 もう一点、先ほどありました

プレジャーボートの関係で、この前、ある高齢

の漁師の方が私のところに来られたときに、こ

れは漁協によって異なると思うんですが、ある

程度の水揚げを確保しないと、組合員が准組合

員になったり、准組合員が一般人になると。そ

の人もほとんど海に出ることがなくなって、係

留している自分の漁船がプレジャーボート扱い

になるという話をしてきたんです。これはその

人だけの問題じゃなくて、似たような方がたく

さんいると。今後、普通の漁船をどんどんプレ

ジャーボート扱いされてしまったら、係留料も

値上がりするし、大変だという話を聞いたんで

すが、この辺を例えば農政水産部あたりと協力

してやる体制があるかどうか、伺いたいんです

が。

○野田港湾課長 プレジャーボート対策につき

ましては、農政水産部の漁港漁場整備課と連携

をとっております。確かに委員がおっしゃると

おり、漁業者が遊漁化していく、全くプレジャ

ーボートという形じゃなくて、釣り人を乗せる

ような遊漁船の営業をやっていくようなタイプ

に変えていくというのが結構ふえているという

ふうに聞いております。今、プレジャーボート

対策の中で、船を着ける場所を決めて、決めた

ところについては料金を取っていくということ

にしておりますが、水産行政からの要望もあり

まして、漁業だけではなくて、遊漁船業、そう

いう業をなりわいにしている方々に対しては料

金をかなり安くしていくということで連携を

図っております。

○西村副委員長 さっきの話の延長で、担当課

が向こうかもしれませんけれども、高齢化して

もう使わんとか、やめたいとか、廃船したいけ

れども、廃船料、解体料がかなりかかって出せ

んとかいうことで、とめっ放しになるケースも

あると聞いたんです。向こうの課が担当なんで

すね。

○野田港湾課長 長期間置きっ放しの船につい

ては、プレジャーボート対策の中で、漁港は漁

港の管理者、つまり漁港漁場整備課になります

が、港湾であると港湾課になるわけですが、そ

こがその所有者に対して、船をきちんと所定の

場所に置いてくれという指導をしていく。それ
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が徹底できない場合は県のほうで強制的に移動

していくとか、あるいは廃船になったものと

か、そういう処理については、それなりの補助

事業等を使いながら県がやっている例もありま

すが、基本的には、所有者がはっきりしている

場合はそういう処理については所有者にしてい

ただくということにはなっております。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上で河川課、砂防課、港湾課、都市計画課の

審査を終了いたします。

入れかえのため、暫時休憩いたします。

午後１時47分休憩

午後１時51分再開

○宮原委員長 委員会を再開します。

次に、公園下水道課、建築住宅課、営繕課、

高速道対策局の審査を行います。公園下水道課

長から順次説明をお願いいたします。

○東公園下水道課長 公園下水道課でありま

す。当課の平成22年度当初予算について御説明

いたします。

お手元の歳出予算説明資料の417ページをお開

きください。当課の当初予算額は９億7,723

万3,000円であります。

以下、主なものを御説明いたします。419ペー

ジをお開きください。まず、（事項）下水道事

業推進費8,252万4,000円についてであります。

これは、市町村における下水道事業の促進を図

るために要する経費であります。このうち公共

下水道整備促進事業では、公共下水道を整備す

る市町村に対しまして、県単独の交付金を交付

することとしております。

次に、（事項）下水道県過疎代行事業費6,600

万円についてでありますが、後ほど委員会資料

にて御説明いたします。

420ページをお開きください。（事項）公共都

市公園事業費１億4,600万円についてでありま

す。これは、大規模災害時の活動拠点の一つと

して県総合運動公園を活用するために、既存施

設である野球場の耐震化を図るための経費であ

ります。

次に、（事項）県単都市公園整備事業費２

億4,035万円についてであります。これは、県総

合運動公園等において都市公園施設の維持補修

を行うための経費であります。

次に、（事項）都市公園管理費２億7,866

万3,000円についてであります。これは、都市公

園を快適に利用していただくために施設の維持

管理等を行う事業に要する経費であり、主に指

定管理者の管理に要する経費であります。

次に、（事項）地域自立活性化交付金事業

費9,500万円についてであります。これは、現

在、補助事業である公共都市公園事業により県

総合運動公園において公園施設の耐震化を実施

しているところでありますが、これと並行し

て、補助対象とならない既存施設の補修等を行

うための経費であります。

予算関係については以上であります。

次に、重点施策の一つであります中山間地域

活性化対策の一つとして実施します下水道過疎

代行事業について御説明いたします。

委員会資料の44ページをお開きください。ま

ず、事業の目的についてであります。過疎市町

村におきましては、財政力や技術力等が十分で

ないため、下水道の整備がなかなか進まない現

状にあります。そこで、これら過疎地域の下水

道整備を促進するため、県が市町村にかわって

下水道の根幹的施設の建設を行うものでありま
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す。次に、事業の概要についてであります。事

業年度につきましては、平成21年度から平成25

年度までを予定しております。日南市と合併い

たしました旧北郷町の下水道事業につきまし

て、幹線管渠の整備、処理場の増設を行うもの

であります。

公園下水道課については以上であります。

○佐藤建築住宅課長 建築住宅課であります。

平成22年度当初予算について御説明いたしま

す。

歳出予算説明資料の421ページをお開きくださ

い。当課の当初予算額は27億4,724万7,000円で

あります。

以下、主なものを御説明いたします。423ペー

ジをお開きください。まず、（事項）建築確認

指導費9,218万9,000円でありますが、これは、

建築物の建築確認、許可及び検査等に要する経

費で、次の424ページの説明欄３の建築確認審査

強化事業におきましては、277件の構造計算適合

性判定を予定しております。

次に、（事項）建築物防災対策費1,2 7 7

万4,000円でありますが、これは、地震やがけ崩

れ等による建築物の被災を未然に防止するため

の対策等に要する経費で、説明欄４の木造住宅

耐震化促進事業におきましては、150件の耐震診

断を予定しております。

425ページをごらんください。（事項）県営住

宅管理費９億9,668万6,000円でありますが、こ

れは、入居者募集や修繕に要する経費、指定管

理者に対する委託料など、県営住宅9,005戸の管

理に要する経費であります。

次に、（事項）公共県営住宅建設事業費12

億9,096万9,000円でありますが、これは、県営

住宅の整備に要する経費で、新たに日南市の馬

越団地３号棟の建設に着手するほか、既存住棟

の外壁改善や給水設備の改善、公共下水道接続

工事などを予定しております。

次に、（事項）○新 県営住宅長寿命化計画策定

事業費955万円でありますが、これは、後ほど委

員会資料にて御説明いたします。

次に、（事項）市町村営住宅建設促進費2,482

万6,000円でありますが、これは、市町村営住宅

の建設促進に要する経費で、次の426ページの説

明欄２の人にやさしい公営住宅整備促進事業、

これは、市町村における障がい者や高齢者世帯

向け公営住宅の整備のための費用の一部を助成

するもので、平成22年度におきましては、高齢

者向けの改善を22戸、障がい者向けの建設を８

戸、合計30戸の整備を予定しております。

次の（事項）公共優良賃貸住宅供給促進

費5,632万8,000円でありますが、これは、民間

の土地所有者等が建設する高齢者向けの優良な

賃貸住宅の建設等に対する助成に要する経費

で、24戸の助成を予定しております。

次に、（事項）○新 宮崎県住生活基本計画改訂

事業費385万3,000円でありますが、これは、後

ほど委員会資料にて御説明をいたします。

引き続きまして、委員会資料の45ページをお

開きください。○新 県営住宅長寿命化計画策定事

業について御説明いたします。まず、１の事業

の目的でありますが、県営住宅につきまして

は、従来から、安全性や機能維持のための維持

管理を計画的に実施してきておりますが、現

在、総数9,005戸の３割強あります築後30年経過

の建物が10年後には６割を超える状況となり、

今後、改修や修繕等の経費が集中し、大きな財

政負担となることが懸念されます。このため、

予防保全を前提にした計画的な維持管理に切り

かえていくことで建物の長寿命化を図り、ライ

フサイクルコストを縮減していくことが重要と
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考えております。この事業は、県営住宅各団地

の住棟ごとの点検調査の結果をもとに、長寿命

化のための維持管理計画を策定し、ライフサイ

クルコストの縮減及び整備管理の効率化を図る

ことを目的としております。

次に、２の事業の概要でありますが、平成22

年度の予算額は955万円を、事業期間は平成22年

度の単年度で、（４）の事業内容にありますと

おり、今後10年間における既存住宅の棟ごとの

活用方針を検討し、維持管理を継続する住棟に

ついて点検調査の結果をもとに長寿命化のため

の具体的な計画を策定したいと考えておりま

す。

次に、46ページをごらんください。○新 宮崎県

住生活基本計画改訂事業について御説明いたし

ます。まず、１の事業の目的でありますが、宮

崎県住生活基本計画は、ゆとりある快適な生活

空間のある社会の実現を目指し、県民の住生活

の安定向上の促進に関する施策を推進するため

の基本的な指針といたしまして、平成18年度か

ら27年度までの10年間の計画として策定してお

ります。本計画は、社会経済情勢の変化、施策

の効果に対する評価等を踏まえまして、策定か

ら５年後の平成22年度をめどに見直すこととし

ておりまして、20年度に国が実施いたしました

住生活総合調査などの結果、22年度に見直しが

予定されている国の全国計画を参考にいたしま

して、改訂を行うものです。

次に、２の事業の概要でありますが、平成22

年度の予算額は385万3,000円を計上しており、

事業期間は平成22～23年度の２カ年を予定して

おります。（３）の事業内容としましては、22

年度は、20年度に実施されました住生活総合調

査及び住宅・土地統計調査の結果をもとに、本

県の実態を把握し、現計画に掲げます重層的な

住宅セーフティーネットの構築等の４つの目

標、またそれぞれの目標ごとに設定した33の生

活指標の達成状況を分析することとしておりま

す。23年度は、22年度の分析結果をもとに、現

計画の目標や成果指標、必要とされる施策など

の見直しを行った上で、改訂計画を作成するも

のであります。

予算関係につきましては、以上であります。

次に、47ページをお開きください。議案第21

号「使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例」についてであります。まず、１の改正

の理由でありますが、二級建築士、木造建築士

の登録等の事務及び建築士事務所の登録等の事

務につきましては、建築士法に基づきまして、

現在は県において実施しているところですが、

行政事務の効率化の観点から建築士法が改正さ

れまして、新たに知事が指定する機関において

実施できることとされました。このため、申請

者がこれらの事務に係る手数料を指定機関に対

して納めることができるよう所要の改正を行う

ものです。

次に、２の改正の内容でありますが、条例第

３条第４項の指定機関に手数料を納める事務

に、次の表の第428号から433号まで、二級建築

士または木造建築士の免許の申請に対する審

査、一級建築士事務所の登録の申請に対する審

査等の５つの事務を追加しまして、あわせて条

例別表第３に所要の追加を行うものです。

次に、３の施行期日につきましては、平成22

年４月１日としております。

なお、48ページから50ページまでの新旧対照

表につきましては、説明は省略させていただき

ます。

建築住宅課は以上であります。

○川﨑営繕課長 営繕課であります。当課の平
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成22年度当初予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の427ページをお開

きください。当課の当初予算額は７億9,138

万4,000円であります。

以下、主なものを御説明いたします。429ペー

ジをお開きください。まず、（事項）庁舎公舎

等管理費２億4,628万8,000円であります。これ

は、庁舎公舎等の維持補修に要する経費でござ

います。

次の（事項）電気機械管理費２億3,0 7 1

万4,000円であります。これは、庁舎等の冷暖房

機器やエレベーターの保守点検や修繕工事な

ど、機械・電気設備の維持管理に要する経費で

あります。

次の（事項）電話設備等管理費1,516万4,000

円であります。これは、庁舎等の電話交換機の

保守点検や修繕など、電話設備の維持管理に要

する経費であります。

営繕課は以上であります。

○渡辺高速道対策局長 高速道対策局の平成22

年度当初予算について御説明をいたします。

歳出予算説明資料の431ページをお開きくださ

い。高速道対策局の当初予算額は36億7,617

万6,000円であります。

続いて、主なものを御説明いたします。433ペ

ージの（事項）高速道路網整備促進費58 8

万4,000円であります。これは、高速道路に関し

ての建設促進大会や国などの関係機関への要望

活動に要する経費でございます。

（事項）東九州自動車道用地対策費9,010万円

でございます。これは、東九州自動車道の事業

に関しまして、県が西日本高速道路株式会社か

ら受託している用地取得事務に関する経費でご

ざいます。

続いて、434ページの（事項）直轄高速自動車

国道事業負担金30億3,600万円でございます。こ

れは、国が実施しております高速自動車国道の

整備、いわゆる新直轄事業に関する県負担金で

ございます。

（事項）○新 東九州自動車道開通ＰＲ事業509

万6,000円でございます。これは、平成22年度に

高鍋インターと日向インターが開通する予定に

なってございますが、これにつきましての事前

のＰＲや開通記念事業に要する経費の一部を県

が負担するものでございます。

高速道対策局については以上でございます。

○宮原委員長 執行部の説明が終了しました。

委員の皆様から質疑はございませんか。

○太田委員 歳出予算説明資料の426ページ、建

築住宅課の市町村営住宅建設促進費の中で人に

やさしい公営住宅整備促進事業は、先ほどの説

明で高齢者用住宅が22軒、障がい者用が８軒と

いうふうに聞きましたが、30軒で割ると１軒

が30万か40万という計算になると思うんです

が、市町村はもちろん喜ばしいことであると思

いますが、これはどういうものに使いなさいと

いうことじゃなくて、単なるお金の補助として

考えていいんですか。30万とか40万というのを

どのように使うのか。

○佐藤建築住宅課長 建設に要する経費に充当

することになりますけれども、高齢者世帯向け

の改善につきましては22戸、２市１町あるんで

すけれども、400万円ほど充当するということ

で、平均で18万2,000円を市町村のほうでその経

費に充当していくと。障がい者世帯向けの建設

につきましては、１市１町で８戸ありまして735

万円、１戸当たり91万9,000円、高齢者改善のほ

うは18万2,000円充当していくということになり

ます。

○太田委員 充当していくということで、どう
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いったものに使いなさいという特別な指定はな

くて、予算上それを組み込むというだけであっ

て、市町村はそれで助かるということで考えて

いいんですか、

○佐藤建築住宅課長 建設費が助かるというこ

とになります。

○太田委員 わかりました。その関連でもう一

つ、こういう制度があるんだなと思って、公営

住宅整備等市町村指導事業というのがあります

が、これは国から10分の10で来ているんですけ

れども、指導事業の内容はどんな事業なんです

か。

○佐藤建築住宅課長 市町村の建設に係る指導

監督といいますか、計画から着工して完成する

まで、国の補助事業を適正に執行していく指導

監督を行う経費ということで、職員費として１

名を予定しています。

○太田委員 わかりました。あと２つほどあり

ますが、今度は常任委員会資料の44ページ、下

水道県過疎代行事業でありますが、これは21年

度から25年度まで取り組まれるということです

けれども、今回は日南ということであります

が、今後の日程としてはどういうところがある

というのもできているんでしょうか。

○東公園下水道課長 21年から25年ということ

で、すべて旧北郷町の年次計画で、これが最後

だと思っています。ほかの市町村は今後は今の

ところ出てこないのかなと思います。

○太田委員 日南市北郷町に21年度から25年度

までこういう形でつぎ込んでいきますという理

解でいいんですね。

○東公園下水道課長 そのとおりです。

○太田委員 ほかの市町村から要望というのは

なかったということでいいですか。

○東公園下水道課長 これまでに平成９年か

ら16年にかけまして、北郷町の１期工事、西米

良村、諸塚村、綾町の２町２村が代行事業で取

り組んでいます。

○太田委員 最後にしますが、47ページの議案

第21号、建築住宅課でありますが、改正理由の

説明のところで指定機関という言葉が２つ出て

きたものですから、知事が指定する機関、これ

はどういう機関なんでしょうか。

○佐藤建築住宅課長 これは、建築士法にどう

いう機関にするかという定めがありまして、一

般社団法人または一般財団法人―団体が対象

になるということになります。建築士法の免

許、事務所登録ということになりますので、そ

ういう技術的なことや手続的なこと、それに詳

しい団体でないといけないということで、我々

イメージしているのは、免許のほうについて

は、建築士の資質の向上を目指している宮崎県

建築士会というのがありますし、事務所登録に

ついては、事務所の経営管理運営の適正化を目

指している宮崎県建築士事務所協会、いずれも

社団法人ですけれども、ここがふさわしいとい

うふうに思っております。

○太田委員 わかりました。

○野辺委員 下水道過疎代行関連でお尋ねしま

すが、議案第32号に出ておりますように、市町

村の負担が30分の10.5になっていますね。過疎

じゃなくてそれぞれの市町村で取り組んだ場合

は、市町村の負担はどれぐらいになるんでしょ

うか。

○東公園下水道課長 市町村が事業に取り組み

ます場合は、補助が２分の１になりますから、

市町村が２分の１、国が２分の１ということで

す。

○野辺委員 ということは、市町村にとっては

随分有利になるわけですね。
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○東公園下水道課長 県が３分の１以下という

縛りがありまして、予算歳出でいきますと、県

が30分の4.5、パーセントでいきますと15％にな

るんですが、２分の１が国で、残りの２分の１

の５％を地元負担金があります。残りの45％の

３分の１以下、15％が県、30分の10.5が地元の

市町村ということになります。

○野辺委員 結局、市町村単独でやった場合

は、市町村が２分の１の負担ということになる

わけでしょう。

○東公園下水道課長 そういうことです。

○野辺委員 わかりました。

○徳重委員 建築住宅課にお尋ねしてみたいと

思います。424ページの防災対策ということで建

築物地震対策事業440万3,000円、これはどうい

う内容か、教えてください。

○佐藤建築住宅課長 424ページの建築物地震対

策事業ですけれども、これは、毎年８月末に宮

崎市内のイオンモールでやっている防災展の経

費、それと啓発用のパンフレットの作成費、耐

震診断の無料の相談窓口、そこの設営のための

経費を計上しているものです。

○徳重委員 地震が頻繁に起こっておりまし

て、非常に心配されているわけで、これは人が

集中するような場所、そういった施設を対象に

した考え方ですか。

○佐藤建築住宅課長 にぎやかな場所でイベン

トを開催して皆さんに周知を図っていくという

ことで、宮崎市のイオンモールの真ん中に通り

がありますけれども、建物の一番東側のとこ

ろ、人が集まるところで周知啓発を図っている

ということです。

○徳重委員 木造住宅の耐震促進事業というこ

とも組まれているわけで、耐震対策の中で、公

の施設あるいは商業施設でもたくさんの人が集

まる建物の耐震対策、そういったものはどのよ

うな形で掌握されているんですか。ほとんど耐

震化は終わっている、あるいはどの程度まで進

められているんですか。

○佐藤建築住宅課長 耐震改修促進計画に基づ

いてやっておるところですけれども、すべて把

握ができていないところもあるんですが、公共

のものは随分進んで、９割以上進んできている

んですけれども、一般の民間のところがなかな

か進んでいない状況があるということです。

県、宮崎市、都城市、延岡市、日向市と特定行

政庁があるんですけれども、そこで防災査察が

あるときに、その所有者に会って、してくださ

いということを説いて、お願いしておるという

ような状況なんですけれども、費用の点もあり

まして、かなり進んではきておるんですけれど

も、状況としてはそういう状況です。

○徳重委員 商業施設や集会所、あるいは病

院、こういったところに対する耐震指導という

のは当然、行政が進めていかなきゃならないと

思うんです。やりたいけれども、やれない、経

費も幾らかかるやら―そういったもので皆さ

ん方が支援をしていただくんだったら、積極的

に働きかけるべきじゃないかと思いますが、い

かがでしょう。

○佐藤建築住宅課長 医療施設、福祉施設は、

そこの所管部門がまたありますので、それも行

政的に、福祉保健部がそういう号令をかけて進

めております。責任持ってやっているところで

す。

○徳重委員 木造住宅の耐震化事業もここに計

上されているんですが、この利用状況というん

ですか、この事業は補助事業としてやってい

らっしゃるんですか。

○佐藤建築住宅課長 この事業を行う市町村を
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支援するということで、耐震診断は４万5,000円

という経費を見ているんですけれども、その中

で１万5,000円は自己負担、１万5,000円が国か

ら、県が7,500円、市町村7,500円、そういう負

担割合でやっていただいているということで

す。150戸を予定しております。

○徳重委員 これは何年か前からやっていらっ

しゃるんだと思うんですが、どれぐらい進んで

いるものですか。

○佐藤建築住宅課長 平成17年度から取り組ん

でいるもので、現在、374戸の利用があっており

ます。

○徳重委員 こうして事業を始められたわけで

すから、この程度ではスズメの涙にもならない

かなという気がいたします。やるんだったら、

できるだけ徹底したやり方をしてほしいなと、

要望を申し上げておきたいと思います。

公営住宅の建設事業費ですが、12億9,000万、

計上されていますね。これは建てかえというこ

とでありますが、築何年でしょうか。

○佐藤建築住宅課長 425ページの公共県営住宅

建設事業費、１の住宅整備事業で９億8,000万と

いうことで、約10億あります。新規で馬越団地

の３号棟24戸をやるんですけれども、従前の建

物は昭和30年代から40年代にかけてのもので

す。40年ちょっとたっている建物になります。

○徳重委員 別な事業で、住宅長寿命化計画策

定事業ということでやられているわけですが、

財政的に非常に厳しいということで、耐震なり

いろんな補強をしながら、40年だったらあと10

年ぐらいはもつんじゃないかという気がしてな

らないわけで、この事業も今回新規にされて、

いろいろ調査されるでしょう。そういったこと

でこれを伸ばすことはできなかったかなという

気がしてならないんだけど。

○佐藤建築住宅課長 今、建てかえております

のは、昔の１階、２階のブロック造のものが

あったんですけれども、そういうものが主体に

なって、それを建てかえています。鉄筋コンク

リート造のものは建てかえるものは少ないとい

う状況ですけれども、昔の老朽化し狭いもの、

設備の劣悪なもの、それを建てかえているとい

うことです。長寿命化計画策定事業につきまし

ては、鉄筋コンクリート造のものは耐用年数

が70年と言われているんですけれども、我々と

しては70年をきちっと生かし切る、それ以上に

もたせるということで財政負担を減らせるよう

なことを考えていきたい、それがアセットマネ

ジメントになるんですけれども、点検調査を毎

年のようにまめに行って、早いうちに悪いとこ

ろを見つけて、費用が少ないうちに手当てをし

て長くもたせる、そういうことを考えていま

す。

○徳重委員 わかりました。これは平家建てに

準ずるようなもの、１階、２階ぐらいの昔の建

物が改築されるという理解でいいんですね。

○佐藤建築住宅課長 基本的にはそういうこと

です。

○井上委員 公共県営住宅建設事業ですが、こ

れは住宅に困窮する低所得者の居住の安定を図

るとともに、良質な住宅の供給を通じた居住水

準の向上や少子高齢社会等に対応する住宅の整

備を図るとなっているんですが、中身は今お聞

きすると単なる建てかえで、コンセプトは間違

いないわけですか。

○佐藤建築住宅課長 居住水準の向上と少子高

齢化ということがあったと思いますけれども、

特に高齢化のことについては、建てかえること

でバリアフリー化―エレベーターで１階から

すべての階まで車いすで行ける形の高齢化対応
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の住宅を整備しておるということ、居住水準の

向上については、誘導居住水準という国が定め

た基準がありますけれども、それを満足する形

での広さの住宅を提供しているということで

す。

○井上委員 もう一つ、住宅に困窮する低所得

者の居住の安定を図る、これについてはどうい

う取り組みですか。

○佐藤建築住宅課長 提供している住宅は、公

営住宅法に基づく住宅、公営住宅になりまし

て、そこに収入基準がありまして、収入の低い

方しか入れない、そういう方のために提供する

住宅、公営住宅を提供しておるということで

す。

○井上委員 中身は、先ほど徳重委員からも出

ましたが、３つの事業に分かれていますね。住

宅整備事業と環境整備事業、建てかえ推進事業

となっていますが、建てかえというのは今御説

明があったとおりですか。住宅整備事業という

のもすべて建てかえという意味で聞いたほうが

いいんですか。

○佐藤建築住宅課長 １の住宅整備事業につい

ては県営の建てかえのみです。２の環境整備事

業については既存の住戸の改善、外壁の改修、

設備の改修、そういう改修の工事です。３の建

てかえ推進事業は、建てかえに伴う入居者の移

転費の助成、それで構成されておるものです。

○井上委員 予算を見てみますと、維持管理コ

ストの削減縮減を図るのに大変な苦労してい

らっしゃるようで、そこには共感を持つわけで

す。例えば先日、宮崎市に進出したＬＥＤの工

場ができたんですが、ＮＥＸＣＯなんかは、ト

ンネルはできるだけＬＥＤを使ってコスト削減

を図る、ＣＯ２の削減もそれで可能になる、そう

いう言い方をしているわけですが、全部という

わけにはいかなくても、公共部分、みんなが使

う部分と外側の部分、ああいうのについて、宮

崎にある、そして宮崎が企業として今から頑

張っていこうとしているＬＥＤですが、そうい

うものについての県土整備部全体ということも

含めて、支援をしていく、そういうお考えとい

うのはあるんでしょうか。

○佐藤建築住宅課長 ＬＥＤは低炭素社会の実

現ということでも非常に重要なことだと思って

いるんですけれども、エネルギーコストも随分

安くなります。ただ、今のところ値段が高く

て、県営住宅で各戸の一つ一つにつけていくの

は負担が重いかなと思っている状況でして、コ

ストの問題になってくるんですけれども、そこ

は今後検討させていただきたいと思います。一

番効果が出るのは、例えば事務所ビルの玄関の

ところとか、そういうところに物すごく効果が

出ることはわかっていますので、我々も外部の

外灯とか、そういうところで営繕課と一緒に研

究していきたいと思います。

○井上委員 後で営繕課の方にお聞きしようか

と思ったんですが、ぜひ一緒に研究してみてく

ださい。今、宮崎で言えば、その会社がつけた

街灯がずらっと並んでいるわけです。今はプレ

ゼンのときでもあるので、会社側も持ち出しを

して、だんだんそういうのを広く使っていただ

くためのプレゼンをしているので、いろんな意

味で県有の財産の中でそういうのを使っていく

と、企業としての成り立ちも含めて、先々が大

変おもしろくなるのではないかと思っていま

す。企業自体は全国展開の企業になりそうです

ので、企業として宮崎に税金をどんどん納めて

いただけるような状況になるといいなと。どこ

かで県有の建物か何かに出していただく―大

阪かどこかは知事のところにつけるとか、そう
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いうのをやろうとしているというニュースは聞

きましたが。

○東公園下水道課長 ＬＥＤのことですが、420

ページの公園下水道課の県単都市公園整備事業

費のその他特定で6,000万予算を組んでいるんで

すが、去年の補正でつきました地域グリーン

ニューディール基金を利用して、総合運動公園

の照明をＬＥＤ化しようと来年度予定しており

ます。

○井上委員 それは私は中身を聞かせていただ

いたんですが、単価の高いものを使っています

ね。今度その企業がつくっているものはまた違

うんです。今回なぜ高いものになさるか私もわ

からないんですが、注目していたのでそれを聞

かせていただきました。単価は高いものが入札

で落ちていますので、ちょっと違うのかなとい

うふうに思っています。

○川﨑営繕課長 県有建物へのＬＥＤの照明設

置についてなんですが、本庁舎等、照明器具も

大変古くなっております。省エネ効果のために

も省エネタイプの照明器具に取りかえていくと

いうことにしているんですが、ただＬＥＤ照明

がまだ技術の進歩を待たないといけないところ

もあるんです。直管タイプのものがまだ出てき

ていないような気がしますので、そのところは

少し状況を見ながら、少しでもいいから使える

ようなことでは考えてまいりたいというふうに

思っております。

○徳重委員 高速道対策局長にお尋ねしたいと

思います。22年度予算が30億3,600万ということ

ですが、21年度が28億8,000万で、１億5,600万

の増ですね。これで予定どおり行くのか、開通

見通しやいろいろあろうと思うんですけれど

も、県が思ったような形で進んでいるんでしょ

うか。

○渡辺高速道対策局長 434ページの直轄高速自

動車国道事業負担金の件だと思いますけれど

も、先ほど説明したとおり、これは新直轄の県

負担分でございます。まだ国のほうの来年度予

算の張りつけが決定していないので、当然いろ

いろ情報を国のほうからいただきながら、この

予算額を積ませていただいています。その考え

方としましては、国のほうの仮配分の状況は御

存じのとおりだと思うんですけれども、北のほ

うは大分順調にということの一方、南のほうは

なかなか厳しい状況にあるんですけれども、県

としましては、前から東九州自動車道の事業区

間については平成26年度までの全線開通を要望

してきております。さらに、ＮＥＸＣＯのほう

が日向―都農で１年前倒しということで、延岡

―宮崎が平成25年度にネットワークがつながる

ということで、できれば26年度というよりも、

早ければ25年度の全線開通をということで知事

も要望しているところでございますので、30

億3,600万というのは、県が要望しているものに

必要な予算額を今つけさせていただいていると

いうことでございまして、最終的に国のほうが

どういうふうにつくかはまだ見えませんけれど

も、それに向けて、とにかく全力で県としては

要望していくという意味合いのものでございま

す。

○徳重委員 私は一般質問でもさせていただい

たんだけれども、鹿児島県に調査に行ったとき

に、向こうのお話が、今、県も積極予算とし

て、予定どおりの負担金を準備して計上してい

るんだと、だから国もちゃんとやってくれとい

うようなお願いをずっとしてきた、それが功を

奏したというような話をずっと聞かされたわけ

です。宮崎県もおくれているんですから、その

分はちゃんと地元としてはこれだけの負担を考
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えて予定しているんだ、国は当然つくるべきだ

ということで、今後とも積極的に運動展開して

いただきたい、要望等展開していただきたいと

お願いをしておきたいと思います。

○星原委員 私も高速道対策局長にお尋ねしま

すが、433ページの東九州自動車道用地対策費と

いうことで、前年度とすると4,700万ぐらい減額

なさっているわけですが、まだ用地費が要るん

じゃないかと思っていたんですが、減った理由

と、ここは一般財源ではゼロになっていて、徳

重委員のほうから出たところでは一般財源で３

億円見ていますね。その部分でいくと、用地取

得が一番優先していくんじゃないかというふう

に思っているものですから、今の9,000万で目標

どおりの枠に入っているのかどうか、どうなん

ですか。

○渡辺高速道対策局長 433ページの用地対策費

でございますけれども、東九州道の整備は国の

ほうとＮＥＸＣＯの部分と分かれていますけれ

ども、県が受託して用地の取得をしているのは

ＮＥＸＣＯの部分だけでございます。それは

今、ＮＥＸＣＯから全額受託ということで、そ

の他特定というところで全額受託事業というこ

とでやらせていただいておりまして、ＮＥＸＣ

Ｏの区間につきましては、門川と西都の間でご

ざいますけれども、そのうち一番供用が遅い日

向―都農を除いては、数カ所残っておりますけ

れども、ほぼ100％終わっておりまして、残りは

日向―都農ということになっております。日向

―都農につきましては、昨年度末で51％だった

んですけれども、今年度末で大体８割方いく予

定になってございまして、残り、日向―都農の

来年度以降20％の用地取得ということで、最後

の詰めということになりまして、一応ピークは

今年度でございまして、来年度以降は残りの部

分のものと収用に向けての手続ということにな

りますので、この額、十分な額を積んでいると

いうことでございます。

○星原委員 ありがとうございます。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上で公園下水道課、建築住宅課、営繕課、高

速道対策局の審査を終了いたします。

総括質疑の準備のために暫時休憩いたしま

す。

午後２時38分休憩

午後２時45分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

各課・局ごとの説明及び質疑がすべて終了い

たしましたので、これより総括質疑を行いま

す。県土整備部の当初予算関連議案全般につい

ての質疑を受けたいと思います。

○星原委員 河川課長にお伺いしたいんです

が、河川の管理費の中に含まれているかどうか

わからんのですが、堆積土砂が出ているんで

す。この予算というのは22年度はどこに組み込

まれているんですか。

○大田原河川課長 予算書の389ページの（事

項）県単自然災害防止河川改良費２億1,000万で

す。前後しますが、388ページの（事項）県単河

川改良費、これらの中に含まれております。

○星原委員 今、各土木事務所管内から堆積土

砂の件での要望が上がってきていると思うんで

すが、上がってきている中で、２つの予算が計

上されているみたいですけれども、その何％ぐ

らいの感じで22年度は組まれているんですか。

その辺、わかりませんか。

○大田原河川課長 ちょっと時間をいただけま
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せんか。

○宮原委員長 では、後ほどということで。

○星原委員 もう一点、部長にお願いしたいん

ですが、こうやって予算計上されて、どこどこ

の区域ほか何件とかありますね。その辺をこう

いう資料と一緒で、できれば一覧でもらえる

と、こういうところが入っているのかというの

がわかりやすいんですが、その整理というのは

できないんですか。

○成合管理課長 箇所づけ表につきましては、

この中に県単だけではなくて、補助事業、交付

金事業が入っている関係で、例年、予算成立し

て国の交付決定内示がおりた後、５月前後にな

ると思いますけれども、箇所づけ表を配らせて

いただいております。現段階で、補助につきま

しても、県単につきましても、積み上げはして

おるんですけれども、ある程度予算が確定しま

して箇所づけを決定するということでございま

して、途中で詳細な箇所づけというのはなかな

か難しいということで御理解いただきたいと存

じます。

○星原委員 今の説明でわからんでもないんで

すが、どこどこと地域が書いてあるところもあ

るものですから、今みたいな形だと、書いてあ

るところは完全に入っていくのかなと、書いて

いないところはわからんのかなという感じにな

るわけです。箇所づけの金額の中に県内で何カ

所を積み上げているという形になって、名称が

出ていなきゃいいわけですけれども、名称が出

ていれば、出ていたところは予算さえつけばや

らざるを得んと思うんですが、その辺の判断は

どうなんですか。

○成合管理課長 例えば、継続事業とか代表的

な事業、必ず来年度ここは取り組むというもの

について、委員の御意見も踏まえまして、もう

ちょっとわかりやすい表示の仕方を今後検討し

てまいりたいと存じます。

○星原委員 ぜひ検討してください。よろしく

お願いします。

○宮原委員長 要望ということですので、お願

いします。

○野辺委員 用地対策課長にお尋ねしますが、

収用委員会にかける案件は、もちろん用地交渉

がいろんな条件で難航したというのはわかりま

すが、もう一点、所有者が不明のものもかけら

れたということだと思いますが、不明者の場

合、収用委員会で解決できるわけですか。

○服部用地対策課長 午前中申し上げましたよ

うに、所有者、いわゆる住所とか氏名不明の場

合の不明裁決というのはできるようになってお

ります。ただし、その場合の補償金等について

は、相手が不明でございますので、供託をする

という手続で処理いたしております。

○野辺委員 結構そういう案件が多いんです。

県は収用委員会がありますが、市町村はないで

すね。例えば、市町村の案件を県の収用委員会

に委託できるんですか。

○服部用地対策課長 国の事業、県の事業、市

町村事業、すべて県の収用委員会のほうに収用

裁決の案件は上がってまいります。県の収用委

員会のほうで裁決していくということになりま

す。

○野辺委員 用地対策課にお願いすればわかる

ということですね。わかりました。

道路保全課長にお尋ねしますが、先ほど下水

道の過疎代行というのがあったんですが、道路

は名称が変わったんですか。過疎代行事業はな

いんですか。

○大寺道路保全課長 過疎代行については、制

度上は存在しております。ただ、今のところ、
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代行の箇所というのはございません。

○野辺委員 ということは、希望すれば可能だ

ということですか。

○大寺道路保全課長 制度としてあるのは間違

いないことで、全体の事業の中で必要だという

ことに整理ができれば、過疎代行というのは動

くことになろうと思います。

○野辺委員 わかりました。道路保全課長です

が、先ほど382ページの一般国道橋梁維持事業の

ことでお尋ねしました。３億5,200万円余です

が、これは国道だけで、県道のものはかなり多

いと思うんですが、どこかに出ているんです

か。

○大寺道路保全課長 橋梁維持につきまして

は、今お話がありました公共道路維持事業のほ

か、地域自立活性化交付金というのがございま

して、383ページに９億6,000万という項がござ

います。この中で橋梁維持が内訳的には１

億8,000万入っているということになります。１

つ漏れておりますが、384ページに県単橋梁維持

費というのがございます。この６億2,600万がや

はり橋梁修繕に係る費用になります。したがい

まして、今申し上げましたもの３つを合計しま

すと、11億5,000万ほどの事業費になろうかと

思っております。

○野辺委員 ３つ合わせると莫大な予算になる

わけですね。県内に相当大きな橋梁等もいっぱ

いあるわけですが、耐用年数も近づいたという

ことでありますので、ある日、橋が突然落ちた

ということもなきにしもあらずですので、この

維持補修については後年度かなり負担になって

くると思いますから、ぜひ年次的な取り組みを

お願いしておきたいと思います。普通の道路と

違ってなかなか大変だと思いますので、ぜひひ

とつ前向きに取り組みをお願いしたいと思いま

す。

○宮原委員長 よろしくお願いします。ほかに

ございませんか。

○坂口委員 372ページ、説明がされていたら申

しわけないですが、技術企画課の新技術活用促

進システムの運用及び設計ＶＥの委託に要する

経費、このＶＥは具体的にはどういった形で何

を想定されているのか。

○岡田技術企画課長 設計ＶＥの委託について

でございますが、私ども平成16年度から、設計

ＶＥについては職員に対して研修を行っており

ます。これは技術センターで行っているわけで

すが、この研修、講習会というのが一つ、それ

から実際に土木事務所である現場について設計

ＶＥを実践的に行う、コンサルに発注して行う

ことになりますが、例えば何々バイパスに設計

ＶＥを取り入れていかにコストを縮減するか、

あるいは同じコストで機能をどれだけ高める

か、その実践を行っている、それに要する費用

でございます。

○坂口委員 具体的に、庁内にもワーキンググ

ループみたいなものをつくって、そこがまた委

託先とのアウトソーシングというのか、それを

もらいながら、そこでＶＥに対しての実践的な

ものも高めていくというようなことにつながっ

ていくんですか。

○岡田技術企画課長 今年度は日向土木事務所

で実践しているわけですが、これにつきまして

は、事業課、技術企画課も入りまして、実践的

なＶＥを行っているということでございます。

○坂口委員 結構なことというか、歓迎すべき

ことと思っているんですけれども、一つには、

今心配されている技術力を高めていくというも

のとあわせて、当初の目的の、機能を変えずに

あるいは高めながらコストを下げる、そういっ
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た実利を得る部分と両方満たしてほしいなとい

うのがあるんです。コストだけ考えれば、むし

ろ細島港の外郭施設みたいなのにＶＥをやれば

金額の節約というのにつながるかもわからない

けれども、せっかく500万組まれて、その中の幾

らぐらいになるのかわからんですけれども、技

術を高めてほしいというのと、本会議なんかで

も最低制限価格をおおむね90％にしたことに対

しては将来に対しての品質確保の点等から心配

があったとか、その根本は職員の数と実践と両

方と思っているんですけれども、とにかく技術

に係る部分が大きいと思うんです。純粋に職員

の技術力、あるいは現場もすぐ持たなきゃなら

んというような、しかも１人で責任持たなきゃ

ならんというような現状を考えるときに、即戦

力、こういったものを培うための事業というの

は新年度予算で何か組まれているんですか。

○岡田技術企画課長 まず、新年度予算という

ことでございますが、職員の技術力向上という

ことは、委員御指摘のとおり、工事の施工に当

たっては我々技術職員の技術力の底上げという

のは非常に重要でございます。実際に技術セン

ターや国の研修とか、そういうものは機会ある

ごとというか、ふさわしい研修があれば職員に

そういう研修に参加できる機会を与える、情報

を与えるということを行っております。それか

らまた、技術センターで行う研修の質も高める

必要があろうかと思います。平成19年度から取

り組んでおります施工体制監視チームがござい

ますが、監視チームの現場での助言、あるいは

実際の工事検査での工事検査専門員の助言、こ

のあたりをしっかり助言していただいて、技術

力の向上につなげていきたいと思っておりま

す。特に、来年度予算で技術力向上云々という

ものについては、ここに掲げております設計Ｖ

Ｅということで、予算的にはこういうことなん

ですが、話が飛び飛びになって申しわけありま

せんが、設計ＶＥに関しましては、平成18年度

から毎年取り組んでおります。18年度に２

件、19年度、20年度、21年度、来年度も設計Ｖ

Ｅに取り組んで、設計ＶＥを実施することが、

委員御指摘のとおり、技術力に直接結びつきま

すので、このあたりを一生懸命やってまいりた

いと思っております。

○坂口委員 500万支出していくという表向きの

数字が見えるけれども、そこで県民に貢献でき

る金というのは、はるか数十倍に至るぐらいの

メリットをここから発生させると思うんです。

ＶＥに取り組んでこういう成果を上げましたと

いうのを宣伝してもらいたいなというのがある

のと、そういった意味で、地道に技術力を上げ

るというのも、当然、常日ごろ取り組まんとい

かんことですけれども、心配されているのは団

塊の世代の方々が抜けていって、つるはし、ス

コップを握ることから蓄積してきた、ものをつ

くるという工事をやっていく、それを監督した

り管理したりしていくという総合的なものを

持っておられる人たちが抜けた後の心配という

のを共通してなされていますね。それを短期間

のうちに補完して継承していかないかんという

ところの部分で、今言われたように、推進機構

が、低入札だの、あるいは施工管理だのをやっ

ていくことに伴って技術を吸収していくという

のもすごく大切なことですけれども、目的を

持って技術を継承させていくという一つの事業

がやっぱり必要だと思うんです。時間がないと

思うんです。それらがそろそろ新年度考えられ

ていいのかなと、あるいはそこに結びつくため

の何かが新年度入ってきているといいのかなと

いう気がしたものですから。
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ちょっとおくれている中で申しわけないんで

すけれども、本会議でも言いましたように、

今、予算が非常に厳しくて公共事業なんかの予

算確保が大変だなと思っていたんですけれど

も、一つは、補助事業が今度、一括交付金化に

なるということで、人件費も含めた事務費が将

来どうなるかという心配もされていましたね。

補助事業とか、そういったものがどんと膨れ上

がって補正から補正をやった時期に、県土整備

部というのは人をふやされていないんです。ふ

やされていなくてそれを乗り切って、今の定数

適正化計画というテーブルに載っけられてし

まって、そこにきしみがあるということで、そ

の裏返しが、この前も言いましたように、本県

は交付税を2,600億円しかもらっていないんで

す。一般財源は3,600億円、借金したりいろんな

工面やりながら1,000億上積みして一般財源を持

ち出しているんです。その中で土木経費、道路

から橋梁、港湾、その他の土木まで含めて、基

準財政需要額というのは本県の場合、計算上

は243億、平成20年度決算であるんです。農林水

産行政経費というのは需要額では142億しかない

んです。でも、70億も上積みして農政は出して

いる。逆に、土木は数十億遠慮して、上積み

の1,000億を見なくて、需要額でさえ満たされて

いないんです。ここが何なのかと。そこと、今

の土木が抱えているいっぱいの問題に何か因果

関係はないのかというのをやっぱりやっていた

だいて―必要な経費は、それは県民のためで

すから、職員がうつにならない、あるいは工事

がしっかり品質まで担保されるということは、

県土整備部の経費をたくさん使うというレベル

の問題じゃなくて、県民に対してそういったも

のに裏づけされて責任をしっかり果たしていく

ということだから、必要なことはしっかり事業

に組み込んでほしいし、必要な予算というのは

しっかり確保してほしいと思うんです。そこの

ところ、今、答えようがないというのがわかっ

ているから、これは要望なんですけれども、何

度も僕は委員会で言い続けたと思うんですけれ

ども、説明をいつでもできる、責任もいつでも

県民に対して果たせるという体制の整備という

のは最小限まず基本だと思うんです。これは要

望にとめておきますけれども、成合課長なんか

財政におられて詳しいわけだから、ちょっとな

と思うぐらい遠慮されていますよ。単純に需要

額と一般財源持ち出しと言ったけれども、漁港

経費が農政水産部に持っていかれているとか、

交通安全施設費が警察のほうに持っていかれて

いるという部分もあるけれども、それを計算に

入れてもまだ遠慮がちじゃないかなという気が

するものですから、ここは要望にとどめておき

ます。

○岡田技術企画課長 一言だけ加えさせていた

だきたいんですが、委員の御意見の中にも、団

塊の世代の退職による技術力継承というのが大

変重要な問題と、我々もこれは重く受けとめて

おります。これをいかにうまく継承していくか

というのが私どもの大きな課題であると。建設

技術推進機構あたりの活用―建設技術推進機

構には監視チームという形でベテラン職員が現

場の施工点検に入っておりますが、彼らは豊富

な現場経験を持っておりまして、そういう技術

をいかに継承していくのかということが大事な

んだなとつくづく思っているところでありま

す。私どもも既存の技術センターの研修、そし

て職場内での研修を充実していくんですが、や

はりＯＪＴには限界がございますので、限界が

あるというか、もっとしっかりしていかなきゃ

いけないんですが、推進機構も絡めまして、何
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かそのあたりができないか、今考えているとこ

ろでございまして、我々は、技術力を高めるこ

とが公共施設の品質確保に絶対必要なことだと

思っております。一生懸命努めたいと思いま

す。

○坂口委員 くどくなりますけれども、ＶＥで

これだけ浮かせたんですよということを県民に

知ってもらうべきで、レイアウトの時点からＶ

Ｅに取り組んでいれば、大きい工事なんかは何

億というのはそこで何人かのスタッフで現実に

浮かせてもっとよいものができているわけです

ね。これが技術なんだ、ここを高めたいんだと

いうことがまずわかっていただけると、そうい

うところは優先的に投資してほしいという理解

はとれると思うんです。アセットマネジメント

を県営住宅と橋梁とでやっておられるというけ

れども、そこからも反省材料を出して、例えば

物を壊せば最終的には産廃処分場までの持ち込

み費までコストとして考えなきゃならんです

ね。本当にそういう設計が今後いいのか、で

は、言われているように地産地消型の設計のあ

り方、そこで何を確保すればいいのか、強度は

どれだけあればいいのか、見ばえはどうあれば

いいのかというようなところから今度は考え直

して、それを設計に入れられるということだっ

たですね。結果的に、技術とか柔軟な対応、現

場がわかるというものを持った上で設計を

チェックされれば、地産地消にかなりつながっ

ていく。あるいはここで二次製品を使うことに

よって軽く上がったけれども、ロングサイクル

というよりもライフサイクルで、それを解体し

て処分するところまでいったときは産廃処分料

がこれだけ浮くということ、ただ初期投資では

労務費がこれだけ高くついたという比較とか、

これからそういう時代だと思うんです。それが

まさに人に優しいというものか、そういうもの

―寿命化を図るにつけても、昔からものをつ

くってきた、現場で一からスタッフを持ったこ

とから経験している人たちだったら、将来これ

に対して緊張をかけることができればあと40年

もてるというような橋梁をやったとき、では、

ピアノ線をどうやって入れかえるんだと。それ

が当初の設計の中であれば、ピアノ線を入れ

ちゃ抜いた入れちゃ抜いたということで利用に

耐えながら橋梁の延命化を図ることができると

か、そういうアイデアというのはその投資に対

して莫大なリターンがあると思うんです。だか

ら、この技術を高めていって、これからの公共

事業に耐え得る識見と技術を短期間で養成して

いくということで、ぜひこれは考えていただき

たい。事業として取り組んでほしいということ

です。くどくなりましたけれども、要望してお

きます。

もう一点、星原委員の関連で、河川の堆積土

砂を住吉海岸の養浜に運んでいる部分がありま

すね。そうなったときに、まず河川の堆積の河

床整備とかについては県の事業としてやってい

く。最終的に、そこの土砂が一ツ葉に直轄で入

れられるケースというのがあると思うんです。

そこで当然、運送費というのが出ますね。今

後、ここの中に受託として国庫支出なり、ある

いはこれは委託だから何になるんでしょうね。

諸収入か何かになるんでしょうか。運搬費とか

いうものがそこに入ってきて、有効に資源を活

用して、しゅんせつ土砂は養浜として持ってい

くとかいう、一連の流れで掘ったものが確実に

必要なところに届く、その経費はしっかり見ら

れるとなれば、県としてもそこに運べると思う

んです。だれが原因者なのか、支払うべきなの

かという整理でここに予算を計上してくると、
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随分助かるかなと考えるんです。

具体的には、富田漁港の航路のところがよく

堆積して、せんだっても１人亡くなったんです

けれども、しゅんせつをやる。それが仮置きと

して置かれているんです。冨高さんは高鍋にお

られたから知っておられるけれども、仮置き場

なんです。仮置き場のところを今度は、そこに

置いた土砂が航路内に流れ込まないようにとい

うので防砂工事を考えて―仮置き場に防砂工

事なんて考えられないんです。あれは仮置きだ

から、地元に弊害が出だしたら撤去していくの

が当たり前なんです。ところが、それを運搬す

る運搬経費が公的に見られないということで、

どうしようもなくてあそこにどんどんたまって

いく。たまったものは流れちゃ掘っちゃ流れ

ちゃ掘っちゃで、掘る金がないということであ

んなたまたま事故になって、人命まで失わざる

を得ない。これは何年かに一遍繰り返している

んです。ここのところも、国、県、市町村の役

割、その中で、この工事に伴った残土でも何で

もいいから有効に利活用できないか、そのとき

に運搬費がネックになれば、このあたりも今後

だれかの責任で見られればすごくいいんじゃな

いかと。住吉海岸が始まりますから、絶対、直

轄としてはあそこに入れる養浜用の砂が必要な

ことはわかっているんですから、向こうが背に

腹をかえられないときに、そういったものを

しっかり国に対しても物を申して、必要なもの

はちゃんと見らせる。見てくれれば、県の責任

でそれをお手伝いできますよというようなこと

で、この予算書あたりも来年あたりはそういう

形のものができてくれるとなという、これも部

長に何か考えがあればですけれども、答えよう

がないでしょうから、要望でもいいです。

○大田原河川課長 坂口委員御質問の住吉海岸

を県あるいは国、県の中では漁港漁場整備課と

河川課、いろいろ連携しながらやっているんで

すが、今言われましたように、確かに西都土木

事務所のほうが三財川から堆積土砂等を運搬し

まして、運搬まで県のほうで見ております。

今、住吉海岸で直轄のほうは敷きならしといい

ますか、そこは試験養浜ということで、まだ国

のほうも予算がそう多くないものですから、県

のほうで運搬までやっているんですが、今言わ

れましたように、今後、国のほうともいろいろ

協議しまして、運搬についてもどうするかと

か、その辺をまたさらに詰めていきたいという

ふうに考えております。

○坂口委員 そんな動きがあるなら、なおさら

展望があるかなと思うんですけれども、運搬費

が何らかで手だてできるようになれば、仮置き

なんていうことをしなくて、かなり有効に使え

るかなという気がするものですから、ぜひお願

いします。

○大田原河川課長 それと、先ほどの星原委員

御質問の堆積土砂の掘削についてなんですが、

先ほど御説明しましたように、県単の河川改良

費と県単の自然災害防止河川改良費、この２つ

の中から出しておりまして、２億から３億ぐら

いを見込んでおります。県単河川改良費のほう

が主になっております。

○星原委員 教えていただきたいんですが、地

元のことで、都城志布志高規格道路の予算とい

うのは県の事業費の中で22年度はどの部分に

入っているんですか。

○濱田道路建設課長 都城志布志道路につきま

しては、お手元の歳出予算説明資料の376ページ

でございますけれども、（事項）公共道路新設

改良事業費の中の説明のところを見ていただき

ますと、２に地方道というのがございまし
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て、13億9,500万円余が計上してございます。主

要地方道都城東環状線と書いてございます。こ

れがいわゆる都城志布志道路、現在整備してお

ります都城東環状線の予算ということになりま

す。

○星原委員 そこで、国のほうは21年度は18億

ぐらいの予算で、今回は５億ぐらいと、内示み

たいな感じで聞こえてきていたんですが、県は

昨年とことしの予算の割合というのは減らして

いないんですか。増額しているんですか。

○濱田道路建設課長 都城東環状線につきまし

ては、来年度、供用予定、完成という形で進め

ておりますので、所要額を要望しておりまし

て、これは間違いなく満額認められるというふ

うに考えております。

○星原委員 わかりました。それともう一点、

交通安全の面から、それぞれの国県道あたりに

交通安全施設として歩道をつけている事業があ

ると思うんです。県内全体で歩道の進捗率、改

良率というのかわからんけれども、どれぐらい

今進んでいて、毎年どれぐらいの予算を組みな

がら施設をつくっていかれているのか、それを

教えていただきたいんですが。

○大寺道路保全課長 交通安全のお尋ねですけ

れども、私ども道路整備で緊急にやらんといか

んなというのは、交通量が多くて、通学路で、

しかも全く歩道がないところを優先してやりた

いというふうに思っているところですけれど

も、今、急々にやりたいのが190キロぐらいの延

長でございます。県内の道路の中で整備すべき

と希望している中で整備率が、これも手元に数

字がないんですが、おおむね半分ぐらいという

ことで、まだ道半ばであろうというふうに思っ

ております。

○星原委員 そこで、国の道路法というのは歩

道が3.5メートルとかありますね。地域によっ

て、田舎のほうに行くと3.5メートル必要なのか

なというふうな思いもありまして、半分ぐらい

の歩道にしてしまえば、倍ぐらいは延長が延び

るんじゃないかなと思うんですが、県としての

考え方というのは、融通がきくと言ったらおか

しいけれども、県道の場合、県の考え方で歩道

についてもある程度は幅を狭めたり広げたりで

きる形ですね。

○大寺道路保全課長 最近の道路構造令で言い

ますと、委員がおっしゃったように、地方には

地方の事情があるだろうということで、3.5にか

かわらず、必要な道路の幅員の整備でいいです

よという話はございます。

先ほど申し上げました本県の歩道の整備率で

ございますけれども、21年３月で全体として

は41％の整備率です。これを通学路だけに換算

しますと、67％の整備率ということになりま

す。

○星原委員 わかりました。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

そのほか何かありませんか。

○太田委員 高速道対策局にお聞きしたいと思

うんですが、東九州自動車道の整備に当たっ

て、その材料として鉄鋼スラグを使うという話

を一部聞いたものですから、その安全性等は私

どもわかりませんが、そういう事実はあるんで

しょうか。

○渡辺高速道対策局長 ＮＥＸＣＯの区間の門

川―日向で舗装工事をＮＥＸＣＯのほうが出し

ておりますけれども、その工事の中で鉄鋼スラ

グの再利用ということで使うというふうに聞い

ております。
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○太田委員 わかりました。まず、そういう情

報があればということですが、環境的に見ても

安全かどうかというのは私もわからないんです

が、新聞報道等でもその辺の疑念が出たところ

もあるのかなと思いまして、ひとつその辺は十

分、実験なり安全性についての対策なりはよろ

しくお願いしておきたいと思います。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

○徳重委員 本会議の一般質問で出た話なんで

すけれども、今年度は国道220号線の改良、そう

いった予定はないものですか。

○濱田道路建設課長 国道220号青島―日南改良

でございますね。これにつきましては、昨年11

月に九州地方整備局長さんが本県にお見えにな

りまして、知事に概算要求の説明をされたとき

に、220号の青島―日南改良は予算計上されてお

りませんでした。それを受けまして、県として

は、来年度の事業化ということで民主党本部幹

事長室、国交省に対して要望してまいったんで

すが、先月２月にいわゆる仮配分という形で再

度提示があったんですけれども、ここでもその

中には含まれていないという状況でございま

す。

○徳重委員 この道路は命の道路と言ってもい

いような大事な道路だということでずっと言わ

れてきましたね。議会でもずっと議論になりま

したし、部長も前向きにこれは何とかやりたい

ということだったんですが、県の改良計画、国

道ですから国が中心になるかもしれませんが、

ある程度ここはこういう形で改良していくとい

う年次計画等ができておると思うんです。その

計画はできておるんですか。

○濱田道路建設課長 国道220号につきまして

は、現時点ではあくまでも直轄国道ということ

で国が管理しておる道路でございますので、国

のほうで整備計画を立てるということでござい

ますけれども、現在、170ミリを超えると通行ど

めになる区間がまだ２区間残っています。３区

間のうち１区間は内海バイパスを整備すること

によって解消できたんですが、残る２区間の防

災対策事業の事業計画はまだ今からということ

になります。

○徳重委員 非常に大事な道路、命を守る道路

ということであれば、そういうやらなきゃなら

ない区間は、早く事業計画ができて、それに対

する予算措置を県はつけました、何とかしてく

ださいというようなお願いをすべきじゃないか

と。待っておったらやらないんじゃないかとい

う気がしてならないものですから、あえて申し

上げているんですけれども。

○濱田道路建設課長 直轄道路の整備に対しま

しては、県のほうは直轄事業負担金ということ

で、来年度も今年度当初並みの予算を今お願い

しているところでございます。当然、220号につ

いても新規事業化というのはお願いしていると

ころでございます。ただ、一番私ども問題視し

ていますのは、予算の問題もあるんですけれど

も、事業評価という問題です。そもそも220号が

昨年３月末に一たん事業凍結になりましたの

が、いわゆるＢバイＣが１を下回るということ

で凍結という形になっておりまして、これにつ

きましては、私ども、単なる３便益だけで評価

できるものではない、まさしく命の道だという

ことで主張してまいりまして、これにつきまし

ては、全国知事会の社会資本整備プロジェクト

チームの中に事業評価手法ワーキンググループ

というのができまして、いろいろ議論しており

ます。３便益以外の便益を総合的に評価すべき

だということで、来月には国に対して提言する

ようにしております。国のほうも、従来の３便
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益ではなくて、新しい評価制度を構築していか

なきゃいけないということを国交省の馬淵副大

臣あたりも記者会見等で言われておりますの

で、その重要性をどう評価していくか、これが

非常に重要なことだろうと考えておるところで

ございます。

○徳重委員 ぜひ前向きに取り組んでいただき

たい、お願いしておきたいと思います。

○太田委員 もう一回お尋ねします。鉄鋼スラ

グのことなんですが、もうお聞きしているとい

うことですから、いいかなと思いましたが、妙

に不安をあおってもいけませんが、安全に対策

をするというところで何らかの情報開示できる

ところはあるんですか。ＮＥＸＣＯのほうがこ

ういうふうにやっていますとか、そういうこと

でもあるんでしょうか。

○渡辺高速道対策局長 鉄鋼スラグ自体は、グ

リーン調達というか、積極的に再利用していき

ましょうという品目に位置づけられておりまし

て、また鉄鋼スラグを使うことで相当コストダ

ウンになるということで、ＮＥＸＣＯが鉄鋼ス

ラグを使うことについては問題がないと思うん

ですけれども、鉄鋼スラグを使う際にどういう

ふうな処理をすれば環境上安全か、そういう方

法も定められておりますので、ＮＥＸＣＯが責

任を持ってそれはやるべきものだと思います。

適正に処理をして使えば環境上問題はないとい

う品目でございますので、県としましては、安

全にちゃんとそういう処理をして使ってくださ

いということはＮＥＸＣＯに申し上げておりま

す。今発注されている工事でやっておりますの

で、ＮＥＸＣＯからも安全は十分に注意します

と言われておりますけれども、委員からお話が

ありましたので、その辺は情報を再度いただき

ながら、環境には万全を期してやっていただく

ようお願いをまたしたいと思います。

○岡田技術企画課長 私のほうから鉄鋼スラグ

について一般的なこととしてお答えしたいんで

すが、鉄鋼スラグそのものは、その発生過程や

製造過程がしっかり管理されまして、ＪＩＳの

規格適合試験や品質試験をクリアしたものにつ

いては土木材料として認められているんです。

実際どういうものがあるかというと、例えばセ

メントやコンクリート用スラグ、あるいは道路

用スラグがありまして、それぞれＪＩＳに適合

しなければならないとなっておりまして、本県

でも共通仕様書や施工管理基準では、あくまで

スラグを使う場合のＪＩＳ規格とか試験項目に

ついては国に準じて定めております。先ほど渡

辺局長からも御説明の中でありましたが、鉄鋼

スラグそのものは、グリーン購入法の特定調達

品目として指定されております。本県でも公共

事業では港湾工事でのケーソン中詰め材など、

鉄鋼スラグの特性を活用するところでは、適材

適所というところでしょうか、特性をよく理解

してしっかり管理して使うというのはあるんで

すが、本県の場合、一般的な道路で考えると、

骨材そのものが、砕石を割った骨材が安定的に

供給されているわけですので、私たちは地産地

消の観点から材料としては県内産を使っていく

と。ＮＥＸＣＯの件はコスト縮減という観点か

ら使われたんでしょうが、私どもはそういう観

点から鉄鋼スラグを見ております。

○坂口委員 関連してですけれども、確かにグ

リーン調達法やＪＩＳ規格、適正な施工あるい

は管理とか、限定版でのそういった溶融スラ

グ、鉄鋼スラグなんですけれども、グリーン購

入法にしっかりうたわれてからこちらも、僕ら

は委員会で千葉県に公共事業関係の視察に行っ

たことがあるんですけれども、あそこもコスト
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縮減策の一つに溶融スラグを路盤材としてとい

うのを一回やったけれども、路盤の盛り上がり

―結局、水を吸っているわけです。完全にシ

ールドをやられたときに初めて六価クロムの浸

透が防げるという、工法上での安全性の確保と

いうのが担保されなきゃだめなわけで、不安材

料としては残しているんです。ただ、今言われ

るように、比重の問題とかで、ましてや重量を

稼ぐものについては確かに物すごい優位性はあ

るけれども、これもしっかり遮蔽されなきゃ、

それが海中に溶け出さない保証はないと。

そういった鉄鋼スラグの考え方として、その

産地である北九州や大分県で使われていないと

いう現実ですね。運搬費がただのところに使わ

れていないというところ、そこらを見きわめる

のと、道路会社としても、とにかくコスト縮減

を図って、回収でペイできるところしか投資で

きないというせっぱ詰まった事由で、その中に

宮崎に道路を引きたいという立場上の問題、こ

こにも理解は示さなきゃいけないと思うんです

けれども、地産地消と技術企画課長が言われた

から、たまたまなんですけれども、県内発注を

優先していきながら徹底的に県内の経済につな

がる公共投資のあり方というのをやられていま

すね。県内業者との契約率も90％後半なんです

けれども、そういった契約ベースでの県内との

契約というか、発注というのもだけど、やっぱ

り出口ベースも今後チェックしていくべきかな

と。骨材なんかになっても、溶融になれば県外

との取引になるでしょうし、骨材も、今言われ

たように県内に満遍なく安定供給できるという

状況の中で、半分ぐらいしかシェアを占めてい

ないと思うんです。そこらも今後高めていくと

いうことで、たまたま去年末でしたか、担当課

のほうで、骨材がどこにネックがあって県内産

の需要が低いのかという調査をやられたとかも

聞いているんですけれども、何かそんなたぐい

の調査をやられたことはあったんですか。

○岡田技術企画課長 委員御指摘になったの

は、生コンに関する骨材の使用量が、大分県の

骨材が入ってきているということで、多分その

ことだと思いますが、技術企画課のほうで生コ

ン業者のほうに、県内産の骨材がどうして流通

しないのかなという疑問がありましたもので、

アンケートをとったところでございます。その

アンケートの内容につきましては、県南地域に

おいては、コンクリート用骨材としては県北の

骨材に比べまして性能が劣るということで、ど

うしてもそこのところがクリアできない、それ

から安定供給、価格面というところで総合的に

考えると、県外産、大分産になるわけですが、

そのあたりが入ってきているんだというアンケ

ート結果を伺っております。

○坂口委員 価格面となるとどうしようもな

い、それは経済ベースの問題だからどうしよう

もない部分があるけれども、品質としてとなっ

たときに、せんだっての委員会で説明資料か何

かにあったと思うんですけれども、設計時点か

ら地産地消につながるような工夫をしていくと

いうことだったですね。設計のあり方を今後柔

軟に対応するという説明を資料で見たような気

がするんですけれども、今言われたように、ま

ずは仕上がった色から何から、いわゆる見ばえ

まで確保しなきゃだめな構造物とか、物に隠れ

てしまう構造物で、単に比重、重量さえ稼げば

いいものとか、あるいは強度が確保できればい

いものとかいうのは、設計の時点で、こういう

目的でこういう箇所につくる構造物だから粒子

強度はここまで認められるとか、地産地消に目

を当てて、ここにあるものを使える設計ではこ
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れは基準を満たせないのかという、そんな工夫

を凝らしていただければやっていけるのかなと

いうのが一つと、検査基準まで考えて、検査す

る人の考え方の違いでは、色合い、色のむら、

仕上がりのあばたとかいうものまで検査対象に

すべきかすべきでないかという、その判断一つ

でも、大分の白い、しかも比重の高い滑らか骨

材を使えばうんと点数がもらえるとなれば、そ

ちらに行ってしまうと思うんです。必要なとこ

ろまで採点対象にせずに、さっき言いましたよ

うに、出口ベースでの地産地消につながる設計

から検査のあり方も柔軟にぜひ対応していただ

いて、せっかく確保していただいた公共投資と

いうものを県内経済に的確につないでいけるよ

うにやっていただきたいということ、これも企

画課長、要望で上げておきます。説明があれ

ば、何か……。

○岡田技術企画課長 県南産の骨材が比重が軽

いことから、構造物の設計が、現在我々が行っ

ている設計と少し形が変わってくるんではない

か、そういう御指摘だと思いますが、実際にそ

のあたりが許容できる構造物等いろいろあろう

かと思うんです。例えば、重力で考えるもの、

しかし、その場合も形を変えれば工夫すればで

きるんではないかという余地があろうかと思い

ます。そのあたりは我々も研究していかなきゃ

いけないと思います。一方で、生コンクリート

業者に聞きますと、形がとがっているものだか

ら、セメント量などコストのところにかかって

くるという部分がありまして、そのあたりは我

々としてはクリアできない、どうにもできない

領域もあるのかなと、そのようには思っており

ます。ただ、委員が御指摘のように、検査に

よって色が白いから色が白くないからというよ

うなことは、そのあたりは改善していかなきゃ

いけないし、実際にそういう判断はしていない

んですけれども、現場で請負業者と担当がやり

とりする中でそういうことが伝わって、色が白

いほうがいいとか、そういう話になっているん

だと思いますが、基準としては決してそういう

ものが評定の対象にはなっていないということ

でございます。以上でよろしいでしょうか。

○坂口委員 そういうことかなと思うんですけ

れども、もう宿命ですね。宮崎の石は砂岩系で

すし、大分あたり、北に行けば石灰岩系だか

ら、粒子が滑らかとか、粒子強度、比重とか、

それは持って生まれたもので、いかに誘導的に

それが使えるかということだと思うんです。特

に、南のほうがそんなによくないならしようが

ないんですけれども、鹿児島あたりとの相互乗

り入れとか、向こうから持ち込んでもらって、

そのかわりこちらから出せるものを持ち出して

いって使ってもらうとかいうことで、地域経済

に少しでも波及できるような発注の仕方、契約

のあり方というもの、そこらを総合評価の中で

加点でもできるようになればなと、県内経済の

貢献度というのになればなと思っているんです

けれども、なかなかこれも難しいでしょうけれ

ども、ぜひ考えていただいて、渡辺局長が心配

されるといけないから、あそこはまたコストを

考えながら、宮崎に道路をつくろうと思えば、

回収ということを考えると、コストを下げる以

外にないわけですね。そこらはしっかり、また

太田委員が心配されるように、確実に安全を確

保した施工がなされているかというような情報

をとっていただきながら、決して高速道の整備

がおくれるようなことのないように、促進とい

うものを念頭に置きながら、安全を確保すると

いうことでお願いしておきます。

○宮原委員長 よろしくお願いします。ほかに
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ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上をもって、県土整備部を終了いたします。

執行部の皆様、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後３時42分休憩

午後３時48分再開

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりますので、12日に

行いたいと思います。開会時刻は13時30分とし

たいのですが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのように決定いた

します。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上で本日の委員会を終了します。

午後３時48分散会
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平成22年３月12日（金曜日）

午後１時29分再開

出席委員（９人）

委 員 長 宮 原 義 久

副 委 員 長 西 村 賢

委 員 星 原 透

委 員 野 辺 修 光

委 員 黒 木 正 一

委 員 太 田 清 海

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 坂 口 博 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 前 田 陽 一

議事課主任主事 吉 田 拓 郎

○宮原委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いたいと思います。採

決につきましては、議案ごとがよろしいでしょ

うか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、一括して採決をいた

します。

議案第１号、第７号から第９号まで、第12号

及び第13号、第21号、第23号及び第24号、第32

号及び第33号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 御異議なしと認めます。よっ

て、議案第１号、第７号から第９号まで、第12

号及び第13号、第21号、第23号及び第24号、

第32号及び第33号につきましては、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第19号ですが、当請願につきまして

は、取り下げ申し出が提出されております。取

り下げの申し出を承認することに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 御異議ありませんので、取り下

げを承認することに決定いたしました。

次に、請願第９号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

〔「採決」「継続」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、お諮りいたします。

請願第９号を継続審査とすることに賛成の方の

挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

○宮原委員長 挙手多数。よって、請願第９号

は継続審査とすることに決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査につきましては、閉会中の継続審査とい

たしたいと思いますが、御異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 御異議ありませんので、この

旨、議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてでありま

す。委員長報告の項目として特に御要望はござ

いませんか。

○井上委員 商工観光労働部の議論についても

そうですが、県土整備部の議論についてもそう

なんですけれども、総体的に宮崎の場合で言え



- 126 -

ば、いろいろな意味での政策的効果を上げるに

は物流の問題をしっかりと議論しておく必要と

いうのがあると思います。物流については県当

局も議論をしているということについては私ど

もも理解はしていますけれども、その議論経過

というか、そういうものがしっかりと県議会の

中に伝わってきていない。そのことがまた政策

的にも表面化してきていないというのは非常に

残念なことですので、それをもっと広い形でと

いうか、しっかりとした議論ができるような状

況というのを早急につくり上げていただきたい

というふうに思っています。

県土整備部の審議のときに坂口委員のほうか

らも出ましたが、港というのが幾つかあるわけ

です。今、細島港については知事も努力をし

て、政権のところに行かれたりしております

が、ただ、今の全体の状況から見たときに、細

島をどんなふうに位置づけるのか、宮崎港をど

う位置づけるのか、油津港をどうするのかとい

う問題点がきちんとした俎上にのってきていな

いというのは非常に残念だと思います。道路の

状況から考えると、港は、志布志港に南のほう

は集約されていくような可能性が高いと思うん

です。もっとこれについての議論というか、県

議会も一生懸命議論しますが、執行部側から

も、予算についてもきちんと出てきたような形

での議論というのがもっとされるべきではない

かというふうに思っておりますので、何らかの

形でよろしいんですが、委員長報告の中にそれ

を入れていただきたいということを申し上げて

おきたいと思います。

○宮原委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、お諮りをいたしま

す。

委員長報告につきましては、ただいま井上委

員からもございましたが、物流の問題というこ

とで、今回、港の問題についての議案も出てお

りましたので、そういったものを含めながら、

正副委員長に御一任いただくということで御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○宮原委員長 それでは、ないようですので、

以上で委員会を終了いたします。

午後１時35分閉会




